
裁判年月日 平成31年 2月14日 裁判所名 最高裁第一小法廷 裁判区分 判決

事件番号 平３０（受）６９号

事件名 損害賠償請求事件

裁判結果 破棄自判 文献番号 2019WLJPCA02149001

要旨

〔判示事項〕

◆１ 普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員の私法上の権利

利益を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否の判断方法

２ 市議会の議会運営委員会による議員に対する厳重注意処分の決定が違法な公権力の行使

に当たるとはいえないとされた事例

〔裁判要旨〕

◆１ 普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員の私法上の権利

利益を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断するに当たっては、当該措置が

議会の内部規律の問題にとどまる限り、議会の自律的な判断を尊重し、これを前提として請

求の当否を判断すべきである。

２ 市議会の議会運営委員会による議員に対する厳重注意処分の決定は、議員としての行為

に対する市議会の措置であり、市議会の定めた政治倫理要綱に基づくものであって特段の法

的効力を有するものではないという事情の下においては、その適否については議会の自律的

な判断を尊重すべきであり、当該決定が違法な公権力の行使に当たるとはいえない。

【判例タイムズ社（要旨）】

◆１．普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員の私法上の権利

利益を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否の判断方法

◆２．市議会の議会運営委員会による議員に対する厳重注意処分の決定が違法な公権力の行

使に当たるとはいえないとされた事例

新判例体系

公法編 > 憲法 > 国家賠償法〔昭和二二... > 第一条 > ○公権力の行使に基く... > （三

）違法性 > Ｇ その他 > （２）違法でないとした事例

◆一 普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員の私法上の権利

利益を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断するに当たっては、当該措置が

議会の内部規律の問題にとどまる限り、議会の自律的な判断を尊重し、これを前提として請

求の当否を判断すべきである。

◆二 市議会の議会運営委員会による議員に対する厳重注意処分の決定は、議員としての行

為に対する市議会の措置であり、市議会の定めた政治倫理要綱に基づくものであって特段の

法的効力を有するものではないという事情の下においては、その適否については議会の自律
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的な判断を尊重すべきであり、当該決定が違法な公権力の行使に当たるとはいえない。

公法編 > 組織法 > 裁判所法〔昭和二二年... > 第一編 総則 > 第三条 > ○裁判所の権限

> （一）法律上の争訟 > Ｅ その他 > （２）法律上の争訟に当たらない事例

◆一 普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員の私法上の権利

利益を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断するに当たっては、当該措置が

議会の内部規律の問題にとどまる限り、議会の自律的な判断を尊重し、これを前提として請

求の当否を判断すべきである。

◆二 市議会の議会運営委員会による議員に対する厳重注意処分の決定は、議員としての行

為に対する市議会の措置であり、市議会の定めた政治倫理要綱に基づくものであって特段の

法的効力を有するものではないという事情の下においては、その適否については議会の自律

的な判断を尊重すべきであり、当該決定が違法な公権力の行使に当たるとはいえない。

裁判経過

控訴審 平成29年 9月14日 名古屋高裁 判決 平２８（ネ）７９６号 損害賠償請求控訴事件

第一審 平成28年 8月18日 津地裁 判決 平２７（ワ）４６０号 損害賠償請求事件

出典

民集 73巻2号123頁

裁時 1718号1頁

裁判所ウェブサイト

判タ 1460号24頁

判時 2415号7頁

判例地方自治 446号16頁

評釈

日置朋弘・曹時 72巻4号146頁

日置朋弘・ジュリ 1546号75頁

須田守・ジュリ臨増 1544号54頁（令元重判解）

君塚正臣・ジュリ臨増 1544号26頁（令元重判解）

津田智成・ジュリ別冊 266号199頁（地方自治判例百選 第5版）

山本侑・法協 137巻8号1413頁

村西良太・民商 155巻6号1138頁

金井惠里可・判例地方自治 456号24頁

新井誠・WLJ判例コラム 165号（2019WLJCC010）
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Westlaw Japan・新判例解説 1187号（2019WLJCC102）

人見剛・早稲田法学 95巻3号639頁

中井公哉・行政関係判例解説 平成31年・令和元年 167頁

神橋一彦・法教 464号118頁

笹田栄司・法教 465号131頁

土井翼・行政法研究 35号205頁

参照条文

国家賠償法１条１項

裁判所法３条１項

主文

原判決中上告人敗訴部分を破棄する。

前項の部分につき，被上告人の控訴を棄却する。

控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。

理由

上告代理人西澤博ほかの上告受理申立て理由（ただし，排除されたものを除く。）につい

て

１ 本件は，上告人（名張市）の市議会議員（以下，名張市議会を「市議会」といい，そ

の議長及び議員をそれぞれ「市議会議長」及び「市議会議員」という。）である被上告人が

，上告人に対し，名張市議会運営委員会（以下「議会運営委員会」という。）が被上告人に

対する厳重注意処分の決定（以下「本件措置」という。）をし，市議会議長がこれを公表し

たこと（以下，これらの行為を併せて「本件措置等」という。）により，被上告人の名誉が

毀損されたとして，国家賠償法１条１項に基づき，慰謝料等の支払を求める事案である。

２ 原審の適法に確定した事実関係等の概要は，次のとおりである。

(1) 被上告人は，市議会議員であり，常任委員会である教育民生委員会に所属してい

た。
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(2)ア 教育民生委員会においては，平成２６年１１月１１日，以下のとおりの視察旅

行（以下「本件視察旅行」という。）を行うとの提案がされ，その後の協議を経て，教育民

生委員長は，同年１２月１８日，市議会議長に対し，本件視察旅行に係る委員派遣の承認を

求めた。市議会議長は，同日，これを承認し，教育民生委員会の委員全員に対して出張命令

を発した。

日 程 平成２７年１月２８日から同月３０日まで

研修内容 ①岡山県倉敷市 介護支援いきいきポイント制度について

②岡山市 ごみの減量化の取組について

③北九州市 いのちをつなぐネットワークの取組について

参加委員 教育民生委員会の委員全員（被上告人を含む。）

イ 本件視察旅行は上記アの日程で実施されたが，被上告人は，市議会議長に対し，

上告人の財政状況等に照らしてこれを実施すべきでないと判断する旨を記載した欠席願を提

出した上で，本件視察旅行を欠席した。

(3) 議会運営委員会は，平成２７年２月４日，被上告人に対し，本件視察旅行を欠席

したことを理由として，厳重注意処分を行うことを決定した（本件措置）。そして，同委員

会は，本件視察旅行が名張市議会会議規則（平成８年名張市議会規則第１号。以下「本件規

則」という。）に基づく公務であるにもかかわらず，被上告人は正当な理由なく欠席したた

め，名張市議会議員政治倫理要綱（名張市議会告示第１号。以下「本件要綱」という。）の

規定に基づき厳重注意処分とする旨，及び今後，公務に対する正確な認識の下，議員として

の責務を全うするよう強く求める旨を記載した市議会議長名義の厳重注意処分通知書（以下

「本件通知書」という。）を作成した。

市議会議長は，上記同日，議会運営委員会の正副委員長等のほか，本件措置を知って取材

の申入れをした新聞記者５，６名のいる議長室において，本件通知書を朗読し，これを被上

告人に交付した。

(4)ア 本件規則９０条は，委員会の委員は，事故のため出席できないときは，その理

由を付け，当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならないと規定する。また，本件

規則１０５条は，委員会は，審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは，その日時

，場所，目的，経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し，あらかじめ承認を得なけ

ればならないと規定する。

イ 本件要綱２条は，議員は，次に定める政治倫理基準を遵守しなければならないと

し，その一つとして，地方自治の本旨及び本件規則にのっとり，議員としての責務を全うす

ることと定めている（２号）。そして，本件要綱３条は，この要綱に反した場合は，勧告そ

の他必要な措置をとることができると定め，本件要綱４条は，この要綱の運用については，

議会運営委員会がこれに当たると定めている。

３ 原審は，上記事実関係等の下において，要旨次のとおり判断した上で，被上告人の請

求を一部認容した。

(1) 被上告人の請求は，名誉権という私権の侵害を理由とする国家賠償請求であり，

議会が自主的，自律的に決定した事項の是非を直接の問題とするものではない。また，被上
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告人は，公費の支出を伴う本件視察旅行の必要性に疑問を呈し，政治的信条として参加を拒

否したのであるから，上記請求は，紛争の実態に照らしても，一般市民法秩序において保障

される移動の自由や思想信条の自由という重大な権利侵害を問題とするものであり，一般市

民法秩序と直接の関係を有する。したがって，本件訴えは，裁判所法３条１項にいう法律上

の争訟に当たる。

(2) 本件措置等は，議会運営委員会が，被上告人が市議会議員としての公務を怠った

と断定し，厳重注意処分をしなければその責務を全うし得ない人物であると評価し，判断し

たことを示すものであるから，被上告人の市議会議員としての社会的評価の低下をもたらす

と認められる。そして，被上告人の請求は司法審査の対象となるから，本件措置等において

摘示された事実が真実であるか，また，その事実を真実と信ずるについて相当の理由がある

か否かも裁判所が判断すべき事項であるところ，これらはいずれも認められない。したがっ

て，上告人は名誉毀損による国家賠償責任を負う。

４ しかしながら，原審の上記３(1)の判断は結論において是認することができるが，同

(2)の判断は是認することができない。その理由は，次のとおりである。

(1) 本件は，被上告人が，議会運営委員会が本件措置をし，市議会議長がこれを公表

したこと（本件措置等）によって，その名誉を毀損され，精神的損害を被ったとして，上告

人に対し，国家賠償法１条１項に基づき損害賠償を求めるものである。これは，私法上の権

利利益の侵害を理由とする国家賠償請求であり，その性質上，法令の適用による終局的な解

決に適しないものとはいえないから，本件訴えは，裁判所法３条１項にいう法律上の争訟に

当たり，適法というべきである。

(2) もっとも，被上告人の請求は，本件視察旅行を正当な理由なく欠席したことを理

由とする本件措置等が国家賠償法１条１項の適用上違法であることを前提とするものである

。

普通地方公共団体の議会は，地方自治の本旨に基づき自律的な法規範を有するものであり

，議会の議員に対する懲罰その他の措置については，議会の内部規律の問題にとどまる限り

，その自律的な判断に委ねるのが適当である（最高裁昭和３４年（オ）第１０号同３５年１

０月１９日大法廷判決・民集１４巻１２号２６３３頁参照）。そして，このことは，上記の

措置が私法上の権利利益を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断する場合で

あっても，異なることはないというべきである。

したがって，普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員の私法

上の権利利益を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断するに当たっては，当

該措置が議会の内部規律の問題にとどまる限り，議会の自律的な判断を尊重し，これを前提

として請求の当否を判断すべきものと解するのが相当である。

(3) これを本件についてみると，本件措置は，被上告人が本件視察旅行を正当な理由

なく欠席したことが，地方自治の本旨及び本件規則にのっとり，議員としての責務を全うす

べきことを定めた本件要綱２条２号に違反するとして，議会運営委員会により本件要綱３条

所定のその他必要な措置として行われたものである。これは，被上告人の議員としての行為

に対する市議会の措置であり，かつ，本件要綱に基づくものであって特段の法的効力を有す
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るものではない。また，市議会議長が，相当数の新聞記者のいる議長室において，本件通知

書を朗読し，これを被上告人に交付したことについても，殊更に被上告人の社会的評価を低

下させるなどの態様，方法によって本件措置を公表したものとはいえない。

以上によれば，本件措置は議会の内部規律の問題にとどまるものであるから，その適否に

ついては議会の自律的な判断を尊重すべきであり，本件措置等が違法な公権力の行使に当た

るものということはできない。

したがって，本件措置等が国家賠償法１条１項の適用上違法であるということはできず，

上告人は，被上告人に対し，国家賠償責任を負わないというべきである。

５ 上記と異なる見解の下に，上告人の国家賠償責任を肯定した原審の判断には，判決に

影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。この点に関する論旨は理由があり，原判決

中上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして，以上に説示したところによれば，被上告人の

請求は理由がなく，これと同旨の第１審判決は結論において是認することができるから，被

上告人の控訴を棄却すべきである。

よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 池上政幸 裁判官 小池裕 裁判官 木澤克之 裁判官 山口厚 裁判

官 深山卓也)

*******
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(5) 1 普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他

の措置が当該議員の私法上の権利利益を侵害すること

を理由とする国家賠償請求の当否の判断方法

2 市議会の議会運営委員会の議員に対する厳重注意処

分の決定が違法な公権力の行使に当たるとはいえない

とされた事例

(平成30年ぽ)第肘同叩月山第一小法廷判決破棄門
第 1 審津地裁第 2 審名古屋高裁民集73巻 2 号123頁

〔判決要旨〕

1 普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員

の私法上の権利利益を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断

するに当たっては，当該措置が議会の内部規律の問題にとどまる限り，議会

の自律的な判断を尊重し，これを前提として請求の当否を判断すべきであ

る。

2 市議会の議会運営委員会による議員に対する厳重注意処分の決定は，

議員としての行為に対する市議会の措置であり，市議会の定めた政治倫理要

綱に基づくものであって特段の法的効力を有するものではないとし、う事情の

下においては，その適否については議会の自律的な判断を尊重すべきであ

り，当該決定が違法な公権力の行使に当たるとはし、えない。

〔参照条文〕

( 1 , 2 につき) 国家賠償法 1 条 1 項，裁判所法 3 条 1 項

〔解説〕

第 1 事案の概要等

本件は， Y の市議会議員である X が， Y ~こ対し，市議会運営委員会(以下

「議会運営委員会」とし寸。)が X に対する厳重注意処分の決定(以下「本件措

置」とし、う。)をし，市議会議長がこれを公表したこと(以下，これらの行為
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を併せて「本件措置等」とし、う。)により， X の名誉が殻損されたとして，国

家賠償法(以下「国賠法」という。) 1 条 1 項に基づき，慰謝料等の支払を求

める事案である。

本件においては，主として，本件訴えが裁判所法 3 条 1 項にし、う法律上の

争訟に当たるか，これに当たるとして，議会の内部規律の問題として裁判所

はこれらの行為の適否の判断を差し控えるべきか，が争われた。

1 関係法令等の定め

(1)地方自治法(以下「地白法」という。) 109条 3 項は，議会運営委員会

は，次に掲げる事項に関する調査を行い，議案，請願等を審査する旨を規定

し， うち 1 号において議会の運営に関する事項を， 2 号において議会の会議

規則，委員会に関する条例等に関する事項を定めている。また，地自法120

条は，普通地方公共団体の議会(以下「地方議会」という。)は，会議規則を

設けなければならないと規定する。

( 2 )ア 名張市議会会議規則(平成 8 年名張市議会規則第 1 号。以下「本件

規則」という。) 90条は，委員会の委員は，事故のため出席できないときは，

その理由を付け，当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならないと

規定する。また，本件規則105条は，委員会は，審査又は調査のため委員を

派遣しようとするときは，その日時，場所，目的，経費等を記載した派遣承

認要求書を議長に提出し，あらかじめ承認を得なければならないと規定す

る。

イ 名張市議会議員政治倫理要綱(名張市議会告示第 1 号。以下「本件要綱」

という。) 2 条は，議員は，次に定める政治倫理基準を遵守しなければなら

ないとし，そのーっとして，地方自治の本旨及び本件規則にのっとり，議員

としての責務を全うすることと定めている( 2 号)。そして，本件要綱 3 条

は，この要綱に反した場合は，勧告その他必要な措置をとることができると

定め，本件要綱 4 条は，この要綱の運用については，議会運営委員会がこれ

に当たると定めている。

- 85 一

甲９　調査官解説（最高裁判所判例解説民事篇平成31年・令和元年度）



2 事実関係等の概要

(1 )X は，市議会議員として常任委員会である教育民生委員会に所属して

いた。教育民生委員会においては，平成26年11月 11 日，同27年 1 月 28 日から

30 日までの日程で，同委員会の委員全員を参加委員として，岡山県倉敷市，

岡山市及び北九州市において，介護支援やごみの減量化等の取組に関する視

察旅行(以下「本件視察旅行」とし、う。)を行うとの提案がされ，その後の協

議を経て，教育民生委員長が，同26年12月 18 日，市議会議長に対し，本件視

察旅行に係る委員派遣の承認を求めた。市議会議長は，同日，これを承認

し，教育民生委員会の委員全員に対して出張命令を発した。

本件視察旅行は上記の日程で実施されたが， X は，市議会議長に対し， Y

の財政状況等に照らしてこれを実施すべきでないと判断する旨を記載した欠
(註 1)

席願を提出した上で，本件視察旅行を欠席した。

( 2 )議会運営委員会は，平成27年 2 月 4 日， X に対し，本件視察旅行を欠

席したことを理由として，厳重注意処分を行うことを決定した(本件措置)。

そして，同委員会は，本件視察旅行が本件規則に基づく公務であるにもかか

わらず， X は正当な理由なく欠席したため，本件要綱の規定に基づき厳重注

意処分とする旨，及び今後，公務に対する正確な認識の下，議員としての責

務を全うするよう強く求める旨を記載した市議会議長名義の厳重注意処分通

知書(以下「本件通知書」とし、う。)を作成した。

市議会議長は，上記同日，議会運営委員会の正副委員長等のほか，本件措

置を知って取材の申入れをした新聞記者 5 ， 6 名のいる議長室において，本

件通知書を朗読し，これを X に交付した。

そこで， X は，議会運営委員会による本件措置及び市議会議長によるその
(注 2)

公表によって名誉が殻損されたとして，本件訴えを提起した。

3 第 1 審及び原審の判断の概要

第 1 審は，本件措置等は， X に対する名誉製損行為に該当するとしつつ，

市議会の自律権の範囲内で決定された事項であって，その真実性(真実であ
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ること)又は真実相当性(真実と信ずるについて相当の理由があること)の抗弁

については司法審査が及ばないとして， X の請求を棄却した(第 1 審におい

ては，法律上の争訟の有無は争点とされず判断の対象となっていない。)。

これに対し，原審は，本件訴えは裁判所法 3 条 1 項にし寸法律上の争訟に

当たるとし，本件措置等はX に対する名誉襲損行為に該当し，その真実性

又は真実相当性の抗弁は認められないなどとして，第 1 審判決を取り消し，

X の請求を慰謝料50万円の支払を求める限度で認容した。これらの判断の概

要は次のとおりである。

(1)第 1 審判決の概要

ア 本件通知書は， X が公務である本件視察旅行を正当な理由なく欠席し

たとし、う事実及び厳重注意処分を受けた事実を摘示し，議会運営委員会が X

には市議会議員としての資質に問題があると評価しており，厳重注意処分を

しなければ X が今後公務に対する正確な認識の下，議員としての責務を全

うすることができない人物であると判断したことを示すものであるから， X

の市議会議員としての社会的評価の低下をもたらす事実の摘示があると認め

られる。そして，市議会議長は，多数の新聞記者の前で本件通知書を読み上

げて交付したのであるから， X の社会的評価を低下させる上記事実は伝播す

る可能性があったと認められ，その事実の流布により， X の社会的評価が低

下したと認められる。したがって，議会運営委員会が本件措置の決定をし，

市議会議長がその通知をした行為は， X に対する名誉鞍損行為に該当する。

イ 地方議会は，その設置が憲法の明文 (93条)をもって定められ，住民

自治及び団体自治とし、う地方自治の本旨を実現するための意思決定機関であ

ることに加え，その権能を十分に発揮するため，自律権として，地自法によ

り，会議規則制定権 (120条) ，議員に対する懲罰権 (134条)等が保障されて

いることに照らすと，その自律権の範囲内で決定された事項については，除

名処分のように議会内部の紛争というにとどまらず市民法秩序と直接関係す

る問題を除き，司法権が及ばないと解するのが相当である。
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本件措置は，地自法135条 1 項各号に定められた懲罰の種類に該当しない

ものであって，本件要綱 3 条に基づく勧告その他必要な措置に該当し，特段

法的効力を有しない事実上の行為であると認められる。そうすると，本件措

置及び市議会議長の通知(本件措置等)は，地方議会の自律権の範囲内で決

定された事項で、あって，除名処分のように議会内部の紛争というにとどまら

ず市民法秩序と直接関係する問題とは認められなし、から，司法権が及ばない

ものと認められる。

以上によれば，本件措置等により摘示された事実については裁判所が司法

審査を行うことは差し控えるべきであり，同事実は真実であることを前提に

判断せざるを得ない。したがって，被告による真実性の抗弁は理由があるか

ら，本件措置等による名誉控損行為の違法性は阻却され，その余の点につき

検討するまでもなく， X の請求は理由がない。

( 2 )原判決の概要

ア 地方議会の運営に関する事項は，それが議会の内部規律の問題にとど

まる限り，裁判所法 3 条 1 項にし、う法律上の争訟には当たらないが，議会の

議員に対する措置が，一般市民法秩序において保障されている権利利益を侵

害する場合や明白な法令違反がある場合は，もはや議会の内部規律の問題に

とどまるものとはし、えないから，当該措置に関する紛争は法律上の争訟に当

たると解するのが相当である。

X の請求は，名誉権とし、う私権の侵害を理由とする国家賠償請求であり，

地方議会が自主的・自律的に決定した事項の是非を直接の問題とするもので

はない。また，公費を伴う本件視察旅行の必要性について疑問を皇する X

は，その政治的信条として参加を拒否したものであるから，本件視察旅行へ

の強制参加は，移動の自由や思想信条の自由を保障した憲法の基本的人権を

制約するものと認められる。さらに，本件通知書の記載は X に視察に参加

する義務があったことを前提とし，これに参加しなかったことを法的義務違

反としていることが明らかであり，また，本件視察旅行の決定手続には明白
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な法令違反があると主張されているから，単なる内部規律の問題として地方

議会の自治的措置に任せることができない事項を含んでいる。そうすると，

X の請求は，外形的な請求内容だけでなく，紛争の実態に照らしでも，一般

市民法秩序において保障されている重大な権利侵害を問題とするものである

から，一般市民法秩序と直接の関係を有するといえ，かつ，その手続には明

白な法令違反があると主張されている。よって，本件訴えは，裁判所法 3 条

1 項にし、う法律上の争訟に当たる。

イ 本件措置等は，議会運営委員会が， X が市議会議員として行うべき法

的義務のある公務を怠ったものと断定し，厳重注意処分をしなければX が

議員としての責務を全うし得ない人物であると評価・判断し，懲罰類似の処

分に出たことを示すものといえるから， X の市議会議員としての社会的評価

の低下をもたらすものと認められる。また，本件措置等は，公共の利害に関

する事実について，専ら公益を図る目的でされたものと認められる。

本件規則105条は，委員会の審査に関する権限を定めたものにとどまり，

委員派遣決定に関与した委員がこれに参加すべき義務を負うか否かを定めた

ものとは解し難い。また，地方議会の議員は，特別職の地方公務員であるか

ら，職務命令に従うべきことを定めた地方公務員法32条の適用を受けるもの

ではない(同法 4 条 2 項)。その上，地方議会の議員は，住民の選挙によって

選出された者として，その意に反することを議会の決定等によって義務付け

られることは，法令に明確な根拠のある事項や会議体の一員として当然と考

えられる事項に限られるべきであり，本件視察旅行のような議会外での対外

的活動について委員会で議決を行ったとしても，これに反対した議員に対し

てまで法的な出席義務を負わせるものではないというべきである。そして，

本件視察旅行の決定手続に際して委員会の議決を欠いたことは当事者聞に争

いがないところ，議決を欠いた本件視察旅行の決定手続は，名張市議会委員
(注 3)

会条例(昭和32年名張市条例第10号) 16条に違反しているから，その公務性に

疑問があり，少なくともこれに反対の意思を表明した X に参加義務を負わ
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せるものとは認め難い。

以上によれば，一般に地方議会の委員会が実施する視察旅行は，仮に委員

会の議決がされたとしても，それは反対議員に出席義務を生じさせ得るもの

とは認められないし，本件視察旅行は上記委員会条例16条に基づく議決を欠

いており，その決定手続が同条に違反していることは明らかであるから， X

にこれに参加する義務は生じない。そうすると， X が本件規則に基づく公務

である本件視察旅行を正当な理由なく欠席した旨，及びX が公務に対する

正確な認識を欠き，議員としての責務を全うしていない旨の摘示は，真実に

反するものと認められ，かつ，その事実を真実と信ずるについて相当の理由
(注 4)

があると認めるに足りる証拠もなし、から，真実相当性も認められない。

第 2 上告受理申立て理由と本判決

1 上告受理申立て理由

Y はその敗訴部分を不服として上告受理の申立てをしたところ，第一小法

廷は本件を上告審として受理した。その上告受理申立て理由は，要旨，以下

のとおりである。

原審の判断は，自律的な法規範を持つ社会ないし団体において，当該規範

の実現を内部規律の問題として自律的措置に任せ，司法審査の対象外である

とした最大判昭和35年10月 19 日・民集14巻12号2633頁(以下「昭和35年最判」

という。)に相反するとともに，本件訴えの適法性について裁判所法 3 条 1

項の解釈を誤ったものである。また，政党の除名処分の当否について原則と

して裁判所の審判権が及ばないこと等を判示した最三小判昭和63年12月 20

日・集民155号405頁(共産党除名処分事件)にも相反する。

本件訴えが適法であるとしても，地自法上，議会は同法や会議規則等の自

律的な法規範によって運営すべきものとされており，議会の秩序ないし規律

の維持のため，議会が議員の議会活動における行為についてした懲罰処分や

議員に注意をする旨の文書の当否をめぐ、って発生する紛争は，処分が議員を

議会から排除する除名処分のように純然たる内部規律の問題を超えたものを
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したがって，除き，議会が自ら解決すべきとするのが地自法の趣旨である。

そのような事項については，裁判手続においてその適否を判断することは差

し控えるべきであり，議会の内部規律の維持の観点からされた本件措置等の

当否についても司法審査は及ばないと解すべきである。

本判決は，概要，以下のとおり，本件措置等が違法な公権力の行使に2 

これと異なる原判決中 Y 敗訴当たるものということはできないと判断し，

X の控訴を棄部分を破棄し，第 1 審判決を結論において是認できるとして，

却する白判をした。

X が，議会運営委員会が本件措置をし，市議会議長がこれを( 1 )本件は，

(本件措置等)によって，その名誉を段損され，精神的損害を公表したこと

Y に対し，国賠法 1 条 1 項に基づき損害賠償を求めるもので被ったとして，

これは，私法上の権利利益の侵害を理由とする国家賠償請求であり，ある。

その性質上，法令の適用による終局的な解決に適しないものとはし、えなし、か

ら，本件訴えは，裁判所法 3 条 1 項にいう法律上の争訟に当たり，適法とい

うべきである。

X の請求は，本件視察旅行を正当な理由なく欠席したこともっとも，( 2 ) 

を理由とする本件措置等が国賠法 1 条 1 項の適用上違法であることを前提と

するものである。

地方議会は，地方自治の本旨に基づき自律的な法規範を有するものであ

り，議会の議員に対する懲罰その他の措置については，議会の内部規律の問

(昭和35年最題にとどまる限り，その自律的な判断に委ねるのが適当であり

上記の措置が私法上の権利利益を侵害することを理このこと t土，判参照) , 

由とする国家賠償請求の当否を判断する場合であっても，異なることはない

したがって，地方議会の議員に対する懲罰その他の措置というべきである。

が当該議員の私法上の権利利益を侵害することを理由とする国家賠償請求の

当否を判断するに当たっては，当該措置が議会の内部規律の問題にとどまる

これを前提として請求の当否を判断す

1
i
 

nu 

限り，議会の自律的な判断を尊重し，
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べきものと解するのが相当である。

本件措置は， X が本件視察旅行を正当な理由なく欠席したことが，地方自

治の本旨及び本件規則にのっとり，議員としての責務を全うすべきことを定

めた本件要綱 2 条 2 号に違反するとして，議会運営委員会により本件要綱 3

条所定のその他必要な措置として行われたものである。これは， X の議員と

しての行為に対する市議会の措置であり，かつ，本件要綱に基づくものであ

って特段の法的効力を有するものではない。また，市議会議長が，相当数の

新聞記者のいる議長室において，本件通知書を朗読し，これを X に交付し

たことについても，殊更に X の社会的評価を低下させるなどの態様，方法

によって本件措置を公表したものとはし、えない。以上によれば，本件措置は

議会の内部規律の問題にとどまるものであるから，その適否については議会

の自律的な判断を尊重すべきであり，本件措置等が違法な公権力の行使に当

たるものということはできない。

したがって，本件措置等が国賠法 1 条 1 項の適用上違法であるとはいえ

ず， Y は， X に対し，国家賠償責任を負わないというべきである。

第 3 説明

1 地方議会の措置の違法を理由とする国家賠償請求訴訟と法律上の争訟

(1)法律上の争訟と地方議会の内部事項に対する司法審査

ア 判例・通説は，憲法76条 1 項の司法権の範囲につき，裁判所法 3 条 1

項にし寸法律上の争訟と同義であると解しており(最大判昭和27年10月 8 日・

民集 6 巻 9 号783頁(警察予備隊違憲訴訟) ，佐藤幸治・憲法〔第三版) 293 , 294 

頁) ，判例(最三小判昭和56年 4 月 7 日・民集35巻 3 号443頁(板まんだら事件))

は，法律上の争訟につき， 1当事者聞の具体的な権利義務ないし法律関係の

存否に関する紛争であって，かつ，それが法令の適用によって終局的に解決

することができるもの」と定義している。

もっとも，裁判所法 3 条 1 項にし寸法律上の争訟には，いくつかの例外が

あり，①議員の資格争訟の裁判(憲法55条) ，裁判官の弾劾裁判(同64条)の
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ように憲法が明文の規定で認めたもの，②国際法上の治外法権や条約による

裁判権の制限のような国際法によって定められたもののほか，③国会ないし

各議院の自律権に属する行為，行政機関ないし国会の自由裁量に属する行

為，いわゆる統治行為及び団体の内部事項に関する行為など，法律上の係争

これではあるが，事柄の性質上裁判所の審査に適しないものがあるとされ，
(注 5)

らは司法審査の対象外であると解されており，学説上は司法権の限界として

前掲・佐藤303~305(芦部信喜・憲法〔第 6 版J 341, 342頁，論じられている

頁)。

一般に司法審査の対象外と解国会又は議院や地方議会の内部事項は，イ

されているところ，法律上の係争ではあるものの司法審査の対象外とする根

三権分立の見地や議院の運営や資

自律権の問題格・懲罰について憲法上規定が設けられていることに照らし，
(注 6)

として扱われている。

拠について，国会又は議院の内部事項は，

これに対し，地方議会は，司法権との関係において直

一般その内部事項は，ちに自律権が保障されるべき地位にあるとはし、えず，

に大学，政党等と同じく団体の内部事項に関する問題として扱われている

団体の内部事項に関する行(前掲・芦部345頁)。もっとも，学説においては，

為について，当該団体の性質等を踏まえずに特殊な部分社会として論ずるこ

(し、わゆる部分社会論)に対して，司法権の介入が排除される根拠が必ずと

それぞれの団体の目的・性質・機能のしも明らかではないとの指摘があり，

その自律性・自主性を支える憲法上の根拠に照らし，検討すべきであviヵ、，

(前掲・芦部345頁，前掲・佐藤304 ， 305頁)。るとする

一般判例は，地方議会，大学の内部事項に関して争われた事件において，

自律的な法規範を持つ社会ないし団体について，当該規範の実現論として，

必ずしも裁判による解決を適当を内部規律の問題として自治的措置に任せ，

としないものがあると判示しており，学説上，部分社会の法理を採用したも

具体的な事件に関する判断において

は，地方議会(憲法92， 93条)，大学(同23条)，政党(同21条)の自律性・白
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主性を支える憲法上の根拠に応じて，個別具体的に判断しているものといえ

る(大学，政党に関する判例につき，別紙 1 r大学，政党に関する関係判例(抜

粋) J 参照)。

ウ 地方議会の内部事項に対する司法審査については，後記 2 ( 2 )のとお

り，判例は，議員としての行為につき，除名処分のような議員たる身分の得

喪に関する処分の適否に関する訴えは司法審査の対象とする一方，議員の権

利行使の一時的制限にすぎない懲罰決議等の適否に関する訴えは，内部規律

の問題として自治的措置に任せるのを相当とし，裁判所法 3 条 1 項の法律上

の争訟に当たらないとして，司法審査の対象外としている。

( 2 )地方議会の内部事項の違法を理由とする国家賠償請求訴訟の場合

ア 前記(1)を前提としても，本件のように地方議会の議員が議員として

の行為に対する議会の懲罰その他の措置の違法を理由として提起した国家賠

償請求訴訟は，それ自体は具体的な権利義務ないし法律関係をめぐる紛争で
(注 7)

あるため，訴えの適法性が問題となる。

イ この点について直接判示した最高裁判例はなく(最三小判平成 6 年 6

月 21 日・集民172号703頁は，議員の純然、たる私的紛争についての言動を理由とする

地方議会の議員辞職勧告決議等が当該議員の名誉致損に当たるとした国家賠償請求

訴訟について，法律上の争訟に当たるとし，全面的に請求の当否を判断している

が，これは議員としての行為を対象とする木件のような事案とは異なる。) ，下級

審裁判例においては，懲罰等の措置の適否は内部規律の問題として司法審査

を差し控えつつ，請求棄却の判決をするものが多い(東京地判平成 5 年10月

20 日・判タ 868号174頁，新潟地判平成26年11月 28 日・ LEX/DB，東京地判平成28

年 6 月 30 日・判タ 1439号153頁等)ものの，訴えそのものが法律上の争訟に該

当しないとして不適法却下の判決をするものも存在する(神戸地判平成 6 年

1 月 26 日・判タ 855号207頁，名古屋高判平成15年 7 月 17 日・判例秘書，東京高判平
(注8)

成28年 3 月 17 日・ LEX/DB (上記新潟地判の控訴審判決))。

上記の議会の懲罰その他の措置の違法を理由とする国家賠償請求訴訟は，
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に
υ

私法上の権利利益の侵害を理由とする給付訴訟として適法であるのが原則で

あるが，給付訴訟において司法審査の対象となるか否かが問題となった最高

裁判例として，宗教上の教義が問題となった寄附金の不当利得返還請求事件

(板まんだら事件)があり，前掲・最三小判昭和56年 4 月 7 日は，訴えそのも

のが法律上の争訟に該当しないとして不適法却下をしている。もっとも，同

最判は，信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断であることを前提

とした判示をしている上に，宗教上の教義が不当利得の成否を決する錯誤の

有無を判断する上で必要不可欠で紛争の核心であり，紛争全体としても司法
(注 9)

的解決に適しない事案であったと評価することができるものであり，その射

程が他の団体の内部事項に関する紛争に及ぶものと解することは困難である

(同旨の分析をしたものとして，宍戸常寿「宗教上の教義に関する紛争と司法権」
(注10)

(憲法判例百選 n (第 6 版) 406頁)参照)。

そして，議会の内部事項に係る問題については，宗教上の教義に関する問

題と異なり，裁判所が法令を適用して判断を示すことは可能であるものの，

議会の自律権を尊重して司法審査を差し控えるのが相当であると捉えられる

ものである。また，議会の措置が私法上の権利利益を違法に侵害することを

理由とする国家賠償請求訴訟においては，議会の自律権は請求の当否を判断

する上での一要素として考慮されるにとどまり(国家賠償請求に係る違法性の

有無の判断においては，一般に，被侵害利益の有無や，侵害行為の有無を含めた侵

害行為の違法性が問題となる。)，違法性の有無の判断において必ずしも議会の

自律権に関わる検討が不可欠となるものではない(本件訴訟においても，被侵

害利益である社会的評価が低下しないことや，議会の白律権に関わらない公表行為

が違法であること，職務行為が違法とはし、えないことなど，議会の白律権に関わら

ない問題によって主要事実の有無を判断することもあり得る。)。したがって，こ

のような国家賠償請求訴訟は，紛争自体が全体として司法的解決に適しない

ものではないから，法律上の争訟であることを否定する合理的理由は見いだ

し難い。さらに，請求の当否の前提問題として団体の内部事項の適否が問題
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となった前掲・最三小判昭和63年12月 20 日(共産党除名処分事件)も，政党

が党員に対してした除名処分を前提として党施設の明渡し等を求めた訴訟に
(注11)

おいて，訴えが司法審査の対象となることを首定している。

ウ 以上からすれば，訴訟物そのものが具体的な権利義務ないし法律関係

をめぐる紛争であり，その前提問題として団体の内部事項の適否が問題とな

る場合には，当該前提問題が法令の適用により終局的に解決することができ

ない問題でない限り，法律上の争訟であることは否定されないものと解する

のが相当であるように思われる。そして，議員としての行為に対する地方議

会の懲罰その他の措置が私法上の権利利益を違法に侵害することを理由とす

る国家賠償請求訴訟についても，訴えそのものは適法であると解するのが相

当であると考えられる。

この点につき，原審は，外形的な請求内容に加えて，紛争の実態として，

一般市民法秩序において保障されている重大な権利侵害を問題とし，かっ，

その手続に明白な法令違反があると主張されていることにも照らして，法律

上の争訟に当たると判断している。しかし，前記イのとおり，本件訴えにつ

いては，名誉権の侵害を理由とする国家賠償請求とし、う外形的な請求内容を

もって具体的な権利義務ないし法律関係をめぐる紛争であると捉えられるも

のであり，かつ，宗教上の教義の問題のように，訴えの性質上，法令の適用

による終局的な解決に適しないものではないことによって，法律上の争訟に

当たると判断することが可能であり，これらに加えて，別途，一般市民法秩
(注12)

序と直接の関係を有するか否かを検討する必要はないように考えられる。本

判決が，本件訴えにつきその性質上法令の適用による終局的な解決に適しな

いものとはし、えないとして適法であると判示したのも，このような理解を前
(注13)

提とするものと思われる。

2 国家賠償請求訴訟における地方議会の内部事項の適否に関する司法審

査

( 1 )次に，国家賠償請求訴訟が適法であるとしても，議員としての行為に
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対する地方議会の懲罰等の措置の適否については，議会の自律権の範囲内に

属する事項として司法審査を差し控えるべきかが問題となる。この問題を検

討するに当たっては，議会における懲罰処分等の内部事項に対し，司法審査

の対象外とされる根拠やその合理性が関連することから，まず，この点を検

討する。

( 2 )ア 学説においては，前記 1 (1)イのとおり，団体の内部事項に関す

る行為について，それぞれの団体の目的・性質・機能のほか，その自律性・

自主性を支える憲法上の根拠に照らし，個別具体的に検討すべきであるとす

る。地方議会については自律権を根拠として司法権の介入に制約が加えられ

るものとする(佐藤幸治・憲法の基本判例〔第 2 版J 207頁)が，その制約の程

度については，紛争や争われている権利の性質等を考慮に入れて，個別具体

的に検討する必要があるとする(前掲・芦部345頁，前掲・佐藤207頁)。そし

て，議員の懲罰については， 1除名には司法権が及ぶとしつつ，それ以外の

懲罰には原則として及ばない」とする見解(佐藤幸治・日本国憲法論594頁)

があるのに対し，憲法上高度の自律権が保障される国会の議院と地方議会と

を同列に論ずることはできないとして， 1地方議会の議員が住民代表の地位

を有することを考えると，すべての懲戒処分を司法審査の対象とすべきであ

る」とする見解(渋谷秀樹・憲法〔第 3 版J 653頁)も主張されている(田近肇

「地方議会議員の懲罰と司法審査J (前掲・憲法判例百選400頁))。

イ 判例は，別紙 2 1地方議会に関する関係判例(抜粋) J のとおり，最

大判昭和35年 3 月 9 日・民集14巻 3 号355頁(別紙 2 の関係判例 1 。以下同

じ。)が，地方議会の議員に対する懲罰としての除名処分について，議員た

る身分を剥奪する処分であることを理由に法律上の争訟であることを前提と

する判断をし，さらに，昭和35年最判(関係判例 2 )が，地方議会の議員に

対する出席停止の懲罰決議について，裁判所法 3 条 1 項の一切の法律上の争

訟とはあらゆる法律上の係争という意味ではなく，自律的な法規範を持つ社

会ないし団体にあっては，当該規範の実現を内部規律の問題として自治的措
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置に任せ，必ずしも裁判に待つのを適当としないものがあるとし，当該事案

における出席停止のような議員の権利行使の一時的制限にすぎない懲罰はこ

れに該当するとして司法審査の対象外であるとした(除名処分のような議員

の身分の喪失に関する重大事項は，単なる内部規律の問題にとどまらないと
(注14)

し 7こ。)。

他方，最二小判昭和28年11月 20 日・民集 7 巻11号1246頁(関係判例 4) は，

議員の議場外の行為であって議会の運営と全く関係のない個人的行為につい

て，司法審査の対象とした上で，地自法134条の懲罰事由の該当性を否定し，

前掲・最三小判平成 6 年 6 月 21 日(関係判例 5 )も，地方議会が純然たる私

的紛争についての言動を理由とする議員辞職勧告決議等をしたことが当該議

員に対する名誉襲損に当たるとした国家賠償請求訴訟について，法律上の争
(注15)

訟に当たるとした。

以上によれば，判例は，①議員の議場外の個人的行為又は私的紛争につい

ての言動に関する地方議会の懲罰決議等の適否については，一般市民法秩序
(注16)

と直接の関係を有するものとして司法審査の対象としているのに対し，②議

員としての行為につき，除名処分のような議員たる身分の得喪に関する処分

については司法審査の対象とする一方，昭和35年最判の事案における出席停

止のような議員の権利行使の一時的制限にすぎない懲罰決議等の適否につい

ては，内部規律の問題として自治的措置に任せるのを適当とし，司法審査の

対象外としているものと解することができる。

( 3 )ア 以上を前提として，国家賠償請求訴訟における地方議会の内部事

項の問題に対する司法審査の在り方を検討すると，原審は，訴訟上の請求が

名誉権とし、う私権の侵害を理由とするものであることや一般市民法秩序にお

いて保障される自由の重大な権利侵害を問題とすることを根拠として司法審

査の対象となることを理由に，全面的に請求の当否を審査したものである。

原判決は，本件訴えが法律上の争訟に当たる以上，本案の問題である真実性

又は真実相当性についても裁判所が判断すべき事項であると判示したのみで
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あり，本案における議会の自律権の範囲内に属する事項の問題をどのように

扱うべきか明示的な判断をしていないものの，請求原因である名誉虫損や人

格権侵害等の違法行為の有無が，議会の内部規律の問題にとどまらず， X の

議員としての社会的評価の低下や人格権の侵害という一般市民法秩序に関係

するものである以上，本案においても全面的な司法審査が及ぶべきものと解
(注17)

したように思われる。

イ しかし，憲法は，地方公共団体の組織及び運営に関する事項は，地方

自治の本旨に基づいて，法律でこれを定めると規定し (92条) ，その議事機

関として議会を設置する旨を規定する (93条 1 項)など，地方議会について

地方自治の本旨，とりわけ団体自治の見地から自律的な法規範を整備するこ

とを予定し，これを受けて，地自法は，議会の組織，権限及び、規律等につい

て詳細な規定を設けており，議会運営や懲罰等の内部事項について自治的，

自律的なものとしていると解される(議会の運営等につき地自法103-議案)。
このような規定に照らすと，地方議会における法律上の係争については，一

般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り，内部規

律の問題として自治的，自律的な解決に委ねるのを適当とし，裁判所の司法

審査の対象とはならないものと解するのが相当であり，昭和35年最判はこの

ような理解を前提とするものと考えられる(このような整理をしたものとし

て，前掲・最一小判平成30年 4 月 26 日(関係判例 3) 参照)。

そして，このような地方議会の内部事項の問題についてその自治的措置に

任せるのを適当とした昭和35年最判の法理は，当該措置の違法を理由とする

国家賠償請求の当否を判断するに当たっても同様に妥当するものであり，当

該措置の適否が請求の当否を判断する前提問題にとどまる場合であっても，

議会の自律権を尊重すべき必要性は変わらないものと考えられる。実質的に

も，議会による懲罰等の措置の適否自体を争う場合には，それが一般市民法

秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り，議会の内部規律

の問題として司法審査の対象外として扱われるのに対し，当該措置の違法を

-99 

甲９　調査官解説（最高裁判所判例解説民事篇平成31年・令和元年度）



理由とする国家賠償請求訴訟が提起された場合には，当該措置の適否を含め

て全面的に司法審査に服するものと解することとなれば，議会の自治的措置

に委ねるのを適当として司法審査の対象外とした趣旨を没却することになり

かねないと考えられる(成田頼明・園部逸夫ほか編「注釈地方自治法[ <全訂)J

(第一法規) 2395, 2396頁も，訴えの適法性については明示していないが，議会の

自律権の範囲内で、決定された事項については司法審査を否定するのが相当であると

する。)。そして，このことは，本件のように当該措置が処分性を有しないた

めに取消訴訟等を提起することができない場合であっても異なることはない

と考えられる。

そうすると，議会による懲罰その他の措置の違法を理由とする国家賠償請

求訴訟においても，当該措置の適否自体が争われる事案と同様に，その適否

につき議会による自主的，自律的な判断を尊重して請求の当否を判断すべき
(注19)

ものと考えられる。

( 4 )以上によれば，議員としての行為に対する地方議会の懲罰その他の措

置の適否については，それが私法上の権利利益を違法に侵害することを理由

とする国家賠償請求訴訟の請求の当否を判断する前提問題である場合であっ

ても，議会の内部規律の問題にとどまる限り，司法審査を差し控えるのが相

当であり，このことを前提として請求の当否を判断すべきものと考えられ

る。

本判決は，地方議会の懲罰その他の措置が議員の私法上の権利利益を侵害

することを理由とする国家賠償請求の当否を判断するに当たっては，当該措

置が議会の内部規律の問題にとどまる限り，議会の自律的な判断を尊重し，

これを前提として請求の当否を判断すべきものと解するのが相当であると判

示したが，これは以上のような理解を前提とするものと思われる。なお，地

方議会の懲罰その他の措置が議員としての行為を対象とするものであって議

会の内部規律の問題にとどまるものであるか否かは，事案に応じて個別に検
(註20)

討することになろう。
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(5) 

本件措置等の適否についての司法審査3 

以上を前提として本件についてみると，本件措置等は，①議会運ア(1) 

営委員会が X~こ対し厳重注意処分の決定をし，②市議会議長がこれを公表

したことを内容とするものである。

X が本件視察旅行を正当な理由なく欠席したこまず，①本件措置は，イ

とを理由とし，地白法135条 1 項各号に定められた懲罰で、はなく，地方自治

の本旨及び本件規則にのっとり，議員としての責務を全うすべきことを定め

同 3 条所定のその他必要な措置とした本件要綱 2 条 2 号に違反するとして，

X の議員としての行為に対する市議会の措これは，て行われたものである。

置であり，かつ，本件要綱に基づくもので、あって特段の法的効力を有するも

X の議員としての権利に重大な制約をもたら
(注21)

すものと認めることはできないと考えられる。また，②市議会議長による上

のではないから，本件措置が，

記の公表行為についても，議会運営委員会が市議会議長名義の本件通知書を

同委員会の正副委員長が市議会議長による公表の場に同席したこと作成し，

同委員会は，市議会の代表者である市議会議長が，からも明らかなとおり，

X に対し本件通知書を交付することによって本件措置を通知することとした

ものと認めるのが相当と考えられる。

さらに，市議会議長が，相当数の新聞記者のいる議長室において本件通知

書を朗読したことについては，議会運営委員会において新聞記者が同席する

ことまでを予定したものとはいえず，それ自体は市議会の措置とはし、し、難

どのような方法によって本件通知書を交付するかは市議会議長し方、し，し、。

の裁量に委ねられるものであり，殊更に X の社会的評価を低下させること

を目的とし，社会的相当性を逸脱する態様，方法によって本件措置を公表す

るなど，その裁量を逸脱した場合に限って，公益目的を有しないものとして

名誉聾損が成立すると解されるものと考えられる。本件においては，市議会

議長は，新聞記者からの取材の申入れを受け，議長室において同席させた上

これを X に交付したものであり，殊更に X の社
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会的評価を低下させることを目的とし，社会的相当性を逸脱する態様，方法

によって，本件措置を公表したものとはし、えないと考えられる。本判決が，

「殊更に X の社会的評価を低下させるなどの態様，方法によって本件措置を

公表したものとはいえなし、」と判示したのも，相当数の新聞記者のいる議長

室において，本件通知書を朗読し，これを X~こ交付したことが市議会の措

置であるとはし、えないことを前提とした上で，このような態様，方法による

本件通知書の交付が，市議会議長の裁量を逸脱したものではないことを示し
(注22)

たものと思われる。

ウ 以上によれば，本件措置は議会の内部規律の問題にとどまるものであ

るから，その適否については議会の自律的な判断を尊重すべきであり，ま

た，本件措置の公表についても公益目的を有しないことにより名誉盟損を肯

定すべきものとは認められないから，本件措置等が，違法な公権力の行使に

当たるものということはできず，国賠法 1 条 1 項の適用上違法であるとはし、

えないと考えられる。

( 2 )この点につき，第 1 審及び原審は，本件措置等が，名誉盟損行為に該

当することや，公共の利害に関する事実について専ら公益を図る目的でされ

たものであることを判断しつつ，真実性又は真実相当性の抗弁において，本

件措置等の適否について裁判所がその判断を差し控えるべきか否かを論じて

いる( 1 審はこれを否定し，原審はこれを肯定した。)。

しかし，そもそも国家賠償請求訴訟では，原告において請求原因として公

務員の行為が違法な公権力の行使に該当することを主張立証すべきものであ

るため，不法行為に基づく損害賠償請求のように，名誉盟損行為該当性を請

求原因とし，公共性，公益目的性，真実性又は真実相当性を抗弁とするよう

に主張立証責任が分属することになるかは疑義があり，民事上の私人聞の関

係と異なり，国や地方公共団体の公務員が，その事務を遂行するために公権

力を行使するに当たり，本件のように名誉盟損行為が必然的に問題となり得

る場合も存在すると考えられる。そのため，このような国家賠償請求訴訟に
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おいては，原告において公務員が職務上の義務に違反して違法に原告の名誉

を強損したこと，すなわち，真実性又は真実相当性がないことを含めて名誉

強損該当性を主張立証すべきものと解する余地も十分にあり得るところで
(注23)

ある。この点について，本判決は， I本件措置等が違法な公権力の行使に当

たるものということはできない。」と判示したにとどまるが，上記のような

解釈を採ったものと解することも可能であり，この点は，今後更なる検討に

委ねられる問題であると考えられる。

さらに，国家賠償請求訴訟における違法な公権力の行使としての名誉強損

該当性の主張立証責任をどのように考えるかは別論としても，本件措置の適

否について議会の自律的な判断を尊重すべきものである以上，これが名誉殻

損行為に該当するか否か，公共性・公益目的性の有無を検討すること自体に

ついて独自に判断する意義は見いだし難く，これらの点についても司法審査

を差し控えるのが相当であると考えられる(主張立証責任を民事上の不法行為

と同様に考えた場合，名誉殻損行為に当たらなければ，真実性又は真実相当性の抗

弁を検討する必要がなく，請求棄却の判決をすることが可能となるものの，名誉盟

損行為が肯定される場合には真実性又は真実相当性の抗弁との関係で本件措置の適

否が必然的に問題となるため，本件措置の適否の問題を検討すれば足りるものと考

えられる。)。

本判決は，その判文に照らし，以上の整理を前提として， Yが X に対し

国家賠償責任を負わないと判断したものと考えられる(なお，本判決が，第

1 審判決を結論において是認することができると判示したのは，上記の点の理由付
(注24)

けを異にしたことによるものと考えられる。)。

4 本判決の意義

本判決は，地方議会の懲罰その他の措置が議員の私法上の権利利益を侵害

することを理由とする国家賠償請求訴訟につき，法律上の争訟の有無や請求

の当否の判断方法について最高裁が初めて判断を示したものである。昭和35

年最判その他の団体の内部事項の問題に対する司法審査についての判例法理
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やこれとの権衡を考慮すれば，上記の国家賠償請求訴訟は，法律上の争訟に

当たるものの，上記の措置が議会の内部規律の問題にとどまる限り，議会の

自律的な判断を尊重し，これを前提として請求の当否を判断すべきものと解

される。この点については，下級審裁判例も概ね同様の判断をしてきたもの

であり，本判決の結論は異論がないように思われるが，最高裁としてその判

断を明確に示したことに意義があるものと考えられる。

近時，地方議会における議員に対する措置の適否や名誉接損の成否に関し

て，裁判所の司法審査の対象となるか否かが争われる事案が増加しており，

本判決は，上記の措置に係る名誉接損の成否についての判断方法を示した判
(注25) (註26)

例として，同種の事例の参考になるものと考えられる。

(注 1 ) 原判決によれば，本件視察旅行は，教育民生委員会の副委員長が， r山

口県光市のコミュニティースクール，北九州市の民生委員の支援の仕組みを中

心に，ごみゼロ，生ごみ減量の関係で熊本，佐賀又は食育の取組等，先進事例

の視察先を調整したし、」旨の提案をしたことに端を発する。これに対し， X

は，コミュニティースクールの先進地は三重県にもいくつかあり，京都市が最

先端と位置付けられているのに，なぜ、わざわざ遠方に出かける必要があるのか

と異議を唱え，その後，本件視察旅行に欠席することを表明した。

(注 2) x が本件措置等につき名誉致損が成立すると主張するのは，①本件視察

旅行に出席義務がないのに本件規則に基づく公務であるとした上で，②欠席願

を提出したにもかかわらず正当な理由なく欠席したとして，違法な本件措置が

され，③これが公表されたこと，である。上記①及び②のうち処分の理由に該

当する部分は，本件措置そのものではないが，処分の理由として X に対する

本件通知書に記載されたものであり， X は，これらを本件措置等と合わせて名

誉致損行為と主張している。そのため，本判決においても， rx が公務である

本件視察旅行を正当な理由なく欠席したことを理由として本件措置を受けたこ

と」が社会的評価を低下させる事実の摘示であるとして，本件措置等の名誉毅

損行為を主張していると扱ったものと考えられる。
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同条 1 項は， I委員会の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数の

ときは，委員長の決するところによる。」と規定し，同条 2 項は， I前項の場合

においては，委員長は委員として議決に加わることができない。」と規定する。

Y は，その他の抗弁として，①市議会議長による本件措置の通知・公表

は正当な職務行為として違法性が阻却される，②X が，本件措置等を受けるに

当たり，甘んじて処罰は受ける旨を述べたこと等をもって X の請求が信義則

に違反すると主張した。しかし，原審は，①については，市議会議長は議決を

欠いていることを知っていたと推認されるから，委員会において正式な手続が

踏まれたことを前提として本件通知書を交付した市議会議長には少なくとも過

失があると認められる，②については， X が，既存の議会運営に対抗している

姿勢を有権者に示すため，あえて本件視察旅行を欠席し，自ら本件措置等を誘

発したと認めるに足りる証拠はないなどとして， Y の上記主張を採用すること
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C 5 ) 

(注 3)

(注 4)

はできないと判断した。

もっとも，行政庁の自由裁量や国会の立法上の裁量の範間内の行為につ

いては，裁判所は，法律上の争訟であることを前提として適法と判断し，その

裁量の範聞を逸脱し又はその範囲を濫用した場合に違法とする(行政事件訴訟

(注 5)

法30条)から，適法性のメルクマールとしての司法審査権の範囲外か否かとい

う問題とは次元を異にする。

学説上は，自律権とは，懲罰や議事手続など国会又は議院の内部事項に

ついて自主的に決定できる権能のことをいうものと捉えられており

部342頁) ，議員の懲罰や国会内部で、の議事手続については司法審査が及ばない

(前掲・芦

(注 6)

と解されている(最大判昭和37年 3 月 7 日・民集団巻 3 号445頁(警察法改正

無効事件)は，警察法改正の議決の有効性が争われた事件において国会内部の

議事手続について司法審査が及ばないとした。)。

本件は，厳密には地方議会の措置の違法そのものではなく，当該措置が

X の議員としての名誉を盟損することを理由とする国家賠償請求であるが，本

判決も判示するとおり，本件措置等の違法を前提とするものであるから，議会

の措置が議員の名誉権等の私法上の権利利益を違法に侵害することを理由とす

る国家賠償請求の問題として論ずる。

(注 7 ) 

本文掲記の裁判例を検討しつつ，除名以外の懲罰でさえ司法審査の範囲
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外とされていることから，団体の内部事項の適否が前提問題であっても一般市

民法秩序に関係し議会の内部規律に服さないと解することは困難であるとし

て，当該内部事項に司法審査が及ばない限りは，法律上の争訟には当たらない

とする見解として，今本啓介・自治研究95巻 2 号141 ， 142頁参照。

なお，他の議員による懲罰動議提出行為の名誉段損の成否が争われた事案に

おいて，概ね本判決と同様の理由により法律上の争訟に当たるとした上で名誉

段損の成立を認めたものとして，函館地判平成28年 8 月 30 日・判時2331号12頁

がある(控訴審である札幌高判平成29年 5 月 11 日・判例地方自治423号18頁は，

名誉投損の成立を否定して請求を棄却した。)。もっとも，この事案は，議会の

措置そのものではなく，議会の自律権の範囲内で、行われた事項とはいえないと

整理することが可能である。

(注 9 ) 前掲・最三小判昭和56年 4 月 7 日(板まんだら事件)は，要素の錯誤が

あったか否かについての判断に際しては，信仰の対象についての宗教上の価値

に関する判断のほか， I戒壇の完結J ， I広宣流布の達成」等宗教上の教義に関

する判断がそれぞれ必要であり，いずれも事柄の性質上，法令を適用すること

によっては解決することのできない問題であるとした上で， I本件訴訟は，具

体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとっており，その結果信

仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断は請求の当否を決するについて

の前提問題であるにとどまるものとされてはし、るが，本件訴訟の帰すうを左右

する必要不可欠のものと認められ，また，記録にあらわれた本件訴訟の経過に

徴すると，本件訴訟の争点及び当事者の主張立証も右の判断に関するものがそ

の核心となっていると認められることからすれば，結局本件訴訟は，その実質

において法令の適用による終局的な解決の不可能なものであって，裁判所法 3

条にいう法律上の争訟にあたらないものといわなければならない。」と判示し

て，訴えを不適法として却下した。

上記最判が訴えを不適法却下したのは，宗教上の教義に関する判断が，戒壇

の本尊の真贋に係る錯誤を理由とする寄附金の不当利得返還請求権の有無とし、

う請求の可否を決する上で必要不可欠であって紛争の核心であり，請求の前提

問題としても裁判所がこのような宗教上の教義について判断することが性質上

不可能であったことによるものと考えられる。同事件最判の調査官解説(篠田
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省二・最高裁判所判例解説昭和56年度民事篇225頁)も，宗教問題についての

裁判所の審判権が及ぶ範囲につき，宗教問題が前提問題として争われる場合に

おいて，①紛争の実態が宗教上の争いであって当該紛争自体が全体として司法

的解決には適しない場合は，法律上の争訟とはし、えなし、から，訴えは不適法と

して却下されることとなるとする一方，②宗教問題が前提となる場合で、あって

も，当該紛争自体が全体として司法的解決には適しないとはし、えない場合があ

り，この場合は，本案の審理をするが，当該争点については宗教団体の自律権

を尊重し，裁判所はその判断を是認することになると整理している。

この点に関して詳細に論じた学説は少ないが，前掲・宍戸407頁は，①

司法審査の対象外と判断される訴訟につき，請求の内容が法律上の権利利益に

かかわらず団体内部のものにとどまる場面と，②請求の当否を判断するための

前提問題に団体の内部事項が関わるため裁判所の審査が限定される場面を区別

する必要があるとした上で，②については，訴えが法律上の権利利益を内容と

する限り法律上の争訟であることは揺るがないというのが団体の内部紛争を含

む司法権の限界に関する裁判例の一般的傾向であると指摘した上で，前掲・最

三小判昭和56年 4 月 7 日(板まんだら事件)の判断については，訴訟物が供養

金とし、う宗教上の献金の返還請求でそれ自体宗教色が強いとし、う本件特有の事

情によるところが大きいと指摘する。このような分類とこれに対する評価は，

選択された訴訟の性質と請求における団体の内部紛争の位置付けを踏まえたも

のと考えられる。

前掲・最三小判昭和63年12月 20 日は，政党が党員に対してした除名処分

を前提として党施設の明渡し等を求めた家屋明渡等請求事件において，政党が

党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題

[ 5 J 

(注10)

(注11)

にとどまる限り，裁判所の審判権は及ばないとの一般論を述べた上で，上記請

求が司法審査の対象になることはいうまでもないとして本案の判断をしてい

る。

このような観点から，本件訴えの法律上の争訟の有無についての原判決

と本判決の判断の相違を分析したものとして，新井誠 .WLJ 判例コラム第165

(注12)

団体の団体の内部事項に関する問題のうち，

107 -

号参照。

これまでの最高裁判例は，(注13)
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内部的処分の効力(それと表裏の関係にある地位の存否)が訴訟物である場合

には，概ね当該処分が一般市民法秩序と直接の関係を有するものであるか否か

を基準に法律上の争訟に当たるか否かを判断している(地方議会の出席停止の

懲罰につき昭和35年最判，国立大学の単位授与の決定につき最三小判昭和52年

3 月 15 日・民集31巻 2 号234頁(富山大学単位不認定事件)，国立大学の専攻科

修了不認定行為につき最三小判昭和52年 3 月 15 日・民集31巻 2 号280頁，政党

の除名処分につき前掲・最三小判昭和63年12月 20 日(共産党除名処分事件))。

これに対し，訴訟物そのものは具体的権利義務ないし法律関係をめぐる紛争

であるが，その前提として団体の内部的処分の効力等が問題となる場合には，

判例も，宗教上の教義の解釈等のように，当該前提問題が法令の適用により終

局的に解決することができない問題でない限り，法律上の争訟に当たると判断

しているものといえる。

(注14) 最一小判平成30年 4 月 26 日・集民258号61頁(関係判例 3 )も，昭和35

年最判を前提として，愛知県議会議長の岡県議会議員に対する発言の取消命令

の適否は，司法審査の対象とはならないと判示した。

(注15) 前掲・最三小判平成 6 年 6 月 21 日は，地方議会の議員に対する辞職勧告

決議等が名誉を毅損するものであるとした国家賠償請求事件において，同請求

は法律上の争訟に当たり，上記決議等が違法であるか否かについて裁判所の審

判l権が及ぶものと解すべきであると判示している。

(注16) ただし，昭和35年最判は， I一般市民法秩序と直接の関係を有しない内

部的な問題」とし、う判示はしておらず，この文言は，国立大学に関する前掲・

最三小判昭和52年 3 月 15 日，政党に関する前掲・最三小判昭和63年12月 20 日で

使用されたものである。前掲・最一小判平成30年 4 月 26 日は，昭和35年最判を

引用しつつ，地方議会の内部事項の問題について上記の文言を使用している

が，これは団体の内部事項に関する行為の適否の問題として共通するものであ

り，下級審裁判例でも概ね地方議会の内部事項の問題について同様に用いられ

ていることを踏まえて，この文言を使用したのではないかと推察される。

(注17) なお，地方議会の議長による発言取消命令によって議員としての名誉が

殻損されたなどとする国家賠償請求訴訟につき，東京地判平成 5 年 7 月 16 日・

判タ 835号159頁は，議長が議事整理権や秩序維持権に基づきとった措置につい
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( 5 J 

て裁判所がその法適合性を判断すべきではないとしつつ，議会の会議中におけ

る議長や議員の発言や措置によって何人かが名誉殻損等の損害を被ったと主張

され，これが民法上の不法行為と評価され得るものである場合には，司法審査

を差し控えるべき理由はないとした上で，原告の請求は議長の発言取消命令に

よって名誉を致損されたというにとどまるとして，上記の場合に当たらないと

判示している。

地自法は，議会運営に関しては，議長に，発言禁止等の議場の秩序維持

のほか，議事の整理，議会の事務の統理をする権限を認めている (104条， 129 

条 1 項)。また，懲罰に関しては，議会は，地自法並びに会議規則及び委員会

に関する条例に違反した議員に対し，議決により懲罰を科することができると

し (134条 1 項) ，懲罰を戒告，陳謝，一定期間の出席停止，除名の 4 種類とし

(135条 1 項) ，その発議や可決要件を定めている(同条 2 項， 3 項)。

(注17) の前掲・東京地判平成 5 年 7 月 16 日の判示についても，本件の

ように，議員としての行為に関して議会の自律権の範囲内で、された措置自体に

よって名誉毅損行為該当性が争われる場合には，議会による自主的，自律的な

解決を尊重するのが相当であると思われる。他方，議会による自治的措置とは

いえない，すなわち，議会の自律権の範囲内で決定された事項とはし、えない場

合には，その自律的な権能が尊重されるべきものとはし、えなし、から，国家賠償

請求訴訟において違法事由の有無が判断されることになる。例えば，①議会の

自律権の範囲内でされた措置に関連して，当該議員に対する名誉を毅損する文

言を使用するなどした場合(例えば，厳重注意処分をする際に，当該議員が，

私人としても全く協調性がなく，およそ議員の名に値しない人間であるなどと

述べた上で決議をした場合など)には，事案に応じて，当該措置とは別個の行

為として議会の自律権の範聞内でされたものとはし、えないと評価することによ

って，名誉控損の有無を判断することもあり得ないではない(他方，措置に密

着した行為が措置それ自体の違法をいうものと判断せざるを得ないものは，議

会の自律権の範囲内でされた行為と評価されるべきもののように思われる。)。

さらに，②上記措置に関して第三者に対する名誉毅損行為該当性が争われる場

合，③議員の私人としての行為を理由とする措置に関して当該議員に対する名

誉殻損行為該当性が争われる場合，④議会での措置に関連しない議員の発言自

(注18)
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体に関して他の議員や第三者に対する名誉致損行為該当性が争われる場合に

は，地方議会の議員には免責特権が及ばないことや，司法審査を差し控えるべ

きであるのは議会の自律権の範囲内でされた事項(措置)であることに照ら

し，司法審査を差し控えるべき合理的な理由はないように思われる。

(注20) 議会の内部規律の問題にとどまるか否かについての学説の状況は，第 3

の 2 (2) アのとおりである。この点につき，昭和35年最判は，除名処分以外の

決議一般について司法審査を否定すべきものとしたのではなく，当該事案にお

ける出席停止のような懲罰が議員の権利行使の一時的制限にすぎないことを理

由に司法審査を否定したものであり，除名処分以外の決議一般について司法審

査を否定したものではない。国会又は議院は，本文記載のとおり，三権分立の

見地や議院の運営や資格・懲罰について憲法上規定が設けられていることに照

らし，高度の自律権が保障されると解されるのに対し，地方議会は，司法権と

の関係において直ちに自律権が保障されるべき地位にあるとはし、えず，その自

律性・自主性を支える憲法上の根拠に照らし，紛争や争われている権利の性質

等を考慮に入れて，個別具体的に検討する必要があると考えられる。

そして，近時の下級審裁判例においては，議員に対する地方議会の措置に対

する国家賠償請求訴訟や差止訴訟等において，議員活動に重大な制約を及ぼす

措置については司法審査の対象となることを判示するものが現れている。すな

わち，①国家賠償請求の事案として，名古屋高判平成24年 5 月 11 日・判時2163

号10頁は，発声障害のある地方議会の議員に対し第三者の代読による発言を認

めないとする議会の決定について国家賠償請求がされた事件において，議会に

おける発言方法は議会の内部規律に関わる問題であるとしつつも，発言方法の

制約によって議会での発言の機会そのものが奪われるような場合には，一般市

民法秩序に関わるものとして法律上の争訟に当たるとした上で，国家賠償請求

を認容した。また，②議会の措置の差止め等や国家賠償請求の事案として，前

掲・東京地判平成28年 6 月 30 日は，区議会の無所属議員が，本会議における無

所属議員の一般質問の時聞を年間20分とすることによってその質問権が侵害さ

れたとして，質問を制限する処分の差止め及び質問を制限されない地位にある

ことの確認等を求めた区議会本会議質問制限差止等請求事件において，議会運

営委員会の申合せ等及びこれにのっとった議長の権限の行使が，議員の発言を
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戸
、υ

一般的に阻害し，その機会を与えないに等しい状態を惹起するなど，議員の発

言の機会を剥奪するものと認められる場合には，これによる議員の議員活動の

自由に対する侵害の排除を求める訴えは，一般市民法秩序に関わるものとし

て，法律上の争訟に当たると判断した(当該事案では，裁判所は，議員の発言

の機会を剥奪するものとはし、えないとして，差止め等の訴えは法律上の争訟に

当たらないとして却下し，国家賠償請求については，国賠法に基づく損害賠償

請求権は私法上の金銭債権であること等を理由に法律上の争訟に当たるとした

上で，議会の自律的判断を尊重してこれを棄却した。)。

なお，国立大学の専攻科修了不認定行為について司法審査の対象とした前

掲・最三小判昭和52年 3 月 15 日を論拠として，判例法理としても，団体の内部

問題であっても制限される権利利益の性質や重要性によっては司法審査の対象

となり得るものと理解できるとの見解を示すものとして，横大道聡編「憲法判

例の射程J 217頁〔井上武史〕があり，上記の下級審裁判例はこれに沿うもの

であるが，議会の内部規律にとどまるか否かの問題については，今後の更なる

学説の検討や判例の展開に委ねられるものと考えられる。

(注21) 原審は，本件措置が本件視察旅行を強制するもので， X の憲法上保障さ

れた移動の自由や思想信条の自由を制約するものと判断したが，事実上の効力

を有するにすぎない本件措置が， X の憲法上の権利を制約するものとは認めら

れないと考えられる。

(注22) この観点からの指摘をしたものとして，前掲・新井(注12) ，神橋一

彦・法学教室464号118頁があり，前掲・神橋は，例えば，侮辱的な言動があっ

た場合，別個の加害行為として国賠法上の違法が問題となる余地があると指摘

する。

(注23) この点について正面から判示した裁判例は見当たらないが，地方議会の

長の議会での発言による名誉畏損行為の国賠法上の違法の有無が争われた事件

として，福岡高判平成27年 2 月 26 日・判例秘書，津地裁平成30年 5 月 10 日・判

例時報2400号70頁がある。これらは，いずれも市議会における市長の答弁につ

き，一般的な名誉投損の判断枠組みと異なり，その性質上，普通地方公共団体

の長としての政治的判断を含む一定の裁量が存することを前提として，結果と

して住民等の第三者の社会的評価が低下したとしても，直ちに職務上の注意義
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務に違背したとはし、えず，発言の動機，目的，内容及び発言態様等を考慮し，

上記の裁量を逸脱したといえる場合に国賠法 1 条 1 項にし、う違法な行為があっ

たと認められると判断し，公共性，公益目的性，真実性又は真実相当性を含め

て原告に主張立証責任があるものとして判断している。なお，国会議員の国会

での発言に係る名誉致損の成立につき，当該国会議員が，その職務とはかかわ

りなく違法又は不法な目的をもって事実を摘示し，あるいは，虚偽であること

を知りながらあえてその事実を摘示するなど，国会議員がその付与された権限

の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があ

ることを必要としたものとして，最三小判平成 9 年 9 月 9 日・民集51巻 8 号

3850頁があるが，地方議会の議員は，国会議員と異なり，免責特権が保障され

ていないことや行政的権能を少なからず担っていることを考慮し，通常の不法

行為の基準に従い判断すべき見解として，前掲・今本(注 8) 142, 143頁等が

ある。

(注24) 私見ではあるが，念のために，本件措置等に係る真実性の抗弁について

検討すると，原判決によれば，教育民生委員会は，地自法109条 8 項に基づき

議会閉会中であっても継続審査を行うことができるとの議会の議決を得てお

り，同委員会で本件視察旅行を行うことを決定し(なお，委員会における意思

決定の全てに議決を要するとは解されず(地白法96条)， y では委員派遣は委

員会から派遣承認要求書を議長に提出してあらかじめその承認を得なければな

らない(本件規則105条)と規定されているのみであるから，議決事項には該

当しないと考えられる。)，本件規則105条に基づき，問委員会の調査のための

委員派遣の承認を求めて議長からその承認を得たのであるから，本件視察旅行

は教育民生委員である X の公務といえると考えられる。そして， X は，議長

宛てに欠席願を提出したものの，委員会に出席できない場合には理由を付けて

委員長に届け出なければならない(本件規則的条)との規定に反し，教育民生

委員長に提出していないから，正当な欠席願とはし、えないとして公務への出席

を怠ったものと扱われてもやむを得ず，議員としての責務を全うしなかったと

して本件要綱 2 条 2 号に該当するもののように思われる。

(注25) 本判決の評釈等として，前掲・新井(往12) ，前掲・神橋(注22) ，笹田

栄司・法学教室465号131頁，田中祥貴・新・判例解説 Watch22号19頁，村西
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良太・民商法雑誌155巻 6 号62頁，榎透・自治研究96巻 6 号135頁，君塚正臣・

令和元年度重要判例解説26頁，須田守・令和元年度重要判例解説54頁，金井恵

里可・判例地方自治456号24頁，土井翼・行政法研究35号205頁等がある。

本判決の言渡し後の令和 2 年11月 25 日，最高裁大法廷において，普通地

方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰について，全面的にその適否

が司法審査の対象となる旨の判断がされた(平成30年(行ヒ)第417号令和 2

年11月 25 日大法廷判決・民集74巻 8 号2229頁)。同最大判は，昭和35年最判を

変更し，普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰の適否につき，一般市民

法秩序と直接の関係を有する内部的問題にとどまるか否かという方向ではな

[5 ) 

(注26)

く，それぞれの団体の目的・性質・機能，その自律性・自主性を支える憲法上

の根拠の相違，紛争や争われている権利の性質等を考慮に入れて個別具体的に

検討する方向性を正面から明らかにしたものといえる。本判決との関係におい

ては，法律上の争訟に関する訴えの適法性に影響することはないが，本案にお

いて，地方議会の議員に対する懲罰その他の措置が「議会の内部規律の問題に

とどまる限り，議会の自律的な判断を尊重し，これを前提として請求の当否を

判断すべきものと解するのが相当である。」と判示した点について，事案に応

じて個別に検討すべきものと本文で記載した「議会の内部規律の問題にとどま

る」ものか否かに影響を及ぼすものであり，これがどの範囲で認められるか

は，同最大判の判断を前提として個別具体的に検討されることになると思われ

朋弘)(日置
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【別紙 1 】

大学事政党に関する関係判例(抜粋)

1 最三小判昭和52年 3 月 15 日・民集31巻 2 号234頁(富山大学単位不認定事

件)

裁判所は，憲法に特別の定めがある場合を除いて，一切の法律上の争訟を

裁判する権限を有するのであるが(裁判所法 3 条 1 項)，ここにいう一切の法

律上の争訟とはあらゆる法律上の係争を意味するものではない。すなわち，

ひと口に法律上の係争といっても，その範囲は広汎であり，その中には事柄

の特質上裁判所の司法審査の対象外におくのを適当とするものもあるのであ

って，例えば，一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を

有する特殊な部分社会における法律上の係争のごときは，それが一般市民法

秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り，その自主的，自

律的な解決に委ねるのを適当とし，裁判所の司法審査の対象にはならないも

のと解するのが，相当である(昭和35年最判参照)。そして，大学は，国公立

であると私立であるとを間わず，学生の教育と学術の研究とを目的とする教

育研究施設であって，その設置目的を達成するために必要な諸事項について

は，法令に格別の規定がない場合でも，学則等によりこれを規定し，実施す

ることのできる自律的，包括的な権能を有し，一般市民社会とは異なる特殊

な部分社会を形成しているのであるから，このような特殊な部分社会である

大学における法律上の係争のすべてが当然に裁判所の司法審査の対象になる

ものではなく，一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題は右司

法審査の対象から除かれるべきものであることは，叙上説示の点に照らし，

明らかというべきである。

(中略)単位の授与(認定)とし、う行為は，学生が当該授業科目を履修し

試験に合格したことを確認する教育上の措置であり，卒業の要件をなすもの

ではあるが，当然に一般市民法秩序と直接の関係を有するものでないことは

明らかである。それゆえ，単位授与(認定)行為は，他にそれが一般市民法
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( 5) 

秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情の

自律的な判断に委ない限り，純然たる大学内部の問題として大学の自主的，

ねられるべきものであって，裁判所の司法審査の対象にはならないものと解

するのが，相当である。

最三小判昭和63年12月 20 日・集民155号405頁(共産党除名処分事件)2 

意見等を共通にする者が任意に結成する政治結社政党は，政治上の信条，

であって，内部的には，通常，自律的規範を有し，その成員である党員に対し

一定の統制を施すなどの自治権能を有するものて政治的忠誠を要求したり，

国民がその政治的意思を国政に反映させ実現させるための最も有効であり，

な媒体で、あって，議会制民主主義を支える上においてきわめて重要な存在で

あるということができる。したがって，各人に対して，政党を結成し，又は政

党に加入し，若しくはそれから脱退する自由を保障するとともに，政党に対

高度の自主性と自律性を与えて自主的に組織運営をなしうる自由をしては，

保障しなければならない。他方，右のような政党の性質，目的からすると，自

由な意思によって政党を結成し，あるいはそれに加入した以上，党員が政党

自己の権利や自由に一定の制約を受けの存立及び組織の秩序維持のために，

ることがあることもまた当然で、ある。右のような政党の結社としての自主性

にかんがみると，政党の内部的自律権に属する行為は，法律に特別の定めの

ない限り尊重すべきであるから，政党が組織内の自律的運営として党員に対

しでした除名その他の処分の当否については，原則として自律的な解決に委

したがって，政党が党員に対してした処分が一般市民法ねるのを相当とし，

秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り，裁判所の審判権

は及ばないというべきであり，他方，右処分が一般市民としての権利利益を

侵害する場合であっても，右処分の当否は，当該政党の自律的に定めた規範

が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り右規範に照らし，右規範を

有しないときは条理に基づき，適正な手続に則ってされたか否かによって決

すべきであり，その審理も右の点に限られるものといわなければならない。

5
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【別紙 2 】

地方議会に関する関係判例(抜粋)

1 最大判昭和35年 3 月 9 日・民集14巻 3 号355頁

地白法 (134条， 135条および137条)に基き議員の懲罰として行われる除名

は，議員たる身分を剥奪する処分で、あって，その処分に対し違法を理由とし

て除名処分の取消を求める訴は，判決による除名処分の取消によって除名処

分のなかりし状態に復帰し，もって，剥奪された議員たる身分の回復を図る

ことを目的とするものに外ならないのである。従って，既に議員の任期満了

等の事由によって議員の身分を失っている者については，最早除名処分を取

り消しでも議員たる身分を回復するに由ないのであるから，かかる場合にお

いては除名処分の取消を求める訴は，訴訟の利益がなくなったものとして，

許すべからざるものと云わなければならない。

2 最大判昭和35年10月 19 日・民集14巻12号2633頁

司法裁判権が，憲法又は他の法律によってその権限に属するものとされて

いるものの外，一切の法律上の争訟に及ぶことは，裁判所法 3 条の明定する

ところであるが，ここに一切の法律上の争訟とはあらゆる法律上の係争とい

う意味ではなし、。一口に法律上の係争といっても，その範囲は広汎であり，

その中には事柄の特質上司法裁判権の対象の外におくを相当とするものがあ

るのである。けだし，自律的な法規範をもっ社会ないしは団体に在っては，

当該規範の実現を内部規律の問題として自治的措置に任せ，必ずしも，裁判

にまつを適当としないものがあるからである。本件における出席停止の如き

懲罰はまさにそれに該当するものと解するを相当とする。(尤も前掲・昭和35

年 3 月 9 日大法廷判決以下は議員の除名処分を司法裁判の権限内の事項としている

が，右は議員の除名処分の如きは，議員の身分の喪失に関する重大事項で，単なる

内部規律の問題に止らなし、からであって，本件における議員の出席停止の如く議員

の権利行使の一時的制限に過ぎないものとは自ら趣を異にしているのである。従っ

て，前者を司法裁判権に服させても，後者については別途に考慮し，これを司法裁
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判権の対象から除き，当該自治団体の自治的措置に委ねるを適当とするのである。)

3 最一小判平成30年 4 月 26 日・集民258号61頁

地方議会の運営に関する事項については，議会の議事機関としての自主的

かっ円滑な運営を確保すべく，その性質上，議会の自律的な権能が尊重され

るべきものであり，地自法は，議員の議事における発言に関しては，議長に

当該発言の取消しを命ずるなどの権限を認め，もって議会が当該発言をめぐ

る議場における秩序の維持等に関する係争を自主的，自律的に解決すること

を前提としているものと解される。(中略)そうすると，議事を速記法によ

って速記し，配布用会議録を関係者等に配布する旨を定めた同規則(注:愛

知県議会会議規則) 121条 2 項及び122条は，同規則123条の規定(註:配布用

会議録には県議会議長が取消しを命じた発言を掲載しない旨)と併せて，地自法

123条 1 項が定める議長による会議録の調製等について具体的な規律を定め

たものにとどまると解するのが相当であり，県議会議員に対して議事におけ

る発言が配布用会議録に記載される権利利益を什与したものということはで

きない。(中略)以上によれば，県議会議長の県議会議員に対する発言の取

消命令の適否は，司法審査の対象とはならないと解するのが相当である。

4 最二小判昭和28年11月 20 日・民集 7 巻11号1246頁

論旨は，要するに，被上告人の行為は，地自法134条 1 項の懲罰事由に該

当するというのである。しかしながら，右条項が議員の懲罰を規定している

のは，議会の秩序を維持し，その運営を円滑ならしめるためであって，議員

の個人的行為を規律するためではない。従って議員の議場外の行為であっ

て，しかも議会の運営と全く関係のない個人的行為は同条による懲罰の事由

にならないものと解するを相当とする。これを本件について見るに，被上告

人除名の理由は，同人が安堵村大字東安堵北方の大字会計員として在職中右

職務上保管中の同大字環境改善費を横領したというのであって，かりにかか

る事実があったとしても，被上告人の右の行為は議会と全く関係のない行為

であって，原判決が上告人のした除名を違法としたのは至当である。議員が

巧
d

可
上
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よ
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全体の奉仕者として職務を尽すべきことは所論のとおりであるが，このよう

な義務は，議員としての地位に伴う義務であって，議員たる地位を離れた行

為について憲法15条 2 項の趣旨に反する行為ありとして懲罰を科することが

できるものではない。

5 最三小判平成 6 年 6 月 21 日・集民172号703頁

原審が適法に確定した事実関係の下においては，上告人の町議会が，議員

である被上告人に対し，被上告人が上告人所有の土地を不法に占拠している

として議員辞職勧告決議等をしたことが，被上告人に対する名誉き損に当た

るとしてされた本件の国家賠償請求は，裁判所法 3 条 1 項にいう「法律上の

争訟」に当たり，右決議等が違法で、あるか否かについて裁判所の審判権が及

ぶものと解すべきである。
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事実及び理由

第 1 請求
被告は、原告に対し、 440 万円及びこれに対する令和 3 年 6 月 2 3 日から支払済みまで年

3 パーセントの割合による金員を支払え。
第 2 事案の概要
1 本件は、名古屋市会議員の職にあった原告が、議会運営委員会において事実無根の虚偽発
言をしたとして所属する地域政党である被告から除籍処分とされた際、被告がその旨を記載し
た文書を名古屋市政記者クラブに投函し、これが報道されたことによって、名誉を駿損された
として、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として 440 万円(慰謝料400 万円、
弁護士費用 40 万円)及びこれに対する不法行為日である令和 3 年 6 月 2 3 日から支払済みま
で民法所定の年 3 パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
2 前提事実(当事者間に争いがないか、後掲証拠(枝番のすべてを引用する場合には、枝番
の記載を省略する。また、複数頁にわたる書証の一部や調書については、認定に用いた主な箇
所の頁数を[J内に掲記することがある。)及び弁論の全趣旨により容易に認められる。)
( 1 )当事者等
ア 被告は、平成 22年に結成された地域政党である(争いがない)。
名古屋市会議員のうち、被告の政策に賛同する者は、 「減税日本ナゴヤ」という会派(以下
「被告会派」という。)を組織している(乙 1 6) 。
イ 原告は、平成 24年 1 2 月から被告の党員として活動し、平成 2 7 年 4 月に名古屋市会議
員に初当選した後、平成 3 1 年 4 月にも再選し、被告会派の名古屋市会議員として活動してい
た者である(甲 3 2) 
( 2) 原告は、令和 3 年 6 月 1 2 日付で被告代表宛てに離党届を送付し、同月 1 5 日に被告代
表により受理された(甲 2 ないし 4)
( 3) 原告は、令和 3 年 6 月 22 日、名古屋市会議会運営委員会(以下、特に断りのない限
り、議会運営委員会は名古屋市会議会運営委員会をしづ。)において、別紙「原告の発言ごと
の主張一覧表J (以下「一覧表」とし、う。)の「全文」欄記載の一連の発言をした(以下、一
連の発言を「本件発言」という。) (甲 9) 。
(4) 令和 3 年 6 月 22 日、被告において幹事会が開催され、同日の議会運営委員会における
原告の事実無根の虚偽発言が党所属議員に対する名誉段損の可能性が高い状況に鑑み、原告か
ら提出された離党届の受理を撤回し、原告を除籍処分とすることなどを決定した(乙 1 。な
お、同書証の成立の真正及び信用性については後述する。)。
( 5) 被告は、令和 3 年 6 月 2 3 日、 I a 議員の処分についてお知らせします。先般、ご本人
より離党届が代表あてに提出され受理いたしましたが、昨日の議会運営委員会における a 議員
の発言は、明らかに党所属議員に対する事実無根の虚偽発言であり、党所属議員が名誉を著し
く棄(ママ)損された状況を鑑み、離党届の受理を撤回し、 a 議員を除籍処分とすることを決
定しましたので、お知らせいたします。」との内容が記載(以下「本件記載」としヴ。)され
た「お知らせ」と題する文書(以下「本件文書」としづ。)を作成し、名古屋市政記者クラブ
の受付に投函した(以下「本件投函行為」としづ。) (甲 1 )。
( 6 )原告は、同月 2 9 日付で除籍処分に対する不服申立てを行ったが、被告は、同年 7 月 7
日、除籍の見直しはしない旨回答した(甲 5 ないし 7) 。
( 7) 原告は、令和 3 年 1 1 月 1 1 日、本件訴訟を提起した。
3 争点
( 1 )法律上の争訟性(本案前の争点) (争点 1 ) 
( 2) 本件記載は原告の杜会的評価を低下させるか(争点 2)
( 3) 違法性阻却事由及び故意過失の有無(争点 3)
(4) 損害の有無及び額(争点 4)

4 争点に関する当事者の主張
( 1 )争点 1 (法律上の争訟性(本案前の争点) )について
(被告)
本件訴えは、実質的には、被告による除籍処分の当否を争うものであり、一般市民秩序と直

接関係を有しない内部問題であるから、 「法律上の争訟J (裁判所法 3 条 1 項)に該当しな
し、

(原告)
本件訴えは、被告による除籍処分の当否を争うものではないから、 「法律上の争訟」に該当

する。
( 2) 争点 2 (本件記載は原告の社会的評価を低下させるか)について
(原告)
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本件記載のうち、議会運営委員会における原告の発言が明らかに事実無根の虚偽発言である
旨の摘示事実は、原告が根拠のない嘘の発言を職務上したとの印象を与え、議員としての信用
を駿損するから、原告の社会的評価を低下させるものである。また、被告が、原告を除籍処分
とする決定をした旨の摘示事実は、原告が、団体の構成員に対して倫理規範に違反する行為を
行い、これを被告が公に認定した上で原告に対して制裁を科したものと理解される内容である
から、原告の社会的評価を低下させるものである。
(被告)
否認ないし争う。
( 3) 争点 3 (違法性阻却事由及び故意過失の有無)について
(被告)
ア 真実4性の立証対象について
本件記載には原告の発言について「党所属議員に対する事実無根の虚偽発言」との記載があ
り、議会運営委員会における原告の発言において具体名が挙げられている被告所属議員は c 議
員(以下 r c 議員」という。)だけであることからすれば、 「事実無根の虚偽発言j であるこ
との真実性の立証対象となる事実は、議会運営委員会における原告の発言のうち、評価、意
見、感想、等を除いた、 c 議員に関するものである。
イ 真実'1主について
真実性に関する具体的な主張については，一覧表の「被告の主張」欄記載のとおりである。

ウ 真実相当性について
本件発言のうち一覧表の「真実相当性」欄に「あり」と記載した内容については、被告が真

実と誤信するにつき相当な理由がある。
(原告)
ア 真実'性の立証対象について
本件記載には「昨日の議会運営委員会における a 議員の発言はJ r事実無根の虚偽発言j と

摘示されており、原告の発言の内容を限定するように読めない。したがって、真実性の立証対
象となる事実は、本件発言のうち、評価、意見、感想、等を除いた、具体的事実を摘示した部分
の全てである。
イ 真実'1生について
否認ないし争う。真実性に関する具体的な主張については、一覧表の「原告の主張」欄記載

のとおりである。
ウ 真実相当性について
本件発言について、議会運営委員会に対し異議や原告の懲罰の申出等をしていないなどの被
告の対応からすると、被告において本件発言が事実無根の虚偽発言であると認識したことにつ
き相当な理由があるとはいえない。
(4) 争点 4 (損害の有無及び額)について
(原告)
ア慰謝料 400 万円
被告の本件投函行為により、本件文書の内容が複数のメディアによって報道されたことで、
原告は、甚大な精神的苦痛を被った。その慰謝料は 400 万円を下回らない。
イ 弁護士費用 40 万円
前記慰謝料額の 1 割である。
(被告)
否認ないし争う。

第 3 当裁判所の判断
1 争点 1 (法律上の争訟性(本案前の争点) )について
被告は、本件訴えは、実質的には被告による除籍処分の当否を争うものであり、一般市民秩
序と直接関係を有しない内部問題であるから法律上の争訟に該当しない旨主張する。
しかし、本件訴えは、本件投函行為によって原告の名誉という私権が侵害されたか否か、す

なわち不法行為に基づく損害賠償請求権が成立するか否かが問題とされているところ、これは
一般市民法秩序に関する問題であり、被告による除籍処分の当否を争う内部問題とはいえな

したがって、本件訴えは、その性質上、法令の適用による終局的な解決に適さないものとは
いえなし、から、裁判所法 3 条 1 項にし寸法律上の争訟に当たり、適法というべきである。
2 争点 2 (本件記載は原告の社会的評価を低下させるか)について
( 1 )判断基準等
ある表現が人の杜会的評価を低下させるものか否かは、一般の読者の普通の注意と読み方を

基準に判断すべきである(最高裁昭和 2 9 年(オ)第 634 号同 3 1 年 7 月 20 日第二小法廷
判決・民集 1 0 巻 8 号 1 059 頁参照)。また、問題とされている表現が、一般の読者の普通
の注意と読み方を基準に、当該表現が証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関
する特定の事項を明示的又は黙示的に主張するものは、特定の事項についての事実を摘示する
ものと解される(最高裁平成 6 年(オ)第 978 号同 9 年 9 月 9 日第三小法廷判決・民集 5 1 
巻 8 号 3804 頁参照)。
( 2) 摘示事実
本件記載は、令和 3 年 6 月 22 日に開催された議会運営委員会において、原告が被告の所属

議員に対し事実無根の虚偽発言をし、これにより被告が原告を除籍処分とする決定をしたとい
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う事実を摘示するものと認められる(前提事実 2 (5) 、甲 1 )。
これに対し、被告は、本件記載のうち「事実無根」との表現は、議会運営委員会における原

告の発言を受けた被告の意見であり、事実の摘示ではないとも主張する(被告の令和 5 年 9 月
1 5 日付け準備書面 1 1) 。しかし、本件記載自体に、議会運営委員会における原告の具体的
な発言が引用されていない以上、 「事実無根j との表現のみを取り出してこれを証拠等による
証明になじまない意見ないし論評の表明ということは相当でない。被告の主張は採用できな
し、。

( 3) 名誉段損性
ア 被告は、倫理規則を定めており、被告の幹事会が、党員が倫理規範に反する行為を行った
と判断した場合、 「幹事長名による注意」、 「幹事会名による厳重注意」、 「党の役職の一定
期間の停止または解任」若しくは「党公認または推薦等の取消」までの 4 段階にわたる措置又
は「党員資格停止」、 「離党の勧告」若しくは「除籍」までの 3 段階による処分を行うことが
できることとされている(甲 23) 。
イ 上記アのとおり、 「除籍処分」は被告の倫理規則上最も重い処分であるほか、一般的にも
「除籍処分」という言葉は組織が規律維持の観点から構成員をその意思に反して退会させるこ
とを意味する。したがって、一般の読者の普通の注意と読み方を基準にすると、上記( 2) の
摘示事実は市会議員である原告が、議会運営委員会の場において、被告会派に所属する他の市
会議員について制裁の対象となるべき根拠のない虚偽発言をしたことによって、被告の党員資
格を剥奪された人物であるとの印象を与えるものであり、本件記載は、原告の社会的評価を低
下させるものと認められる。
3 争点 3 (違法性阻却事由及び故意過失の有無)について
( 1 )判断基準等
事実を摘示しての名誉段損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、
その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、摘示された事実がその重要な部分について真
実であることの証明があったときには、上記行為には違法性がなく、仮に上記事実が真実であ
ることの証明がないときにも、行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて
相当の理由があれば、その故意又は過失は否定される(最高裁昭和 3 7 年(オ)第 815 号同
4 1 年 6 月 2 3 日第一小法廷判決・民集 20巻 5 号 1 118 頁、最高裁昭和 5 6 年(オ)第 2
5 号同 5 8 年 1 0 月 20 日第一小法廷判決・裁判集民事 140 号 177 頁参照)。
( 2) 本件記載の真実性の立証対象について
ア 前記 2 (2) のとおり、本件記載は、令和 3 年 6 月 22 日に開催された議会運営委員会に
おいて、原告が被告の所属議員に対し事実無根の虚偽発言をし、これにより被告が原告を除籍
処分とする決定をしたという事実を摘示するものである。
そして、同日の議会運営委員会における原告の発言(本件発言)において、具体名が挙げら

れている被告の所属議員が c 議員だけであることからすれば、本件記載の真実性の立証対象と
なるのは、本件発言中の c 議員に関する発言(一覧表番号 5 ないし 9 、 1 1 ないし 1 4 、 1
6 , 1 7 、 1 9 、 20 、 2 7 、 3 0 ないし 3 5 、 3 8 及び 40) が事実無根の虚偽であること
となる。
そして、 c 議員に関する発言を内容別に分類すると、以下のとおりである(一覧表の「真実

性立証の対象(裁判所) J 欄参照)。
(ア) c 議員が被告ないし被告会派及び名古屋市会の混乱を招く言動をした等の内容
一覧表番号 5 及び 1 6 
(イ) c 議員が政治活動における無断録音を肯定ないし許容していた等の内容
一覧表番号 6 ないし 9
(ウ) c 議員が他の団員の意見を聴かず、独断専行をしていた等の内容
一覧表番号 1 1 ないし 1 4 及び 3 8 
(エ) c 議員が原告に対し嫌がらせをした等の内容
一覧表番号 1 7 、 1 9 、 20 、 2 7 、 30 ないし 3 5 及び40

イ 原告は、本件発言のうち、評価、意見、感想、等を除いた、具体的事実を摘示した部分の全
てが真実性の立証対象となる旨主張する(上記アに加え、一覧表番号4 、 2 1 、 2 6 、 28 ，
29 , 3 9 及び 4 1 ないし 4 3 。一覧表の「真実性立証の対象か(原告) J 欄参照)。しか
し、これらはいずれも c 議員に対する発言とはいえないから、本件記載との関係では、真実性
の立証対象となるとはいえない。
なお、原告は、争点 1 において、本件訴えは被告による除籍処分の当否を争うものではない
と主張しつつ、令和 3 年 6 月 22 日開催の幹事会につき出席者全員が幹事会の構成員としての
資格を有しておらず、正当な権限を有する機関が行った議決ではないから、除籍処分は存在し
ないとも主張する(原告の令和 5 年 9 月 1 3 日付け第 8 準備書面 [2 ・ 3 頁J )。しかし、本
件記載は、原告を除籍処分とする決定がされたという外形的事実を摘示するものであり、この
外形的事実に争いがない以上、争点 3 の判断に当たり除籍処分の実質的効力の有無を審理する
必要はないものと思料する。
ウ 被告は、上記アで認定した発言のうち一覧表番号 1 6 , 1 9 及び40 については、真実性
の立証対象とならない旨主張するが、発言自体に c 議員の言動が含まれていることは明らかで
あり、採用できない。
( 3) 真実性
以下、上記( 2) ア(ア)ないし(エ)の内容ごとに、本件記載において摘示された事実が
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ウ 一覧表番号 1 1 ないし 1 4 及び 3 8 における c 議員に関する発言
(ア)後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、 【 1 】令和 2年 8 月 24 日、市会総務環境委員会
において、同委員会は、被告会派に対し、被告会派が一事不再議のルールに反した議案の提出
をしたことについて、提案者全員の署名による猛省と謝罪を書面で提出するように求めたこと
(甲 2 8 [5 枚目〕参照)、 【 2 】上記[ 1 】の要請を受け、被告会派は、同月 2 5 日、グル
ープLINEに、上記の総務環境委員会の件で、団会議の招集通知を送ったこと(己 1 2) 、
【 3 】同月 2 7 日、名古昼市役所東庁舎の被告会派控室(以下「控室」としづ。)において、
団会議が開催されたこと(乙 1 2 参照)、 [4 】被告会派は、令和 2年 9 月 2 日、 「委員間討
議についての申入れJ (乙 7) を名古屋市会議長に提出したが、被告会派議員の意見が一致し
ていなかったため、議会が混乱したこと(乙 2 3 。なお、甲 3 0 [3 枚目〕参照。)、 [ 5 >
これを受けて、被告会派は、同月 1 9 日、被告会派のグループ。LINEに、議題を「委員間討
議の申し入れ書について」とする、団会議の招集通知を送ったこと(乙 1 3) 、 【 6 】同月 2
1 日、被告会派のグループρLINE に、 19 月 2 3 日用 Q_A4J と題するファイル(甲 1
5 。以下 IQAJ という。)が送信されたこと(甲 1 4) 、 【 7] 同月 2 3 日、控室におい
て、団会議が開催されたこと(証人 d) 、 [ 8 】原告は、同日開催された財政福祉委員会にお
いて、被告会派の執行部から「委員間討議についての申し入れ」の案が周知されたのは同年 8
月 3 1 日(前記【 4] の 2 日前)であり、十分な精査ができなかったと発言していること(甲
2 9 [1 7 枚目 J )、 【 9 】被告会派は、令和 2年 9 月 28 日、前記【 4 】の申入れを取り下
げたこと(甲 3 0 [3 枚目 J )、 <1 0 】 f 議員は、令和 3 年 8 月 2 7 日の議会運営委員会に
おいて、委員間討議申入れについて、被告会派の所属議員と執行部との聞には認識の君離があ
った、意見の一致しない所属議員に対して、受け手がハラスメントと捉えかねない言動があっ
たとの発言をしていること(甲 2 6 [6 1 ・ 6 2 頁J )、 <1 1] 同日の議会運営委員会にお
いて、他会派の議員が、同年 3 月 1 2 日の理事会において、 d議員(証人 d) が、委員会討議
の申入れについて、被告会派の執行部が強引に進めた結果であると発言したのを聞いたとの発
言をしていること(甲 2 6 [7 0 頁J )が認められる。
(イ)被告は、令和 2年 8 月 2 7 日の団会議(上記(ア) 【 3 】)の時点で、既に上記(ア)
【 5 】の書面(乙 7) が存在し、同書面を提出することが可決されたと主張し、証人 d は、同
主張に沿う陳述及び供述をする(乙 8 の別紙 1 、証人 d) 。
しかし、先に説示したとおりと同じ理由から、乙 8 の別紙 1 について、少なくとも議題、議

決等の団会議の内容に関する部分につき信用性を認めることはできない。
かえって、原告は、令和 2年 8 月 2 7 日の団会議(上記(ア) 【 3 】)の時点で、上記
(ア) 【 5 】の書面(乙 7) は存在しなかったと陳述及び供述し(甲 3 2 [4 頁〕、原告本人
(4 頁J )、原告の上記認識は、上記(ア) 【 8 】のとおり、同体験の直後から一貫してい
る。
(ウ)先に説示したとおり、本件では、原告の発言について違法性が阻却されるか否かではな
く、被告が本件文書において摘示した事実について違法性が阻却されるか(真実といえるか)
が問題となっているところ、上記(ア)、 (イ)に照らすと、一覧表番号 1 1 ないし 1 4 及び
3 8 における c 議員に関する原告の発言が事実無根の虚偽発言であるとの摘示事実が真実であ
るとは認められない。
エ一覧表番号 1 7 、 1 9 、 20 、 2 7 、 30 ないし 3 5 及び40 における c 議員に関する発

(ア)後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、 <1] c 議員は、令和 2年頃、被告会派の控室に
盗聴器が仕掛けられているかどうかの調査を株式会社ナショナル・エージェント・カンパニー
に委託したこと(争いがない〔被告の令和 4年 9 月 6 日付け準備書面 8J )、 【 2 】上記業者
は、令和 2 年 6 月 1 日、被告会派の幹事長である h に対し、盗聴器探索・確認費用として、 7
万 7000 円を請求したこと(甲 1 7) 、 【 3 】上記【 1 ]の費用は、被告会派の団費から支
出されていたが、原告は、被告会派を離れる直前まで、同支出を知らなかったこと(原告本人
(4 2 頁J )、 【 4] 除籍処分により被告会派を出ることになった原告が、上記支出の問題点
を指摘すると、団費精算の際、上記支出は、 c 議員ら 7名が負担したものとして計算されたこ
と(甲 1 8) 、 <5 ]原告は、令和 3 年 4 月 1 9 日、 c 議員に対し、 LINEで、同人が原告
と他会派の男性議員が男女の仲であるとの事実を吹聴している旨聞いたので，その真意を確認
するとともに抗議するメッセージを送信したこと(甲 1 6) 、 【 6 】それに対して、 c 議員か
らの返信はなかったこと(原告本人 (2 1 頁J )、 【 7 】被告は、令和 3 年 5 月頃、原告に対
し、倫理規則に基づく、離党勧告処分をしたこと(甲 2 1 、 2 3 、乙 2) 、 【 8 】原告は、同
年 6 月 2 日、上記【 7 】の処分に対し、倫理規則に基づき不服を申し立てたこと(甲 2 1) 、
【 9 】原告は、同月 1 2 日、被告に対し、離党の理由として、 c 議員から執劫な嫌がらせを受
けた点、 c 議員からプライベートに関しても嫌がらせを受けた点、 c 議員らが、団員に断りな
く、団費で団の活動に関係がないものを購入した点などを記載した離党届を提出したこと(甲
2 、 3) 、 <1 0 】同離党届は一旦受理されたこと(前提事実(2) )、 < 1 1] f 議員は、
令和 3 年 8 月 2 7 日の議会運営委員会において、被告会派の執行部から一緒に活動したくない
と発言している者がいるといったことを聞かされたと発言していること(甲 2 6 (6 1 ・ 6 2 
頁J )が認められる。
(イ)被告は、 c 議員の原告に対する嫌がらせはなかった旨を主張するが、 これについて具体
的な立証をしていなし、。
かえって、原告は、本人尋問で、 c 議員から、男女関係についていわれなき噂を流されたこ
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と、被告代表から他会派に情報を漏らしているスパイであるとして叱責を受けたこと、離党す
るように仕向けられたことなどを供述している(原告本人 [20'"'-'2 2J )。
(ウ)上記(ア)、 (イ)に照らすと、 c 議員の言動が実際にパワーハラスメント、モラルハ
ラスメント等と評価されるか否かという点は措くとして も、 一覧表番号 1 7 、 1 9 , 2 0 、 2
7 、 30 ないし 3 5 及び40 における c 議員に関する原告の発言が事実無根の虚偽発言である
との摘示事実が真実であるとは認められない。
オ小括
以上によれば、本件記載の摘示事実の重要な部分について真実であることの証明があったと
は認められず、違法性は阻却されない。
(4) 真実相当性の検討
ア 後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、 [ 1 】被告は、本件投函行為の前日である令和 3年
6 月 2 2 日、幹事会を開催し、 c 議員による原告に対するハラスメ ン ト行為がなかったことの
確認をしたこと(乙 1 )、 [ 2 ]他方、被告は、本件発言がされてから本件投函行為までに、
組織として、 c 議員からのハラスメントの有無等について、原告立会の弁明手続を行っていな
いこと(なお、被告は、令和 3年 7 月 2 1 日、被告会派の団長名義で、原告に対し、原告宛て
に、 「公開質問状(回答依頼) J と題する文書を送付している(甲 2 5) 0 )が認められる。
なお、上記【 1 】につき、原告は、乙 1 につき成立の真正及び信用性が認められない旨主張

するが、乙 1 の作成日、体裁等からすれば、成立の真正を疑わせる事情はうかがわれない。 ま
た、その内容も、前提事実及び認定事実の経過と整合的で不自然な部分はみられないこと から
すれば、信用性も認められる。
イ 被告は、本件発言が事実無根の虚偽発言であることについて真実性の証明がなかったとし
ても、真実と誤信するにつき相当な理由があり、故意及び過失がないと主張する。
しかし、被告は、ハラスメント行為の加害者とされる c 議員のヒアリングを行ったのみで、

ハラスメントの有無や本件発言の内容に関して、組織として、原告に対し弁明の機会を与えて
いないことからすれば、被告において十分な検証をしたともいえない。
ウ小括
以上によれば、被告において本件記載の摘示事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当
な理由があったとは認められず、故意文は過失は否定されない。
4 争点 4 (損害の有無及び額)について
( 1 )慰謝料
本件摘示事実の内容に加え、当時原告が市会議員とい う有権者からの信頼が求められる立場
にあったこと、本件投函行為によって本件文書の内容が新聞記事(全国紙の地域面) に掲載さ
れるなどしたこと(甲 22) 、他方で、本件文書は、議会運営委員会における原告の本件発言
に対抗して作成、投函された側面があること、原告も、令和 3年 8 月 2 7 日の議会運営委員会
において、本件発言が事実無根と摘示されたことについての釈明をしていること(甲 2 6 [6 
2'"'-'66 頁J )、その他本件に表れた一切の事情を総合勘案すれば、原告の精神的苦痛に対す
る慰謝料の額は40 万円と認めるのが相当である。
( 2) 弁護士費用
本件事案の内容及び上記慰謝料額等を考慮すれば、本件と相当因果関係のある弁護士費用は

4 万円と認めるのが相当である。
第 4 結論
よ って、原告の請求は、主文掲記の限度で理由があるからこれを認、容し、その余の請求は理

由がなし、から棄却することとし、主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第 5 部
裁判長裁判官安田大二郎裁判官池田幸子裁判官吉川この実

別紙原告の発言ごとの主張一覧表

皿量彊盟国園 Oopyril;t吋 (0) 1 9 9 9 TKO Oorporation 刈I Ril;hts Rese r四d

LEX/DBインターネットに関する知的所有権その他一切の権利は株式会社TKCおよび情報提供者に帰属します。
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182 
国立大学の内部問題と司法審査

l 最蹴棚昭…3羽叩一月刑町…1円四5日日一法帥
(昭和 46 年(行ツ)第 52 号 単位不認定等進法確認縞求事件)
(民~31 巻 2 号 234頁，判時 843 号 22 頁 1 事件ι 平IJタ 348号 205 頁イ事件)

N

裁
判
所

事実の概要
(1) 作1 1/:日山大学経済学部の学生であった Xl ら 6名 {原
告・俊訴人上告人) と . 同学部~lJq文字|の学生であった Xz
(原作持訴人) は.昭和 41 年度.A教授担、lí の授業に履
修厄i を従/1 '， のヒ.出席していた。 ところが.年!交の途中
に ， 経i汁下部長 Yl (被告 ・ 被鐙訴人・被 1: :!.j' 人)は A に不
正行為があったなどとして A に対して綬業抑当停止の
嫡 11'[をとるとともに 学生に対して代科の綬業を受講す
るように指示した。 しかし Aは授業を継続し X らも
lìíj ，l己指示に従わず.引き続きこれに出席して試験を受験
し.A より合格判定を得た だが大学側は.Aの授業
および試験は学部の正式なものではないとして. x らに
対してヒ"己授業の単位を認定せず また Xz に対して専
攻科修 fの認定も行わなかった
そこで.X らは学部長 Yl および学長 yz ( 被告・被控訴

人・被 kft人) を被告として.単位認定に|刻する不作為の
逃法官。;1El 目 または単位認定義務の確認、を求めて，訴えを
提起した。 また . Xz は Y2 を被告とする i訴えのなかで，
収攻科修 f認定に IJliI する不作為の泌法{i'{lili~.. または単攻
科修 ]'i認定義務の硲認もあわせて求めた。
(2) 第 l 稼(鳩山地判昭和45.6.6 行lI! 2 lJ.き 6 号 871 頁) は
同立大学の ~ii位認定-専攻科修 f認定は「特別織)J関係
における内部事項J に当たるため.司法審千Eの対象外で
あるとして 訴えを却下した。

~~2'!普 ( 名，5屋高金i尺支判昭和46 ・ 4 ・ 9行集22巻4 号480頁)

は.特別俄)J関係内部の事項であっても一般市民として
の償利義務に tllil わるものについては司法審査の対象にな
るとした その上で.単位認定については市民法上の権
利義務に関わらないとして. x らの持訴を棄却したが，
専攻科修 f認定については市民法秩序に:i!llなるため司法
審公の対象になるとして . X2 の差当í ~該主針j前1J円'/刊iレ川;J求j比ミに |陥附品刻!し自第I~ 1 :審辞に
j必毛しυJ以ぷ した 本l'
して上;作l守?したものでで、ある 。
(3) なお. Y らも 専攻科修]'認定に附する差戻し判
決を不Rli として上告していたが4 これについて最高裁
は.本{午と同じ円に別件の形で上告棄却lの判断をドした
(最判昭和 52 ・ 3 ・ 15民集 31 巻 2 号 280 頁) それによると.
「大学が作攻科修 fの認定をしないことは.実質的にみ
て 一般1打民としての学生の同公立大学の平11m を担任す
ることにほかならないものというべ<.その窓味におい
て学生が一般市民として有する公の施設を利fIlする権
利をU3するものである」から. i '，'.μ文科修 fの認定
不認、定に |刻する争いは司法審査の対象になる」。

判旨
J'.;l,j.::iH I1 
「政 'l'II f!lj-は 慾法に特別の定めがある場合を除いて

一切の法lIt上の争訟を裁判する権限を1-1するのであるが
(裁判所法3条 l 項). ここにいう 一切の法律仁の争訟と
はあらゆる法律上の係争を意味するものではない。 すな
わち.ひと円に法律上の係争といっても.その範囲は広
汎であかその中には事柄の特質上裁判所の司法審査の
対象外におくのを適当とするものもあるのであって.例
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えば.一般市民社会の中にあってこれとは日1I例に rì 律的
な法規範を宿する特殊な部分社会における法律上の係争
のごときは.それが一般市民法秩序と直接の関係を有し
ない|人j部的な問題にとどまる限り.その門主的. (11ft的
な解決に委ねるのを適当とし裁判所の司法官1Eの対象
にはならないものと解するのが. 相当である((本，~~n-
181 TMI' 1 ・・・・参!照) 。 そして大学は. 1司公立であると
私立であるとを IlIJわず. 学生の教育と学術の研究とを 11
的とする教育研究施設であって その設{代目的を達成す
るために必要な議事項については.法令に十告別の胤定が
ない場合でも，学日11 ':7;によりこれを規定し.実施するこ
とのできる自律的.包括的な権能をイI し.一般市民社会
とは異なる特殊な部分社会を形成しているのであるか
ら.このような特殊な部分社会である大JFにおける法律
上の係争のすべてが当然に裁判所の司法審公の対象にな
るものではなく.一般市民法秩序と直接の|具!係をイf しな
い内部的な問題は打 riJ法審査の対象から l徐かれるべきも
のである」。
ここで.大学設泣基準によれば. I 中 小IのJ受ラー (rl，??定)

という行為は，ぅ~!:~I:.が当該授業科目を胤修し試験に介絡
したことを確認する教育上の措世であり.卒業の'ìl!・1'1: を
なすものではあるが.当然に一般市民法秩Jj'; とfI'l般の関
係を fïするものでないことは明らかである それゆえ.
単位授与 (必定)行為は.他にそれが一般市民法秩序と
芭獲の関係を布するものであることを訂iiZするに足りる
特段の 'J~情のない限り.純然たる大学内部の問題として
大学の n主的.自体的な判断に委ねられるべきものであ
って.裁判所の司法審査の対象にはならな L 、」 もっと
も. i特定の授業科日の単位の取得それ自体が一般市民
法上一線の 1ft絡要件とされる場合J については. iその
限りにおいて qt f立授う(認定)行為が一般市民法秩序と
直接の関係をイfすることは否定できないがJ.本件単位
授与 (t認定)行為がそのような性質のものであることに
ついては iXI らはなんらの主張立証もしていない」。

解説

1 本判決の論点と意義
同校大tjt-における単位認定行為は 司法苦手貨の対象

となるであろうか 本件はこの点について.最10G裁が初
めて判断を示した・J~件である。 最高裁は.いわゆる1i'í11
分社会論」を展開して単位認定行為の司法務先対象性
を原日1]として否定した。
部分社会論とは.円律的な法規範をすIする同体 (部分社

会)の内部紛争については.それが一般市民法秩序と I l'f
接関係をイ{ しない IUl り.~該団体の自民的 ・ 門作的な解
決に委ねられ. ，;J ìl;諸F3Eの対象にはならないとする法FI!.
である 。 4.: '1'11 決は.このような部分社会論を判例法JlI!. と
して定式化したlt また . この法理が国公 ÎT. . 私立を附
わず大学の|λl 部紛争に妥当するとした点で i[( '8[:である
2 国立大学の内部問題に対する司法審査の可否

一一従来の考え方と本判決の関係
同立大学における教育上の措置に司法審査が及ぶか停

かに関しては.従~.同立大学の設置者である丙l と'手生
の問には公法".の「特別権力関係J が成、Z しているとの
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型山から 何定的に解されてきた ( ...js:f'j:ド級帯判決参照)。

しかしこのような伝統的な理解に対しては.そもそも
旧態法下の「特別権力関係J なる概念門体が新憲法下で
は成立しえないのではないか. また.同じ教育上の措置
であっても同公立か私立かによって叶法審査の可否に関
して紡論が異なりうるのは不合却ではないか との批判
が加えられてきた。
このような背放のなか 本半IJiλが特日IJ権力関係の概念

を ) 1 1 いなかったこと 代わりに部分社会の慨念を rnいて
同公平l、立を区別することなく判断したことには 「一定
の広義」が認められている (慾法判例研究会編 『半IJ 例プラク
ティス慾法 〔増補版JJ [2014] 37917 [111 本飽，~J) ただ.他
方で，司法審査をカテゴリカルに任定する部分社会論そ
のものには，後述のように批判も少なくない。 また.国
公立大学と私立大学とでは，前者が公の施設としての制
約 (政教分離等) を受けるのに対し後{í'は結社の自由に
~づいて教育内容の独白性を主張しうるなと\司法審査
の範凶や続l支を確定する|努に n:i'ますべき差異が存在する
との指摘もある (野坂泰司「団体の内部 1:1 治と司法権」法教
11 0~子 33頁佐藤幸治 『現代国家と;司法機J [1988] 1 82 貞) 。

3 柵去理としての部分社会論の沿革と根拠
部分社会論的な思考は，判傍Ij上は米内山事件決定

(品大決昭和 28 ' 1 ' 16民集 7巻 l 号 1 2Iil における田中耕太

郎裁判宵の少数意見に端を発している 。 田中裁判官は.
「法秩序の多元性」 すなわち.函家内の各社会には固有
の法秩序が作在することを指摘した上で. r裁判所が関
係する法秩序は一般的のもの [flìl家法校序即ち一般的法秩
序JJ のみに限られ.特殊的のもの〔各社会の 「特殊的法秩
序JJ には及ばないj とした。 その後 この田中少数意見
はi位向裁内で影響力を持つようになり 修正を経つつ村
会;薬品山席停止事件判決 (最大判昭和 35 ・ 10 . 19民集 14巻
12号 2633 :Q一本舎 II-18 1 事件) へと発展し4>:判決におい
て，いわゆる部分社会論として l のように定式化された。
もっとも 先行の判例も本判決も，なぜ「法秩序の多

元性」という法理学的認識から.司法織の排除という笑
定法上の帰結が導き出されるのか.その根拠を明確には
していない。 わずかに上記の問中少数立見が 部分社会
に対する司法権の介入が「裁判所万能の弊」と「裁判所
の・Jf務処理能力の破綻」を知きかねないことをその理由
として挙げているが.これが司法機の範開ないし限界を
幽する本質的理由といえるか，疑問も提起きれている
(佐藤 ・ 前拘 173頁)。

4 部分社会論と 「法律上の争訟」 概念との関係
-<jI:判決ーでは部分社会論の根拠が論じられていない

こととも関係して，部分社会論と「法律上の争訟」概念
との関係も IYJ礁ではなし、。 部分社会論が，自ill分社会の内
部紛争を司法権の対象外とするとき，それはそうした紛
争が， そもそも「法律上の争訟J に該当しないからなの
であろうか (内伝的限界の問題) ，それとも ， 純理論的には
「法律仁の争訟J に該当するが審査E を山市IJすべきである
からなのであろうか (外在的限界の問題)。 この点， もし
ri去律上の争訟j の第 l 要件 (当事者IllJの具体的な権利義務
ないし法律関係の存否に|期する紛争であること 〔最宇IJ昭和 56 ・

4 ・ 7民集 35巻3 号 443頁一本書 II - 184 TI~件参照J) '1'の「権利
義務ないし法律関係」が.本判決のいう「一般市民法秩
序」に関係するものであるとすれば. 本判決により.一
般市民法秩序に関わらない部分社会内部紛争は.第 l要
件のイミ允Jtゆえに司法務査の対象外とされたことになる
( 1人l在的限界)。 ただ 他方で。「法律上の係争 J (強調鋒者)
であっても「事柄の特質上J riJ 法務査の対象外とするの
が「適当」なものもあるとの本判決の表現は最高裁が
部分社会命を， r法律上の争訟」の成有に!刻する問題 (本
来であればlλj在的限界に関する問題) として"命じていながら
も った際には外在的限界に関わることとして捉えている
ことを示唆しているようにも読める
5 大学において発生した問題に司法審査が及ぶ場合

本判決によると.部分社会の内部紛争であっても
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それが一般市民法秩序に直接的わるときには.司法審査
が及びうる 部分社会とされた大学においては.それは
具体的にいかなる場合であろうか。
本判決によれば。単位認定行為は原則的に司法審査の

対象にはならないが，法令上特定の授業科 11 の I~-位取得
が|玉|家資絡取得の lìtr提要件とされているときには.一般
市民法秩序との関係性が認められ.司法緋査の対象にな
る可能性がある (半11 Êi参照)。 また， X2 に |測する判決によ
れば.専攻科修了認定も司法審査の対象になる 。 その迎
旨に照らせば.学部卒業認定も同様であろう (判タ 348 号
206-207 Hの解説) ( なお.最高裁はかねてより。 ìil学処分のよ
うな法本的身分に関わる措笹については司法審公対象付ーを認め

ている 〔公立大'-'f'・ lこっき最判昭和29 ' 7 . 30 li:集8巻7 号 1463貞
私立大学につき最判昭和 49 ・ 7 ・ 19民集 28 巻 5 号 790 .fi一本書

J -10 'r~f!牛参照J) このほか 下級審において市民法秩序
との|刻係性が認められた例として， 1:木守:J!奴許可 (福岡地判
昭和 55 ・ 3 ・ 4 訟 )J 26巻4 号 670頁) ， 謎R処分 (点京高宇IJ平成
14. 7 ' 17民集 〔参J 57巻8号 1045頁) ，研究指導の凶行 (東
京地判予 liX; 19 ・ 11 ・ 9 [平 18 ( ワ ) 23809 号 J) をめぐる 'JJ 1'I: な
どがある ( ほかに 1 野J_J'!'.t公美・行政 'I'IJ 例 l守巡 JI ( 第 6版〉
319JT参J!(O 。
なお.司法滞i売が及ぶ場合であっても.苦手査は大学:の

向 fl!性や専門性に配慮した形で実施されることになるで
あろう (X，に関する判決は I 専攻科修了認定について.学則に
照らせば.教育上の専門的価値判断を行うことなく審査できる

ことを強調している また 教育的裁m:の逸脱 i監用の省無を

審査した例として がj拘下級審3 '1'"1決参照最宇11平成8 ・ 3 ・ 8民

集 50巻3 号46917一本占 1 -4 1 事件も参照)

6 部分社会論の展開と評価
本判決後，最高裁が音I1分社会論の ;~~~~\q を受けつつ判

断を下した !JH'ドとしては。政党の除名処分をめぐる故判
昭和 63 ・ 12 ・ 20 (判時 1307号 113頁一本占 II -183 Jl~件) ， P;L
議会における発日の取消命令をめぐる最判平成 30 ・ 4 ・
26 ( 半IJ 時 2377 号 1 0 頁)がある 。 また， ド級容が部分担会
論に依拠して司法務査の対象性を符定したとみられる事
件としては 地方議会政党関述のほか.スポーツ競技
凶体や社会運動団体に|射するものなどがある ( lR:京地判附
和 63 ・ 9 ・ 6 f. IJ タ 691 号 236頁.東京地判平成 6. 12 , 6判タ 908

号 246 頁. !U ;;C 地判手 ÞX: 22 . 12 ' 1 宇11 タ 1350 号 240 頁等)。 た

だ，他)jで最 lG1裁は . 部分社会の典型と 11 される宗教団
体に関して部分社会論に言及することなく専ら「法律
上の争訟」の2~ f' 1: (2 要件につき， liíJ掲最中IJ 昭和 56 ， 4 , 7 

参f!\O の充足性を検討しており， r結局.下IJ例ヒの 『部分
社会の法迎J といわれるルールを確立しようとする試み
は 進展が以られないまま今日に宅っている」と汗され
ている (木 F智史ほか編著 『事例目，)f究慾法 〔釣 2版JJ [2013] 
279頁〔木下J)

そもそも部分社会論は， r法秩序の多元性」をいいな
がら多元的な法的性格を有する団体を「部分社会J とし
て一纏めにし憲法上の根拠を明示することなく.そこ
で発生する多様な紛争について司法審貨をカテゴリカル
に有定しようとするものであり.その妥吋性には疑問が
ある 現在の学界においては， r司法審公の対象となる
か また いかなる司法審査が求められるかは.結社そ
の他の存在の 1::] 的.性格.機能.紛争の性格ないし深度
等々に照らし個別H体的に判断されるべきものJ と考
えられている (佐藤幸治 『日本国懲法論J [2011] 595頁)。
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《書誌》

【文献番号】
【文献種別】
【裁判年月日】
【事件番号】
【事件名】
【著名事件名】
【事案の概要】

【判示事項】

2 5 5 949 1 3 

判決/東京地方裁判所(第一審)
令和 4年 1 1 月 2 5 日
令和 3 年(ワ)第 12015 号
地位確認及び損害賠償請求事件
東京土建一般労働組合事件

提供 TKC 

原告らは、労働組合である被告の組合員として、原告Aが中央副執行委
員長、原告B及び原告Cが常任中央執行委員を務めていたところ、原告
らが別個の団体を結成して活動したことが、被告に対する分裂行動に当
たるとして、それぞれ、除名、権利停止及び役職罷免とする各統制処分
を受け、これに対して原告らが、原告らの団体としての活動は統制事由
に該当せず、仮に該当するとしても、本件各統制処分は、明らかに過大
で、あって、適正な手続を経てもいなし、から、社会通念上相当であるとは
認められず無効であり、原告らに対する不法行為に該当する旨主張し
て、被告に対し、組合員としての権利を有する地位にあることの確認、
並びに損害賠償等の支払を求めた事案で、原告らの活動は、被告による
要請行動に対する批判や不満に基づくものと推認されるものの、この点
が直ちに被告の分裂を企て、被告に混乱をもたらすものとはいえず、ま
た、原告らの活動は、その内容面においては被告の方針に沿うものであ
り、相手方との関係において、被告の活動との誤認等を意図したものと
はいえず、また、組織の面においても、被告の内部に別組織を形成し、
被告の分裂を図ったものとは直ちに認め難く、原告らの活動が、被告の
分裂を企て、被告に混乱をもたらす行為で、あったとはいえないとして、
原告らの請求を一部認容した事例。
〔労働開発研究会/TKCJ
1 . 本件訴えのうち， Aが組合に対し令和 3 年 3 月 1 4 日まで中央副執
行委員長としての権利を有する地位にあったことの確認を求める部
分， B が組合に対し同日まで常任中央執行委員としての権利を有す
る地位にあったことの確認を求める部分及びCが組合に対し同日ま
で常任中央執行委員としての権利を有する地位にあったことの確認
を求める部分は，いずれも組合員らが組合の本部役員としての権利
を有する地位にあったという過去の法律関係の確認を求めるもので
あり，組合員らの現在の法律関係をめぐる紛争の解決のために適切
かっ必要なものとはいえず，確認の利益を欠くから，不適法として
却下を免れないとされた例

2. 組合員らの活動は，組合による要請行動に対する批判や不満に基づ
くものと推認されるものの，この点が直ちに組合の分裂を企て，組
合に混乱をもたらすものとはいえず，また，組合員らの活動は，そ
の内容面においては組合の方針に沿うものであり，相手方との関係
において，組合の活動との誤認等を意図したものとはいえず，ま
た，組織の面においても，組合の内部に別組織を形成し，組合の分
裂を図ったものとは直ちに認め難いから，組合員らの未来の会とし
ての活動が，組合の分裂を企て，組合に混乱をもたらす行為で、あっ
たとはいえず，本件規約 40 条 1 項 4 号の統制事由に該当するとは
認められず，したがって，本件各統制処分は，根拠とする統制事由
を欠き無効であるから，組合員らの請求のうち， A及びBがそれぞ
れ組合に対し組合員としての権利を有する地位にあることの確認を
求める部分並びに組合がC に対し令和 2 年 1 1 月 2 日付けでした統
制処分が無効であることの確認を求める部分はいずれも理由がある
とされた例

3. 統制委員会の答申書では，統制事由に該当する事情のーっとして，
組合員らが組合と本部役員を誹誘中傷していたと指摘され，組合員
らが本件LINE グループρに投稿していた複数のメッセージの具体
的な内容が挙げられていたところ，統制委員会が令和 2年 1 0 月 2
5 日までには当該メッセージの内容を把握していたにもかかわら
ず，当該メッセージの内容について組合員らに弁明の機会が付与さ
れたことを認めるに足りる証拠はなく，また，そもそも令和 2年 1
0 月 1 日の第 7 回中央執行委員会では統制委員会に対し統制処分の
申立てをすることについて相当数の反対票が投じられ，統制処分の
可否自体については慎重に賛否を集計すべき状況で、あったにもかか
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わらず，同年 1 1 月 2 日の第 8 回中央執行委員会においては，会場
に出席した参加者からの拍手，ウェブを通じた参加者からの意思表
示によって採決が行われ，賛成多数として統制委員会の答申を承認
する旨議決されており，投票の秘密性も担保されず，また，賛成が
多数か否かも不明瞭な投票方法によって，採決が行われたというこ
とができ，手続として不適正で、あったといわざるを得ないから，本
件各統制処分は，適正な手続を経ておらず，社会通念上相当で、あっ
たとは認められないとされた例
本件各統制処分は，根拠とする統制事由を欠く上，適正な手続を経
ておらず，社会通念上相当で、あったとは認められないから，故意又
は過失によって組合員らの権利又は法律上保護された利益を侵害し
たものということができ，組合員らに対する不法行為に該当し，組
合員らは，本件各統制処分によって，それぞれ除名又は権利停止と
なり，同処分を受けた令和 2年 1 1 月から組合の役員としての任期
満了が予定されていた令和 3年 3 月までの 5 か月分の役職手当の支
払を受けておらず，これらは組合員らが不法行為によって被った損
害 (Aが 3 5 万円， B が 25 万円， cが 2 5 万円)と認められ， そ
して，組合員らが本件各統制処分によって被った精神的苦痛に対す
る慰謝料はそれぞれ 1 0 万円とするのが相当であるから，組合員ら
は，それぞれ組合に対し，次の各合計金額等の支払を求める請求権
を有するとされた例

一部認容、 一部棄却、 一部却下

前津達朗 山崎雄大 山田悠一郎

4. 
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1 本件訴えのうち、原告Aが被告に対し令和 3 年 3 月 1 4 日まで中央副執行委員長としての
権利を有する地位にあったことの確認を求める部分、原告Bが被告に対し同日まで常任中央執
行委員としての権利を有する地位にあったことの確認を求める部分及び原告Cが被告に対し同
日まで常任中央執行委員としての権利を有する地位にあったことの確認を求める部分をいずれ
も却下する。
2 原告Aと被告との聞において、原告Aが、被告に対し、組合員としての権利を有する地位
にあることを確認する。
3 被告は、原告Aに対し、 4 5 万円及びこれに対する令和 3 年 5 月 20 日から支払済みまで
年 3分の割合による金員を支払え。
4 原告B と被告との間において、原告Bが、被告に対し、組合員としての権利を有する地位
にあることを確認する。
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5 被告は、原告B に対し、 3 5 万円及びこれに対する令和 3 年 5 月 20 日から支払済みまで
年 3 分の割合による金員を支払え。
6 原告C と被告との聞において、被告が原告Cに対し令和 2 年 1 1 月 2 日付けでした 12 0 
2 0 年 1 1 月 3 日より権利停止 3 年、全ての役職罷免」との統制処分が無効であることを確認
する。
7 被告は、原告C に対し、 3 5 万円及びこれに対する令和 3 年 5 月 20 日から支払済みまで
年 3 分の割合による金員を支払え。
8 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
9 訴訟費用はこれを 2 分し、その 1 を原告らの負担とし、その余は被告の負担とする。
1 0 この判決は、第 3 項、第 5 項及び第 7 項に限り、仮に執行することができる。
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は、 2 か月に 1 回以上会議を聞き、大会及び中央委員会の議決の執行、緊急事項の処理等に責
任を負うこととされている。その他、被告においては、四役会議と称して、被告本部の書記
長、書記次長、中央執行委員長及び中央副執行委員長を構成員とする会議が聞かれることがあ
る。
また、被告の支部としては、東京都内の地域を対象とする 3 6 の支部があり、各支部に本部
と同様の役員が置かれている。
なお、被告は、建設産業に関する東京都内の労働組合等によって構成される全建総連東京都

連合会(以下「都連」としヴ。)に所属している。
(甲 2 、 4)
イ 原告Aは、昭和 5 9 年に被告に加入し、平成 3 1 年 3 月に本部の中央副執行委員長に就任
した後、任期を令和 3 年 3 月 1 4 日までとして同職を務めていた。また、原告Aは、被告の産
業対策委員会(賃金対策部、職域対策部、労働対策部、技術対策部等の 5 専門部を総括する委
員会)の責任者を兼務していた。
原告B は、昭和 6 1 年に被告に加入し、平成 28年 3 月に本部の常任中央執行委員に就任し
た後、任期を令和 3 年 3 月 1 4 日までとして同職を務めていた。
原告Cは、昭和 6 2 年に被告に加入し、令和 2 年 3 月に本部の常任中央執行委員に就任した
後、任期を令和 3 年 3 月 1 4 日までとして同職を務めていた。
(甲 2 、 2 7 ないし 29)
( 2) 未来の会の設立、活動等に関する経緯
ア 被告の本部や支部では、従前から政党との懇談等の活動が行われていたところ、令和元年
6 月 3 日の第 3 回中央執行委員会において、大田支部から、各政党と懇談し、住宅リフォーム
助成制度の予算を獲得したとして、 「本部でも有志で協力してくれる政党と勉強会を立ち上げ
たいので協議していただきたい。」との要望が述べられた。
これを受けて、同年 7 月 1 日の第 4 回中央執行委員会において、墨田支部から、大田支部の

前記要望について、 「日本共産党だけではなく色々な政党に懇談を持ちかけたらどうか、とい
う提案があったと思いますが。」と質問がされたことに対し、本部の書記長は、 「これまでも
共産党だけではなく、各政党との懇談はしています。大田支部の前回の報告は政党と学習会を
しているという報告だ、ったと思います。この件については常任中執会議で、も話が出ていますの
で、四役会議で協議してから来月報告させていただきます。ただ政党別の勉強会をするという
ことではなく、どこの会派でも政党でも意見交換をしていくということを踏まえて協議してい
きます。」と答弁した。
そして、本部の書記長は、同年 8 月 1 日の第 5 回中央執行委員会において、政党との勉強会
について、後援会活動として進めることを確認した上、世田谷支部からの「本部で全ての政党
との勉強会を後援会活動として確認するということは、支部でもそれを認めるということ
か。」との質問に対し、 「本部で推進するということではなく、組合の方針と綱領に照らしな
がら、組合員さん個人の後援会活動を妨げるものではないと理解していただきたい。」と答弁
した。
(甲 1 0 の 1 ・ 2 、 34 の 1 ・ 2 、 3 5 の 1 ・ 2 、 48 の 1 ・ 2)
イ 原告らは、令和元年 8 月上旬頃、 「結成準備会及び賛同者募集のお知らせ」と記載した書
面を作成し、被告組合員にファックスで送信するなどして、有志の会を結成する旨表明し、賛
同者を募集した上、同月 1 9 日、結成準備会を行った。
さらに、原告らは、同年 1 0 月、 「東京土建未来の会 (後援活動) J 、 「賛同者募集のお

知らせ」と記載した書面を作成し、被告組合員に送付するなどして、 「東京土建未来の会」と
称する会(未来の会)への賛同者を募集し、会員としての加入を呼び掛けた。
原告らは、令和 2年 2 月 8 日、未来の会の第 1 回全体会を開催した。
その後、原告らは、未来の会として、同年 7 月 1 4 日に東京都議会(以下「都議会」とい
う。)自由民主党及び公明党の議員と面談した上、同年 8 月 4 日にも都議会自由民主党の議員
と面談し、同党幹事長宛てに、被告の中央執行委員長名義で作成され、 IGO TO  REF 
ORMJ と称する住宅リブオーム助成制度の創設を希望する旨記載された「要望書」と題する
書面(甲 1 3 。以下「被告要望書」としづ。)を提出し、また、 「都議会自由民主党 東京土
建未来の会世話人会 ご出席議員様」宛てに、未来の会の代表者として原告A名義で作成
し、 I g 0 t 0 リフォーム」の創設を含む 4 つの要望事項を記載した書面(乙 7 。以下
「未来の会要望書」という。)を提出した。さらに、同時期に、都議会公明党及び都民ファー
ストの会の各幹事長宛てに、同文の被告要望書が作成されている。
(甲 1 1 ないし 1 3 、 4 9 、 5 0 、乙 7 、 3 7 、 5 3 の 1 ・ 2)
( 3) 本件各統制処分に係る手続
被告本部の中央副執行委員長 3名は、原告らについて、未来の会としての活動が分裂行動に
当たるとして、令和 2年 9 月 24 日付けで中央執行委員会に対する統制処分の申立てを行い、
これを受けて被告は、同年 1 0 月 1 日、第 7 回中央執行委員会において、原告らについて統制
委員会に対し統制処分の申立てをする旨決定した。
統制委員会は、同日、同月 1 2 日及び同月 2 5 日に審理を行い、同年 1 1 月 2 日付けで、中

央執行委員会に対し、原告らにそれぞれ後記の本件各統制処分をするのが相当である旨答申し
た。
被告は、同日、第 8 田中央執行委員会において、前記答申を承認する旨議決した。
(甲 6 、 7 、 9 の 1 ・ 2 、甲 2 3 の 1 ・ 2)
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(4 )本件各統制処分
中央委員会は、前記( 3) の統制委員会の答申を受けて、令和 2 年 1 1 月 4 日付けで、原告
らに対し、いずれも東京土建一般労働組合規約(以下「本件規約」としづ。) 4 0 条 1 項 1
号、 2 号、 4 号及び 5 号の統制事由に該当することを理由として、次の内容で本件各統制処分
をした。
ア原告Aについて
除名処分(令和 2年 1 2 月 1 日)
今後「元東京土建OOJ 等役職名の使用禁止
令和 2年 1 1 月 3 日より権利停止、全ての役職罷免、再加入禁止
(甲 8 の 1 ) 
イ 原告B について
除名処分(令和 2年 1 2 月 1 日)
今後「元東京土建OOJ 等役職名の使用禁止
令和 2 年 1 1 月 3 日より権利停止、全ての役職罷免、再加入禁止
(甲 8 の 2)
ウ原告Cについて
権利停止 3 年(令和 2年 1 1 月 3 日より)、全ての役職罷免
(甲 8 の 3)
( 5) 被告の綱領又は規約の定め
ア 東京土建一般労働組合綱領(以下「本件綱領」としづ。)
本件綱領には、 「東京土建一般労働組合は、戦前のたたかいの伝統をひきつぎ、建設労働者
の生活と社会的地位の向上のため結成以来一貫してたたかいを進め、同時に大衆的、民主的、
階級的労働組合の建設を掲げ奮闘してきた。」、 「組合は、資本・国家権力からの独立、政党
からの独立を堅持し、特定政党支持の立場をとらず、組合の自主性を確立し、組合の統ーと団
結を瞳のように大切にしてきた。そして組合員の政党支持、政治活動の自由を守ってきた。同
時に、要求と政策の一致する政党・議員とは、その実現のためにともにたたかう。」などと記
載されている。
(甲 3)
イ 本件規約(東京土建一般労働組合規約)
4 条
組合は、組合員の要求や意見を正しく反映させ組合員が自主的積極的に活動するように努め

る。
組合員の少数意見は尊重されるが、少数は多数にしたがい、また各々の機関で決定されたも
ののうち抵触する部分がうまれたときは上部機関の決定を優先することによって単一組織とし
ての機能を高め、団結の力をいっそう強めるよう努める。
40 条 1 項
組合員が下記行為をした場合は、中央執行委員会は別に定める統制委員会規程による統制委

員会の答申を受け、その組合員に対し、除名、権利停止、戒告等の統制処分をする。
1 号組合の綱領、規約ならびに重要な決議に違反したとき
2 号組合に対し誹誘、中傷等の行為をし、その名誉や信用を段損したとき
4 号組合の分裂を企てたり、組合に混乱をもたらす行為をしたとき
5 号 前項の他、いちじるしく統制を乱し、組合に損害を与える行為や組合の名誉や信用を段
損したとき
(甲 4)
ウ 統制委員会規程
1 条
この統制委員会規程は、本件規約 40条に依拠するものである。

4 条
中央執行委員会及び支部執行委員会はその管轄下にある組合員が本件規約 40条所定の行為

に該当するとして告発を受けた場合、告発人から事情を聴取して、理由ありと判断したとき
は、統制委員会にその組合員に対する統制処分申立をしなければならない。
5 条
前条の申立をうけたら、統制委員会はこれを受理し、すみやかに審理を開始する。

6 条
統制委員会は必要と判断した時は、告発人や被告発人及び参考人から事情を聞き、さらに証

拠物件等の調査をすることができる。
7 条
統制委員会は、必要と判断した時は告発人及び被告発人から最終意見の陳述を聞くことがで

きる。
8 条
統制委員会は申立を受けた件について統制事由の存在を認めた場合、その旨と選択した統制

処分を中央執行委員会に答申しなければならない。
9 条
中央執行委員会は統制委員会から答申を受けたら、その答申に基づき審議し、これを是とす
る時は、統制事由と統制処分を決定し、告発人、被告発人及び申立をした執行委員会に通知し
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なければならない。
(甲 5)
2 争点及び争点、に関する当事者の主張
( 1 )争点 1 (確認の利益の有無)について
ア 原告らの主張の要旨
(ア)被告においては、本部役員である者が大会で役員選挙の投票権を有する代議員として就
任することが慣例で、あったところ、原告らは、それぞれ本部役員として中央副執行委員長又は
常任中央執行委員を務めていた。それにもかかわらず、原告らは、本件各統制処分を受けたこ
とから、令和 3年 3 月 1 4 日の第 74 固定期大会において、代議員として就任し、投票権を行
使することができなかった。
(イ)また、被告において、名誉中央執行委員に就任した者は、被告内において表彰を受ける
ことができ、機関誌に掲載されるほか、本部の名誉中央執行委員に就任すれば、支部の名誉中
央執行委員にも就任することとなり、支部の各種委員会等にも参加することができるようにな
る。そして、被告における慣例では、本部役員の地位に通算 5年以上あった者は、例外なく名
誉中央執行委員に就任している。原告A及び原告B は、本件当時本部役員の地位に通算 5 年以
上就任しており、令和 3 年 3 月 1 4 日の任期満了で名誉中央執行委員に就任するはずで、あった
にもかかわらず、本件各統制処分を受けたことから、名誉中央執行委員となることができなか
った。
(ウ)以上によれば、本件訴えのうち、原告Aが被告に対し令和 3 年 3 月 1 4 日まで中央副執
行委員長としての権利を有する地位にあったことの確認を求める部分(前記請求 1 (1) )、
原告B が被告に対し同日まで常任中央執行委員としての権利を有する地位にあったことの確認
を求める部分(前記請求第 2 (1) )及び原告Cが被告に対し同日まで常任中央執行委員とし
ての権利を有する地位にあったことの確認を求める部分(前記請求第 3 (1) )は、原告らが
代議員又は名誉中央執行委員としての地位を有することを確認するためにも必要というべきで
あるから、確認の利益を有し、適法というべきである。
イ 被告の主張の要旨
(ア)前記ア(ウ)の各請求は、いずれも各原告が令和 3 年 3 月 1 4 日までに役員としての権
利を有する地位にあったこととしづ過去の法律関係の確認を求めるものであり、確認の利益が
認められず、不適法で、あるから却下されるべきである。
(イ)被告の代議員には、支部からの推薦を受けた者が選出されることとされている。原告ら
は、自らの所属する支部から代議員としての推薦を受けなかったことから、代議員とならなか
ったに過ぎず、本件各統制処分を理由として代議員の資格が付与されなかったわけではない。
(ウ)名誉中央執行委員の地位は、単なる名誉を伴うに過ぎず、正式な中央執行委員としての
法的な地位、法律上の権利義務を伴うものではないから、そもそも法的地位ではないし、本部
役員を 5 年以上務めたからといって、自動的に名誉中央執行委員に就任するわけでもない。
( 2) 争点 2 (統制事由の有無)について
ア被告の主張の要旨
(ア)原告らの未来の会としての活動は、被告の分裂を企て、被告に混乱をもたらす行為とし
て、本件規約 40条 1 項 4 号の統制事由に該当する。
そもそも本件綱領には、特定政党支持の立場をとらず、組合の統ーと団結が重要である旨明

記されており、本件規約 4 条にも、単一組織として団結の力を強めるよう努める旨定められて
いることからすると、不偏不党を前提に、被告の統ーと団結を守ることは、全ての役員に強く
求められているというべきである。
被告においては、令和元年 8 月 1 日の第 5 回中央執行委員会において、本部の書記長が、政
党との勉強会が後援会活動として認められるかとの質問に対し、組合員個人の後援会活動を妨
げるものではない旨回答したところ、この時点では、未来の会の設立や活動については何ら想
定されておらず、当該回答に基づき、未来の会による活動が許可されたということはできな
し 10

(イ)ところが、本部の中央副執行委員長として被告の幹部役員を務めていた原告Aは、令和
元年 8 月上旬頃、 「東京土建の未来の会」、 「結成準備会及び賛同者募集のお知らせ」と記載
した書面を作成、配布し、新たな会を結成して、政党や議員と懇談、協議等を行う旨発表し、
組合員に対し広く賛同者を募集した。
被告は、豊島支部の組合員からの情報で、原告Aが前記募集を行ったことを知り、同月 1 9 日
に開いた囚役会議において、原告Aに対し、新しい会の名称に「東京土建」との文言を用いる
ことは被告と関連する団体であるとの誤解を招くため相当ではないこと、要請行動を活動目的
とするのであれば後援会とはいえず問題があること、分派活動になること等の問題点を指摘
し、注意をした。これに対し原告Aは、会の名称について検討すると述べた上、同月 2 1 日付
けで作成した「仮称東京土建未来の会」、 「賛同者募集のお知らせ」との記載がある書面
に、会の名称につき、被告の本部執行部と協議して決定する旨記載したにもかかわらず、その
後、被告との間でこのような協議を行わなかった。
原告Aは、同年 1 0 月にも、同様に「東京土建未来の会 (後援活動) J 、 「賛同者募集の
お知らせ」と記載した書面を作成、配布し、未来の会を結成するとして、組合員に対し広く賛
同者を募集した。このときも被告は、組合員からの情報で、原告Aが再び募集を行ったことを知
り、その直後の中央執行委員会の後に、原告Aに対して同様の指摘をし、組合員に呼び掛けを
行わないよう注意した。
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(ウ)このように、被告の役員が、原告らに対し、 「東京土建未来の会」との名称で要請行動
をしないよう繰り返し注意していたにもかかわらず、原告らは、被告に伝えることなく、令和
2年 8 月 4 日、未来の会として、都議会自由民主党議員との間で懇談し、リフォーム助成制度
の創設を求める要請行動をした。
その際、都議会に対して要請行動をする際は、事前に都連と相談等をすることがJ慣習で、あっ

たにもかかわらず、原告らは、そうした相談等をすることなく、要請行動をした。なお、原告
らは、同日にした要請行動に際し、被告要望書を政党又は会派に提出しているところ、被告要
望書は、次のとおり被告への説明なく作成、提出されたもので、あった。すなわち、同年 7 月 2
9 日、原告Aが委員長を務める被告の産業対策委員会の職域対策部会において、未来の会の会
員である組合員が、住宅リフォーム制度の創設、拡充を求めることを提案し、これが確認され
たところ、原告Aは、同部会の休憩時に、被告本部の常任中央執行委員である E (以下 IEJ
という。)に対し、都議会自由民主党に要請行動をするとして、その要請文を作成するよう指
示し、その際、同党との面談日は未定で、ある旨述べるのみで、同年 8 月 4 日に未来の会が都議
会自由民主党と懇談する予定で、あったことは秘していた。そこで前記E は、原告Aが都連への
相談等の手続を経て都議会に提出することを予定して、被告要望書を作成し、原告Aに交付し
たが、原告Aは、都連と相談等をすることなく、同日、被告要望書を都議会自由民主党の議員
に対し提出したのである。
その後、未来の会による要請行動について知った被告は、同月 7 日、同月 24 日及び同年 9

月 1 6 日に四役会議を開催し、原告Aに対し注意をし、未来の会を解散すること、今後分裂行
為を起こさないこと等を求めたが、原告Aがこれに応じなかったことから、本件各統制処分を
するに至ったものである。
(エ)原告らによる未来の会としての活動が被告の分裂を企てるものであったことは、原告ら
が未来の会の会員をメンバーとして作成していた LINE グループ(以下「本件LINE グル
ープ」という。)でのメッセージ内容からも明らかである。
(オ)以上の事情を有機的にとらえると、本件綱領及び本件規約においては、不偏不党を前提
に、統ーと団結が重要であるとされているところ、原告らは、都議会自由民主党という政権与
党との間で政策協議や要請行動をする目的で、原告Aを始めとする被告の幹部役員を会員とし
て、被告の一部とも誤認される「東京士建未来の会」との名称の別組織を結成し、被告の役員
から繰り返し注意されていたにもかかわらず、被告に事前の承認を求めたり事後の被告をした
りすることなく、また、事前に都連と相談することもなく、後援会活動の範囲を超えて、都議
会自由民主党に偏した要請行動をしたものである。
このように、原告らの未来の会としての活動は、被告の統ーと団結を揺るがすことにより、

被告の分裂を企て、被告に混乱をもたらす行為で、あったといえるから、前記統制事由に該当す
る。
イ 原告らの主張の要旨
(ア)原告らの未来の会としての活動は、被告の分裂を企て、被告に混乱をもたらす行為とは
いえないから、本件規約 40条 1 項 4 号の統制事由には該当しない。
そもそも本件綱領には、組合員の政治的活動の自由を個別に保障する旨と共に、要求と政策

の一致する政党及び議員とは共に闘う旨が記載されており、被告の主張する不偏不党を前提と
する記載はない。
(イ)そして、原告Aは、被告の産業対策委員会の責任者として、産業対策委員会で決めた方
針を実現し、組合員の地位を向上させるためには、多方面から多様な政党に働き掛けを行うこ
とが重要と考え、有志の参加者を募って、被告が日頃関係を持たない政党との間でも勉強会等
の活動を行うことが必要であると考えていた。
そうした中、被告は、令和元年 8 月 1 日の第 5 回中央執行委員会において、組合員個人の後

援会活動として政党との勉強会を行うことができる旨を確認し、組合員が、有志の参加者を募
ることを含めて、被告と日頃関係、を持たない政党との間で勉強会や後援会を行うことを認める
決議を行った。
そこで原告Aは、被告の活動を側面から応援するため、有志を募って、政党との勉強会や後

援会を行う会を結成することとし、 「結成準備会及び賛同者募集のお知らせ」と記載した書面
を送付して、賛同者を募集した。そして、原告Aは、同月 1 9 日に開催された四役会議におい
て、出席した役員に対し、有志の勉強会の説明と同日に開催される結成準備会への参加を呼び
掛けたが、その際、被告の役員からは何らの注意も受けなかった。
また、原告Aは、同年 1 0 月にも、同様に「東京土建未来の会(後援活動) J 、 「賛同者募

集のお知らせ」と記載した書面を送付し、未来の会の賛同者を募集した。その直後の中央執行
委員会の後に、原告Aが、被告の役員から、未来の会の設立や活動について注意を受けた事実
はない。
その後、未来の会は正式に発足したが、原告Aが賛同者の募集に際して送付した書面の記載

からも明らかなとおり、未来の会は、特定の政党や会派との活動を主たる目的として発足した
ものではなく、組合員の志に沿う都議会の政党、各派及び議員と懇談、協議等を行うことを予
定していたに過ぎない。
(ワ)未来の会は、被告本部において決定された運動方針を推進するため、政党との勉強会な
いし後援会を行うこととし、令和 2 年 7 月 1 4 日、都議会自由民主党等の議員と顔合わせをす
る機会を得た。また、未来の会は、引き続き同年 8 月 4 日にも、都議会自由民主党の議員と懇
談をし、都議会自由民主党で結成された未来の会世話人会に宛てて、未来の会要望書を提出し
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た。
被告は、都議会に要請行動をする際は、事前に都連と相談等をするのがJ慣習で、あった旨主張
するが，都連との間で、そのような取決めは存在しない。なお、原告Aは、前記 8 月 4 日の懇
談に際して、被告要望書を被告のために都議会議員に提出している。これは、同年 7 月 2 9 
目、被告の産業対策委員会の職域対策部会において、 iGO TO リフォーム」の要請を各政
党に行うことが決まり、原告Aが、被告の本部から、被告要望書を各政党に提出することを依
頼されたことによるものである。原告Aは、被告要望書の提出後、被告に対し行動報告書を提
出し、被告から役員としての活動費の支払を受けており、このことからも、都連との取決めが
存在しないことは明らかである。
(エ)以上のとおり、本件綱領には、組合員の政治的活動の自由を保障する旨や要求と政策の
一致する政党及び議員とは共に闘う旨記載されているところ、原告らは、特定の政党や会派と
の活動に限らず、組合員の志に沿う政党、会派等と懇談、協議等を行うことを目的とし、被告
の運動方針を推進するための後援会、勉強会等として未来の会を結成し、都議会議員に対する
要請をしたに過ぎない。未来の会に「東京土建」との名称が付されていることは、同会が被告
とは異なる名称を持った被告組合員の有志による会であることを意味するにとどまり、被告の
一部であることを誤認させるものではない。また、原告らは、有志で政党との勉強会や後援会
を行うことを認めた第 5 回中央執行委員会での決議に基づき、被告の本部役員にも参加を呼び
掛けるなど被告にも明らかにしつつ未来の会を結成し、活動したが、被告からは何らの注意や
指導も受けなかった。さらに、前記のとおり被告と都連との間で都議会への要請行動に際して
事前に相談等をする旨の取決めは存在せず、仮に存在したとしても、都連や都議会自由民主党
に混乱が生じた事実はない。
このように、原告らの未来の会としての活動は、同会の名称、組織としての性質、他国体と

の関係等を考慮しても、被告の目的や活動と軌をーにするものであり、被告の分裂を企て、被
告に混乱をもたらす行為で、あったとはいえないから、前記統制事由には該当しない。
( 3) 争点 3 (社会的相当性の有無)について
ア 原告らの主張の要旨
本件各統制処分は、明らかに過大で、あって、次のとおり適正な手続を経てもいなし 1から、社

会通念上相当であるとは認められない。
(ア)本件においては、原告らに対し、被告本部の中央副執行委員長から中央執行委員会に提
出された令和 2 年 9 月 24 日付け統制処分の申立書(以下「統制処分申立書」という。)が事
前に開示されることはなく、同年 1 0 月 1 日の第 7 回中央執行委員会で統制委員会に対し統制
処分の申立てをする旨決定された後も開示されなかった。
そして、原告Aは、同日の統制委員会の審理に参加したものの、原告らの活動が本件規約の
どの点に違反するかは不明確なままで、あった。その後、同月 1 2 日に統制委員会の審理が聞か
れたが、原告Aは当日出席することができず、日程の変更もされなかった。
また、原告B及び原告Cは、同日の統制委員会の審理に参加したものの、統制処分の具体的

理由の開示もなく、十分な弁明の機会も与えられなかった。
したがって、原告らは、本件各統制処分について、事前の理由の開示を受けておらず、十分

な弁明の機会も与えられなかったといえる。
(イ)統制委員会は、令和 2 年 1 1 月 2 日付けで中央執行委員会に対しでした答申において、
事前には全く指摘していなかった本件LINE グループ。における原告らの発言内容を、被告に
対する侮辱行為、批判行為として突然取上げ、原告らに弁明の機会を与えることなく、本件各
統制処分の理由として追加した。
(ウ)原告らについて統制委員会に対し統制処分の申立てをする旨決定された令和 2 年 1 0 月

1 日の第 7 回中央執行委員会において、被告からは、原告らについて統制委員会に対し統制処
分の申立てをするか否かを審議する際の資料として、 「東京土建未来の会回答 (9 月 24 日)
に対する東京土建としての見解(案) J と題する書面が提出されていた。しかし、中央執行委
員会から統制委員会に対し統制処分の申立てをする前に、被告が作成した見解案を記載した書
面が存在していたことは不合理である。
また、前記 1 0 月 1 日から 1 週間前の同年 9 月 24 日付けで、統制委員会から原告A宛て

に、 「東京土建一般労働組合統制委員会 招請状」と題する書面が送付されていた。これは、
既に同日の時点で、中央執行委員会から統制委員会に対し統制処分の申立てがされることを前
提として、被告が活動を開始していたことを意味する。
さらに、統制委員会は、同年 1 1 月 2 日付けで中央執行委員会に対しでした答申において、
「判明している『東京土建未来の会』中心メンバーの対策」などとして、未だ告発されていな
い者につき告発を慾湿している。
加えて、被告においては、同年 1 0 月 1 日、同月 1 2 日及び同月 2 5 日の統制委員会の各審

理の前に議事次第が作成されており、処分案までが記載されていた。
これらの事情からは、被告が、当初から統制処分を行うことを前提に手続を進めたことがう

かがわれ、中立性を欠く手続を経て、恋意的な判断により本件各統制処分をしたものと考えら
れる。
(エ)令和 2年 1 1 月 2 日の第 8 回中央執行委員会においては、原告らに本件各統制処分をす
るか否かを審議するに当たり、拍手による採決が行われた。このような採決は、投票数、賛成
数及び反対数が明確に判断できず、また、投票者の自由な意思が保障されないという点で、適
正さを欠き、違法というべきである。
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イ 被告の主張の要旨
争う。本件各統制処分は、過大な処分とはいえず、次のとおり適正な手続も経ているから、

社会通念上相当であると認められる。
(ア)統制処分申立書は、令和 2 年 9 月 24 日の本部常任執行委員会で朗読されており、統制
委員会は、同申立書をもとに、原告らに十分に理由を開示し、同年 1 0 月 1 日の審理に出席し
た原告A並びに同月 1 2 日の審理に出席した原告B及び原告C に対し、十分に弁明の機会を与
えている。
したがって、原告らが、本件各統制処分について、事前の理由の開示を受けておらず、十分

な弁明の機会を与えられなかったとはいえない。
(イ)統制委員会は、第三者から寄せられた資料に基づき、原告らの本件LINE グループρに
おける発言内容を認定したものであり、そのことに何ら問題はない。また、統制委員会は、前
記発言内容自体ではなく、原告らの未来の会としての活動内容を理由に、本件各統制処分を相
当とする旨答申したに過ぎず、原告らの未来の会としての活動については弁明の機会を与えて
いたから、適正な手続を経ていたといえる。
(ウ) r東京土建未来の会回答 (9 月 24 日)に対する東京土建としての見解(案) J と題す
る書面は、原告Aが令和 2 年 9 月 1 6 日の四役会議で被告に対し提出していた書面に関する被
告の見解を示したものであり、原告らに対する統制事由の有無に関する被告の見解を示したも
のではない。また、同書面の内容が統制事由の有無に関わるとしても、中央執行委員会が統制
委員会に対し統制処分の申立をした理由を記載した資料を提出したものともいえるから、統制
処分の申立をする旨決定された同年 1 0 月 1 日の第 7 回中央執行委員会において、同書面が存
在していたことが不合理とはいえない。
同日から 1 週間前の同年 9 月 24 日付けで統制委員会から原告A宛てに「東京土建一般労働

組合統制委員会 招請状」と題する書面が送付されたのは、中央執行委員会で原告らについて
統制処分の申立をするか否かに関する審議が予定されていたからに過ぎず、中央執行委員会か
ら統制委員会に対し統制処分の申立がされることを前提として、被告が活動を開始していたこ
とを意味するものではない。
統制委員会が同年 1 1 月 2 日付けで中央執行委員会に対しでした答申において、 「判明して
いる『東京士建未来の会』中心メンバーの対策」などとして未来の会の他の会員に対する措置
を求めているのも、統制事由の存在の判断をした上での補足事項を述べたものに過ぎず、本件
各統制処分に係る手続の公平性に疑問を生じさせるものではない。
したがって、本件各統制処分が、中立性を欠く手続を経て、恋意的な判断によりされたもの

とはいえない。
(エ)採決の方式については合議体の議長に選択権が与えられており、必ずしも挙手による採
決をしなければならないというわけではなし、から、令和 2年 1 1 月 2 日の第 8 回中央執行委員
会において拍手による採決が行われたからといって、同採決が適正さを欠き違法で、あったとは
いえない。
(4) 争点 4 (不法行為の成否)について
ア 原告らの主張の要旨
本件各統制処分は、根拠とする統制事由を欠き、社会通念上相当であるとも認められないか
ら、故意又は過失によって原告らの権利又は法律上保護された利益を侵害したものということ
ができ、不法行為に該当する。
イ 被告の主張の要旨
争う。
( 5) 争点 5 (原告らの損害)について
ア 原告らの主張の要旨
原告らは、本件各統制処分によって、被告の役員としての任期満了前に除名又は資格停止と
なったことから、次の各損害(令和 2 年 1 1 月から令和 3 年 3 月までの役職手当及び慰謝料)
を被った。
(ア)原告Aについて
役職手当(月額 7 万円の 5 か月分) 3 5 万円
慰謝料 100 万円
合計 135 万円
(イ)原告B について
役職手当(月額 5 万円の 5 か月分) 2 5 万円
慰謝料 100 万円
合計 125 万円
(ウ)原告C について
役職手当(月額 5 万円の 5 か月分) 2 5 万円
慰謝料 100 万円
合計 125 万円
イ 被告の主張の要旨
争う。なお、原告らの令和 2 年 1 1 月から令和 3 年 3 月までの役職手当額及びこれらの役職

手当が支払われていないことは認める。
第 3 争点に対する判断
1 認定事実
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前記前提事実に加え、証拠(後掲証拠のほか、甲 6 6 、乙 3 5 、 6 2 、証人 F (以下 I F J 
としづ。〕、証人E、原告A) 及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
( 1 )原告Aは、平成 3 1 年 3 月に被告本部の中央副執行委員長に就任し、建設分野における
賃金、職域、労働、技術等に関する活動を統括する産業対策委員会の責任者を兼務していたと
ころ、被告組合員個人の仕事の確保、賃金等の労働条件の向上に取り組むためには、一部の組
合員による有志の会を結成し、与党を含めた都議会の各政党に働き掛ける必要があると考えて
いた。
その後、令和元年 8 月 1 日の第 5 回中央執行委員会において、本部の書記長から、政党との

勉強会については、後援会活動として進める旨確認されたこと(前記前提事実( 2) ア)を受
けて、原告Aは、他の原告らと共に、前記のような有志の会を結成することとし、同月 7 日
頃、 「東京土建の未来の会」、 「結成準備会及び賛同者募集のお知らせ」などと記載した書面
を作成して、被告組合員にファックスで送信するなどし、同会への賛同者を募集した。
(甲 2 、 1 1 、乙 5 3 の 1 ・ 2)
( 2 )ア 被告の本部役員は、令和元年 8 月 7 日頃、豊島支部から、前記( 1 )の書面がファ
ックスで送信されてきた旨の連絡を受け、原告らが「東京土建の未来の会j と称して有志の会
への賛同者を募集している旨認識したことから、同月 1 9 日の四役会議の際、原告Aに対し
て、 「東京土建」との名称を付して政党に対し要請をすることには問題がある旨注意した。
イ 原告らは、同日、前記四役会議後に有志の会の結成準備会を聞き、会の名称について話し
合った上、同年 1 0 月頃までに会の正式名称を「東京土建未来の会」と決定し、同月吉日付け
の、 「東京土建未来の会 (後援活動) J 、 「賛同者募集のお知らせ」と題する書面(甲 1
2) を作成、配布して、同会への賛同者を募集した。
上記書面においては、概要、 [ 1 J 設立趣旨として、被告の綱領に政党・政治活動の自由が

植われていることを前提として、組合員の営業と暮らしの向上(社会的地位の向上)を目指す
とともに、我々の志に沿う政党・会派及び議員と具体的な懇談・協議等を行いながら後援活動
を行う旨、 ( 2 J 目指す活動として、組合が社会に聞かれた有用な組織であることを、政治を
含め全方位外交で知らせていくために、私たちの志に沿う全ての政党・会派及び議員の活動を
応援するとともに、組合員の自由な政治活動の活性化を図り、被告本部大会で決定した運動方
針を側面から支援する旨が記載されている。
その後、原告らは、会員同士で懇親会を開くなどした上、令和 2 年 2 月 8 日、未来の会の第

1 回全体会を開催した。
(甲 1 2 、乙 5 4) 
( 3) ア 原告らは、本件LINE グループロを作成し、会員同土で連絡を取り合っていたとこ
ろ、原告Aは、令和 2年 7 月 2 日、同月 4 日及び同月 7 日、同グループ。において、都議会自由
民主党及び公明党の議員との問で同月 1 4 日に懇談する約束を取り付けた旨のメッセージを投
稿した。
この間、原告Aは、同月 9 日に、都連と都議会各政党等との交渉が行われた際に、被告が共

産党及び「生活ネット党」との協議のみに参加したことを疑問視する投稿をし、その後、原告
B らが、被告と共産党との関係を批判する趣旨の投稿を繰り返した。
イ 原告A及び原告Cは、令和 2 年 7 月 1 4 日、都議会自由民主党及び公明党の議員と面談し
た。原告B は、当該面談に参加することができなかったところ、同日、本件LINE グソレーブρ
において、原告Aから、前記面談が成功した旨のメッセージが投稿されたことを受けて、 「良
かった!このことで わたし達、都連 土建本部使わなくても、出来るんですね」とのメッセ
ージを投稿した。
同月 2 2 日頃、都議会自由民主党の議員から、未来の会に対し、議員連盟を立ち上げる前に

未来の会世話人協力会を立ち上げたい旨の連絡があり、未来の会と同党議員との間で、同年 8
月 4 日に会合を開くことが合意された。
ウ 令和 2年 7 月 2 9 日、被告の職域対策部会がウェブ会議の方法で聞かれ、未来の会の会員
であり職域対策部長を務めていたGが、自治体に対し、住宅改良を目的とした住宅リフォーム
助成制度を創設、拡充するよう要求することを提案した。同日、産業対策委員会の責任者であ
った原告Aは、被告本部の常任中央執行委員であり、産業対策委員会の担当者を務めていたE
に対し、原告A及び前記Gが都議会自由民主党の議員に交付するなどと述べて、 I g 0 t 0 

リフォーム」との題で要望書を作成するよう指示した。そこで、 E は、被告本部の F書記次長
と相談しつつ、原告A との聞で文案を調整した上、都議会の自由民主党、公明党及び都民フア
ーストの会の各議員に宛てて、 I G 0 T 0 R E F 0 R MJ と称する住宅リフォーム助成制
度の創設を希望する旨の被告要望書 3 通を作成の上、同年 8 月 4 日までに原告Aに交付し、こ
の際、要請行動に関する報告書の書式(甲 1 4) を交付してその作成を求めた。
原告らは、同日、都議会自由民主党の議員と面談し、被告要望書を提出した後、住宅リフォ
ーム助成制度の創設を希望する旨の要望事項を記載した未来の会要望書を提出した。
(甲 1 3 、 1 4 、 6 7 、 6 8 、乙 1 4 、 3 7 、 3 8 、 5 5) 
(4) 被告本部は、令和 2 年 8 月 6 日、日野支部からの問合せを受け、原告らが未来の会とし
て同月 4 日に都議会自由民主党の議員らと面談し、要望事項を記載した書面を提出した旨認識
した。
そこで被告本部は、同月 7 日に四役会議を開催した上、同月 24 日にも四役会議を開催し

て、出席した原告Aから陳述を聴取し、前記書面の提出を求め、同月末日頃、原告Aから、未
来の会要望書の提出を受けた。
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これらの事情を総合すると、原告らは、要請行動に係る被告の現状に対する前記の不満や批
判を前提として、被告本部や都連を介さずに、主に都議会与党との連携を図ることを目的とし
て未来の会を結成し、上記面談等の活動を行ったものと推認するのが自然である。
以上に加え、本件綱領及び本件規約において、被告が統一と団結を大切にし、これを強める
よう努める旨規定されていること(前記前提事実(5 )ア、イ)も併せ考慮すれば、原告らの
未来の会としての活動が、被告の本部役員に対し、被告の分裂を企て、被告に混乱をもたらそ
うとしているとの懸念を抱かせるもので、あったことは否定し難い。
( 2) ア しかし、本件綱領及び本件規約においては、組合員の政党支持、政治活動の自由の
擁護が植われており、一方で、、被告については、特定政党支持の立場をとらず、組合員の要求
や意見を正しく反映させて組合員が自主的積極的に活動するように努め、組合員の少数意見を
尊重する旨が規定されている(前記前提事実( 5) ア、イ)。
イ これらの綱領等の定めに照らすと、被告においては、複数の組合員が特定の政党に属する
議員との面談等をすることは組合員の政治活動の自由として許容されるし、これを前提とする
と、当該面談等において、組合員らが共通の関心事として被告の活動(要望事項)を話題とす
ることは自然な流れというほかない。
ウ さらに、前提事実( 2) アのとおり、被告においては、未来の会の結成に先立ち、住宅リ
フォーム予算の獲得に関する大田支部の報告を契機として、多様な政党との懇談につき質問が
され、これに対する回答として、書記長において、本部においても共産党以外の多様な政党と
の懇談をしているとの認識を示した上で、約 1 か月間の検討の後、本部の活動とは別に、組合
の方針と綱領に照らしながら、個人の後援会活動として懇談を行うことを妨げないとの認識を
示したものである。当該回答は，被告が特定政党支持の立場を取らないことを前提として、被
告本部による要請行動と別途、多様な政党との間で、組合の要望事項の実現を目的として、組
合員個人の政治活動として懇談を行うことを許容したものと解され、 「組合の方針と綱領に照
らしながら」との部分についても、懇談の相手方となる政党の選択について、被告において介
入する趣旨とは解し難い。
そうすると、原告らにおいて、被告の現状に対する不満や批判を前提として、都議会与党と
の連携を図る目的を有していたとしても、被告において特定政党支持の立場を前提としていな
い以上、要請行動の在り方に関する意見の対立については、被告内部の議論と多数決による解
決が想定されていたものというべきである。上記の不満等や目的の存在により、原告らの活動
が直ちに被告の方針や綱領に反するものとはいい難い。
以上によれば、前記( 1 )で述べたところを考慮しでも、原告らの活動が、被告の分裂を企
て、被告に混乱をもたらすもの(本件規約 40 条 1 項 4 号)とは直ちに評価し難いものという
ほかない。
( 3) この点、被告の主張中には、未来の会の名称、組織、活動内容及び他団体との関係等に
つき主張する部分がある。
ア名称について
未来の会の名称は、被告の名称である「東京土建」を付したものである。
しかしながら、被告の複数の組合員が政党や議員との懇談を行い、これを「後援会活動」と

して行う以上、当該後援会につき、被告の名称を使用することは自然な流れといえ、現に、
「東京土建」ないし「土建全都」の名称を付して政党に対する後援会活動を行う任意団体が複
数存在したものと認、められる(甲 1 5 の 1 ないし 4) 0 ["東京土建」の名称自体から、被告の
組織の分裂や混乱をもたらす要素を見いだすことは困難というほかない(原告らの活動との関
係については後述する。)。
イ 系且織について
証拠(甲 1 1 、 1 2 、 49 ， 5 0 、乙 5 3 、 5 4 [枝番を含む。 J )によれば、未来の会に
ついては、数度にわたり、組合員に対し広く賛同者の募集が行われ、当該募集文書において
は、会費の徴収、運営委員会の設置及び定期的な総会の開催につき記載がされており、令和 2
年 2 月 8 日に開催された全体会(総会)においては、運営委員等の役員が決定されたほか、被
告の中央執行委員会の議案等に関する分析や意見集約等が予定されていたものと認められる。
これらの事情によれば、原告らは、未来の会について、運営及び活動資金の面で継続性を有す
るとともに、被告の運営につき意見集約を図る集団として構想していたことがうかがわれる。
しかしながら、原告A(甲 50) は、未来の会について開催された全体会(総会)は、前記

令和 2 年 2 月の 1 回のみであり、前記意見集約等に係る議題については、現実には議論されな
かった旨を陳述するところ、その後の全体会(総会)の開催や、未来の会による意見具申等の
存在をうかがわせる証拠はなく、上記陳述の信用性は否定し難い。これに加え、前記( 2) で
述べたところを併せ考えると、上記構想の存在を前提としても、原告らにおいて、被告の内部
に別組織を形成し、被告の分裂を図ったものとは直ちに認め難い。
ウ 活動内容及び他団体との関係、について
原告らは、未来の会として都議会自由民主党の議員と懇談し、未来の会要望書を提出してい
るところ、当該書面に記載されていた住宅リフォーム助成制度の創設等の要望事項は、それ自
体被告組合員の仕事の確保や労働条件の向上につながるものであり、前提事実( 2) アにおけ
る被告本部書記長の回答の契機となった「住宅リフォーム予算の獲得」とも軌をーにするもの
である。被告本部の常任中央執行委員で、あったEが、原告Aからの要請を受けて、同様の要望
事項を記載した被告要望書を作成、交付すること自体には応じていること(前記認定事実
( 3) ウ)も考慮すると、未来の会の活動は、その内容面においては、被告の目的、方針等に
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沿うものであったということができる。
一方で、原告Aは、未来の会として設定した都議会自由民主党議員との懇談の機会に、被告

要望書及び未来の会要望書をともに提出している。このような行動は、原告らが被告の役員で
あったことと相まって、懇談の相手方に対し、未来の会が被告の代表ないし窓口であるとの印
象を与える可能性があるものといえる。
しかしながら、未来の会要望書(乙 7) には、被告要望書と異なり「要望書」との表題は付

されておらず、この点につき、原告Aは、要請行動に関する被告からの指摘に配慮した旨を供
述している(原告A本人 50 頁、 5 1 頁)。また、未来の会要望書の冒頭部分には、未来の会
の趣旨につき、被告の綱領に謡われた組合員の政治活動の自由に基づく団体である旨が記載さ
れている。これに加え、原告らは、都議会自由民主党の議員に対し、 Eから交付された被告要
望書を提出した後、当該書面とは別に未来の会要望書を提出し、住宅リフォーム助成制度の創
設等を要請していること(前記認定事実( 3) ウ)に照らすと、飽くまで被告自体とは異なる
一部の被告組合員によって結成された有志の会である旨を明示して活動していたものというこ
とができ、現実に、都議会自由民主党において未来の会の位置付けにつき混乱を生じた形跡は
ない。原告らにおいて、活動の相手方に対し、被告の活動である旨を誤認させることにより、
被告の分裂や混乱を意図していたものとは認め難い。
なお、被告は、都議会に対し要請をする際は事前に都連と相談等をすることが慣習であり、

未来の会の活動により都連に混乱が生じた旨主張するが、かかる慣習が書面で定められている
ことを認めるに足りる証拠はない上、 F は、当該慣習が被告組合員全員に周知されていたわけ
ではないことを自認している(証人F 34 頁)。また、被告は、上記の主張につき都連の役
員等に係る人証申請を行わない一方で、 Hの陳述書(乙 6 4) によれば、傘下の各組合が、自
らの都合により不定期に「地元都議会議員」に要請を行う場合があったものと認められ、特定
の「地元都議会議員」を想定し難い被告(甲 4 ・第 2 条参照)については、むしろ広範な要請
行動等が許容されていた可能性が高いと考えられる。以上によれば、被告主張の慣習が存在し
ていたこと自体認め難い。また、仮に当該慣習が存在したとしても、当該活動が統制事由に該
当することを基礎付ける事情として重視することはできないというべきである。
(4) 以上述べたところを総合すると、原告らの活動は、被告による要請行動に対する批判や
不満に基づくものと推認されるものの、この点が直ちに被告の分裂を企て、被告に混乱をもた
らすものとはいえない(前記( 2) )。また、原告らの活動は、その内容面においては被告の
方針に沿うものであり、相手方との関係において、被告の活動との誤認等を意図したものとは
いえず、また、組織の面においても、被告の内部に別組織を形成し、被告の分裂を図ったもの
とは直ちに認め難い(前記( 3) )。以上によれば、原告らの未来の会としての活動が、被告
の分裂を企て、被告に混乱をもたらす行為で、あったとはいえず、本件規約 40条 1 項 4 号の統
制事由に該当するとは認められない。
したがって、本件各統制処分は、根拠とする統制事由を欠き無効であるから、原告らの請求

のうち、原告A及び原告Bがそれぞれ被告に対し組合員としての権利を有する地位にあること
の確認を求める部分並びに被告が原告Cに対し令和 2年 1 1 月 2 日付けでした統制処分が無効
であることの確認を求める部分はいずれも理由がある。
4 争点 3 (社会的相当性の有無)について
( 1 )原告らは、統制処分申立書が開示されず、統制委員会の審理において十分な弁明の機会
も与えられなかった旨主張する。
しかし、統制委員会の審理のうち、原告Aは令和 2年 1 0 月 1 日の審理に、原告B及び原告

C は同月 1 2 日の審理にそれぞれ出席している上(前記認定事実( 5) )、原告Aから統制委
員会宛てに提出された弁明書には、統制処分申立書に対する反論内容が記載されていること
(乙 5) からすると、原告らに対し統制処分申立書が開示されなかったとは認め難い。
そうすると、原告らに統制処分申立書が開示されず、統制委員会の審理において十分な弁明

の機会が与えられなかったとはいえなし、から、原告らの前記主張は採用することができない。
( 2) 原告らは、被告が当初から統制処分を行うことを前提に手続を進め、中立性を欠く手続
を経て、怒意的な判断により本件各統制処分をした旨主張する。
この点、原告らが前記主張の根拠として主張する事情のうち、原告Aが令和 2 年 9 月 24 日

付けで統制委員会から受領した「東京土建一般労働組合統制委員会 招請状」と題する書面
(甲 1 6) には、 「本部四役複数人から『貴殿の統制処分を求める申立書』が中央執行委員会
に提出されます。」などとして、同年 1 0 月 1 日の第 7 回中央執行委員会後に予定される統制
委員会の審理への出席を求める旨記載されていたことからは、中央執行委員会における統制処
分申立ての決定に先立ち、原告らに対する審理の開始に備えて統制委員会が招集されたことが
推認される。しかしながら、統制委員会が、その規程上、中央執行委員会の申立後速やかに審
理を開始すべき立場にあり(前記前提事実( 5 )ウ)、特に、分派行動に係る申立てに関して
は、一般的に迅速な審理が必要と考えられることに照らせば、中央執行委員会の決定を条件と
して、予め統制委員会が招集されることが不自然とはいい難い。
また、統制委員会の各審理の前に作成された議事次第(乙 1 ないし 3) については、結論と
しての統制処分につき、 [ 1 J 初回の審理(令和 2年 1 0 月 1 日)に関しては「統制処分に至
る場合」として 3 種類の処分(除名、権利停止、戒告等)が記載され、 [2 J 2 回目の審理
(同月 1 2 日)に関しては、上記 3 種類のほか、 「処分保留」が選択肢として記載され、
[3 J 3 回目の審理(同月 2 5 日)に関しては、 「答申文書案」として、具体的な処分案が記
載されているが、これらは、統制委員会において、審理の進捗に応じて検討の対象となる処分
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案を具体化した状況を示すものに過ぎない。また、 2 回目の審理については、 「弁明書のポイ
ント整理J (乙 2 ・ 4 頁以降)として、原告らの弁明書に対応して統制事由の存在を主張する
趣旨の記載があるものの、全体として、断定的な記載を避け、各委員の判断を促す内容であ
り、特定の結論を予定したものとはいえない。被告が当初から特定の統制処分を行うことを前
提に手続を進めていたとものとは認め難い。
さらに、原告らが主張するその他の事情のうち、 「東京土建未来の会回答 (9 月 24 日)に

対する東京土建としての見解(案) J と題する書面(甲 6 ・ 9 頁)については、中央執行委員
会(令和 2年 1 0 月 1 日)において統制処分の申立ての可否を決定するにあたり、原告らが弁
明の趣旨で提出した同年 9 月 24 日付け書面(乙 1 0) の内容につき検討することは当然であ
り、申立てを正当とする立場から上記「見解(案) J が作成されたとしても、合議体の検討に
係る議論のたたき台の域を逸脱するものとはいえず、被告の恋意性を裏付けるものとはいえな
し、。

加えて、統制委員会が、答申書において、 「判明している『東京土建未来の会』中心メンバ
ーの対策J と称して、未来の会の他の会員に関して然るべき措置を講じるよう上申しているこ
と(甲 7) については、原告らに対する統制事由の存在を前提として他の会員に対しても公平
に同様の措置を採ることを勧告したものに過ぎず、同様に被告が怒意的な判断により本件各統
制処分をしたことを基礎付けるものとはいえない。
以上によれば、統制委員会が、統制処分を行うことを前提に審理や答申を行い、被告が、中
立性を欠く手続を経て、恋意的な判断により本件各統制処分をしたとは認め難いから、原告ら
の前記主張は採用することができない。
( 3) もっとも、統制委員会の答申書(甲 7) では、統制事由に該当する事情のーっとして、
原告らが被告と本部役員を誹誘中傷していたと指摘され、原告らが本件LINE グループ1こ投
稿していた複数のメッセージの具体的な内容が挙げられていた(前記認定事実( 5) )とこ
ろ、統制委員会が令和 2年 1 0 月 2 5 日までには当該メッセージの内容を把握していた(乙
3) にもかかわらず、当該メッセージの内容について原告らに弁明の機会が付与されたことを
認めるに足りる証拠はない。
この点、被告は、原告らが未来の会の活動について弁明の機会を与えられているから、前記

メッセージの内容につき弁明の機会を与えられていないことは違法となるものではない旨主張
する。しかしながら、前記答申書のうち、 「統制処分に至った理由 J (甲 7 ・ 3 頁ないし 9
頁)の記載の半分程度が本件LINE グループρに依拠しており、統制委員会において、本件統
制処分の正当性を裏付ける証拠として、これを極めて重視したことは明らかである。一方で、
原告らの批判的投稿は、被告の要請行動の在り方に対する原告らの不満や批判(前記 3 (1) 
参照)を前提とするものと解され、また、その大部分は、都議会自由民主党との面談の発覚以
降、本件統制処分に至る過程で生じた被告本部に対する批判を表現したものと解されるにもか
かわらず、答申書における引用は、これらの事情を無視しており、恋意的な引用との評価を免
れない。以上によれば、原告らが前記メッセージの内容につき弁明の機会を与えられていない
ことは、手続として不適正で、あったといわざるを得ない。
また、そもそも令和 2年 1 0 月 1 日の第 7 回中央執行委員会では統制委員会に対し統制処分

の申立てをすることについて相当数の反対票が投じられ、統制処分の可否自体については慎重
に賛否を集計すべき状況で、あったにもかかわらず、同年 1 1 月 2 日の第 8 回中央執行委員会に
おいては、会場に出席した参加者からの拍手、ウェブを通じた参加者からの意思表示によって
採決が行われ、賛成多数として統制委員会の答申を承認する旨議決されており(前記認定事実
( 5) )、投票の秘密性も担保されず、また、賛成が多数か杏かも不明瞭な投票方法によっ
て、採決が行われたということができ、手続として不適正で、あったといわざるを得ない。
したがって、本件各統制処分は、適正な手続を経ておらず、社会通念上相当であったとは認

められない。
5 争点 4 (不法行為の成否)について
前記 3 及び4 のとおり、本件各統制処分は、根拠とする統制事由を欠く上、適正な手続を経
ておらず、社会通念上相当で、あったとは認められないから、故意又は過失によって原告らの権
利又は法律上保護された利益を侵害したものということができ、原告らに対する不法行為に該
当する。
6 争点 5 (原告らの損害)について
原告らは、本件各統制処分によって、それぞれ除名又は権利停止となり、同処分を受けた令

和 2 年 1 1 月から被告の役員としての任期満了が予定されていた令和 3 年 3 月までの 5 か月分
の役職手当の支払を受けておらず、これらは原告らが不法行為によって被った損害と認められ
る。そして、原告らが本件各統制処分によって被った精神的苦痛に対する慰謝料はそれぞれ 1
0 万円とするのが相当であるから、原告らは、それぞれ被告に対し、次の各合計金額及びこれ
に対する訴状送達日の翌日である令和 3 年 5 月 20 日から支払済みまで民法所定の年 3 分の割
合による遅延損害金の支払を求める請求権を有するものである。
( 1 )原告Aについて
役職手当(月額 7 万円の 5 か月分) 3 5 万円
慰謝料 1 0 万円
合計 4 5 万円
( 2) 原告B について
役職手当(月額 5 万円の 5 か月分) 2 5 万円
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慰謝料 1 0 万円
合計 3 5 万円
( 3) 原告Cについて
役職手当(月額 5 万円の 5 か月分)
慰謝料 1 0 万円
合計 3 5 万円
第4 結論
よ って、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第 1 1 部
裁判長裁判官前津達朗裁判官

25 万円

山崎雄大 裁判官 山田f忠一郎

圃置躍量墨田
Cop'll"i~ht 但) 1 999 TKC Corp口問tion 刈I Ri~hts Re主erved

LEX/DBインターネットに関する知的所有権その他一切の権利は株式会社TKCおよび情報提供者に帰属します。
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新・判例解説 Watch ◆ 民事訴訟法 No.102
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　　　　ローライブラリー ◆ 2019年 1月18日掲載　
文献番号 z18817009-00-061021702

日本舞踊の流派の名取の地位にあることの確認を求めた訴えが司法審査の
対象になるとした事例

【文 献 種 別】　判決／東京高等裁判所
【裁判年月日】　平成 28年 12 月 16 日
【事 件 番 号】　平成 28年（ネ）第 3105 号
【事　件　名】　損害賠償等、総会決議不存在確認請求控訴事件（花柳流花柳会事件）
【裁 判 結 果】　控訴棄却
【参 照 法 令】　裁判所法 3条
【掲　載　誌】　判時 2359 号 12 頁

…………………………………… ……………………………………
LEX/DB 文献番号 25544737

事実の概要

　Ｘ（原告・被控訴人）は、花柳流の三世宗家家
元の後見人の一人としてその補佐役を務めていた
Ａの孫であり、花柳流の名取として活動していた。
Ｙ１（被告・控訴人）は花柳流において四世宗家家
元として活動している日本舞踊家であり、Ｙ２（被
告・控訴人）は花柳流の宗家家元及び名取を構成
員たる会員とし、花柳流花柳会会則という名称の
会則を定め、機関誌の刊行、講習会の開催等の事
業を行っている団体である。
　ＸはＹ１から、平成 26 年 4 月 9 日付けで花柳
流の名取から除名し、Ｘによる花柳流の苗字芸
名（名取名）及び流派の流紋の使用を禁止する旨
の処分を受けた（以下、「本件除名処分」という。）。
除名の理由は、Ｘが自らの名取名を冠した会にお
いて、数度にわたり、既に花柳流から除名された
者を参加させ、許されていない苗字芸名や流紋を
使用させたこと、及び必要な事前届出等の手続を
経ることなく、勝手に特定の演目を上演したこと
等であった。Ｘはこの除名処分の無効を主張し、
Ｙ１に対して、自らが花柳流の名取の地位にある
ことの確認、Ｙ２に対して同会の会員の地位にあ
ることの確認等を求めて提訴した。
　以下、花柳流の名取の地位の確認請求が司法審
査の対象となるか否かに絞って、判旨をみていく
こととする。
　第一審（東京地判平 28・5・25 判タ 1448 号 202 頁）
は、裁判所がその固有の権限に基づいて審判する

ことのできる対象は、裁判所法 3条 1 項にいう
「法律上の争訟」であり、これはあらゆる法律上
の係争を意味するものではなく、「例えば、一般
市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法
規範を有する特殊な部分社会における法律上の係
争のごときは、それが一般市民法秩序と直接の関
係を有しない内部的な問題にとどまる限り、その
自主的、自律的な解決に委ねるのを適当とし、裁
判所の司法審査の対象にはならないと解するのが
相当である」との一般論を述べた後、花柳流の名
取の地位に基づいて様々な権利利益を付与され享
受しているのであり、これらの権利利益は単なる
事実上の利益にとどまらず法的利益と評価される
ものであり、花柳流の名取の地位を喪失した場合
には、その地位の喪失それ自体を直接の原因とし
て、上記法的利益としての権利利益を享受できな
くなることや、花柳流において名取の地位が統一
的な規範に基づく規律の中核を成すとともに組織
の中核を成すＹ２の構成員の資格であるなど、重
要な法的地位と評価されること等に鑑みれば、除
名処分を受けた花柳流の名取による名取の地位の
確認を求める請求の訴訟物は、一般市民法秩序と
直接の関係を有しない内部的な問題にとどまるも
のとはいえず、一般市民法秩序と直接の関係を有
する法律問題に当たるとした。さらに、本件除名
処分の適否は、Ｙ１が処分権者として本件除名処
分を行うにあたってその裁量権の範囲の逸脱又は
その濫用があったか否かという観点から争われて
おり、このような裁量処分の適否に係る判断は、
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除名処分等の懲戒処分の適否全般について一般に
採られている判断枠組み（最判平 18・9・14 集民
221 号 87 頁参照。処分者の裁量権の行使が、全く事
実の基礎を欠くか又は社会通念上著しく妥当性を欠
き、裁量権の範囲を超え又はこれを濫用してされた
と認められる場合には、無効となる。以下、「最判平
成 18 年ルール」とする。）に基づく裁判所の審査
に適する事項といえるから、訴訟物は、法令の適
用により終局的に解決することができるものであ
るとし、これは裁判所法 3条 1 項にいう「法律
上の争訟」に該当し、司法審査の対象となるとし
た上で、Ｘの名取の地位確認請求を認容した。
　これに対してＹ１及びＹ２が控訴したのが本件で
ある。

判決の要旨

　控訴棄却。
　「Ｙ１らは、Ｙ１に対してＸが花柳流の名取の地
位にあることの確認を求める請求及びＹ２に対し
てＸがＹ２の会員の地位にあることの確認を求め
る請求がいずれも司法審査の対象になるという原
審の判断について、花柳流が家元制度を採用して
花柳の『名』や『振り・型』を保存・伝承しよう
とした趣旨や家元制度における家元の権限、家元
及び名取の責務に鑑みれば、本件はおよそ法律を
適用して解決することができないものであること
は明らかであるなどと主張する。
　しかし、花柳流の名取の地位を基礎とする権利
利益は、著作権が取得されている花柳流の舞踊の
振り付けを上演するための権利の基盤であり、日
本舞踊家としての職業活動及び事業活動の基盤で
あることに加え、Ｙ２の総会における議決権を伴
う会員資格の基盤でもあることからすれば、花柳
流の名取がその地位に基づいて享受する権利利益
は、単なる事実上の利益にとどまらず、法的利益
と評価されるべきものであって、除名処分を受け
た花柳流の名取による名取の地位の確認請求は、
一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な
問題にとどまるものとはいえず、一般市民法秩序
と直接の関係を有するものというべきであること
は、原審の説示するとおりである。Ｙ１らの指摘
する諸事情は、花柳流の名取がその地位に基づい
て享受する上記権利利益の評価を左右するもので

はなく、名取の地位の確認請求に係る上記判断に
影響しない。
　そして、本件除名処分について、日本舞踊の流
派である花柳流に属する者が遵守すべきものとさ
れる花柳流規則に基づいて行われたものであり、
団体の自治を尊重すべきであるというＹ１らの指
摘を考慮しても、本件除名処分の効力の有無につ
いては、懲戒処分の効力の判断において一般的に
採られている判断枠組みに基づき、処分権者であ
るＹ１による裁量権の範囲の逸脱又はその濫用が
あったか否かという観点から判断することができ
るから、本件における名取の地位の確認請求が法
令の適用により終局的に解決することができるも
のに当たるというべきであることは、原審の説示
するとおりである。」１）。

判例の解説

　一　問題の所在
　社会には、そこで一般的に妥当する法秩序とは
別に、それぞれの団体の持つ規律に従って活動す
る団体が多数存在する。その団体内部で紛争が生
じたときに、団体の自律的な解決に不満を持つ者
が司法の場で解決を望む場合、当該団体の性質と
の関係で、そもそも裁判所が法律を適用して終局
的に解決できる紛争（法律上の争訟）なのか、あ
るいは団体の自治との関係で、司法がどこまで介
入できるのか、団体の自律権の尊重と不利益を受
ける者の司法上の救済の必要性との調和の問題が
生じる２）。これまで判例では、政党、議会、学会、
大学（対学生や教授会）、宗教団体、弁護士会、司
法書士会、公認会計士協会、スポーツ連盟（学生
スキー連盟）、行政機関、自治会等、多種多様の
団体内部の規律をめぐる紛争が問題となってきた
が、本件は、伝統芸能（日本舞踊）の保存・伝承
を目的とする団体（流派）の内部処分の適否、及
び伝統芸能上の地位である名取の地位確認が司法
審査の対象となるかが争われた事例である。
　伝統芸能上の地位確認について、これまで法律
上の争訟性を認めた事例は見当たらないが、何を
もって一般市民法秩序と直接の関係があるとする
か、また法律上の争訟に当たるとしてどこまで団
体の内部的処分を審査の対象とするかについて
は、団体の規模や目的、被処分者の受ける不利益
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の程度など、個々の事案ごとに判断が分かれると
ころであり、本判決もそれを示す事例の一つであ
る。

　二　従来の判例・学説
　１　法律上の争訟性と一般市民法秩序
　一般に法律上の争訟性について審査する際に
は、訴訟物、次に訴訟物判断の前提問題を順次
チェックする二段階審理モデルがとられている３）。
従来は主に、宗教団体内部の紛争が裁判所に持ち
込まれたときに、宗教上の教義や信仰の解釈に
立ち入らずに法律の適用によって紛争を終局的に
解決できるか、という形で問題となってきた。従
来の判例は、訴訟物が宗教上の地位であるという
理由だけで法律上の争訟性を否定するわけではな
く、それが組織法上の地位やそれに付随する様々
な経済的利益、社会的名誉等と結びついている場
合には、司法審査の対象となるとしてきた４）。例
えば、壇徒の地位について、団体の代表役員を補
佐する機関である総代に選任されるための要件で
あり、予算編成、不動産の処分等の団体の維持経
営に係る諸般の事項の決定につきその意見が反映
され、団体の運営に参画する体制になっているこ
とを根拠に（最判平 7・7・18民集 49巻 7号 2717 頁）、
カトリックの特定教会の主任司祭の地位について
は、司祭館内で生活する利益、生活費や恩給を受
ける権利を根拠に（大阪高判昭 52・5・26 判タ 359
号 236 頁）、仏教寺院における法中の地位につい
ては、お布施を門徒から受ける経済的地位ないし
財産的権利を根拠に（福岡高判平 14・10・25 判時
1813 号 97 頁）、それぞれ法律上の地位であるとさ
れている。一見すれば宗教上の地位に結びつくの
は宗教的行為ではあるが、その実質が生活の基盤
をなしていて、住居や給与など、法的な地位に伴
う経済的・社会的利益に結びついているのであれ
ば、法律上の地位と同視しうると判断していると
いえる５）。
　また、法律上の地位該当性の判断基準としては、
一般市民法秩序との関連性が用いられてきたが、
団体の性質や目的、さらにはその処分の内容が多
様であることから、団体の内部的処分の影響が、
構成員たる以上当然受忍すべき範囲にとどまるの
か、それを超えて一市民として保障されている権
利にまで及ぶのかの判断は困難であり、結局は当

該処分が被処分者の、社会生活上法的保護に値す
る利益に与える影響の重大性によって判断するこ
とになるとされる６）。近時の判例においても、例
えば士業団体の内部処分について、当該資格その
ものや、その業務活動に関して支障を生じさせる
ものであるかどうかを基準とする７）ほか、本件
と類似する芸能関連の団体について、家元による
除名処分が単なる師弟関係の解消にすぎず、処分
を受けた者の法律上の地位や権利義務関係に直接
影響を与えるものではないとして、法律上の争訟
性を否定するものがある８）。これらはいずれも、
被処分者が当該処分によってその生活基盤を奪わ
れることになるかどうかを基準としているといえ
る。

　２　審理の対象（処分の適否の審査）
　法律上の争訟性を認め、司法審査の対象となる
としても、「法令を適用して紛争を終局的に解決
する」ことの意味、具体的にはその審査の範囲に
ついては、団体の自律権の尊重との関係で、それ
を実体的・手続的にどこまで制限するかについて
議論がある。実体的審査が形式的なものにとどま
れば、団体内部運営に十分立ち入ることができず
に非中立な結論を招くおそれもあり、団体内部の
少数派、反執行部派に属するために地位確認が必
要となっている原告にとって、踏み込み不足で不
公正な審理になるとの批判もある９）。審査の対象
として考えられるのは、当該組織の有する手続規
定の適否、処分権者の処分権限、処分による不利
益の程度などであるが、近時の判例は、団体が秩
序維持のために必要とする裁量権の範囲と、被処
分者の受ける不利益の程度とのバランスに配慮し
つつ、かなり踏み込んだ実体的審査をする傾向に
あるともいえる 10）。

　三　検討
　結論として、法律上の争訟性を認めた本判決は
妥当と考える。
　名取という地位は確かに、花柳流という伝統芸
能を継承し保護することを目的とした団体の中
で、一定水準の芸を極めたことの証であり、それ
だけ見れば一般市民法秩序とは関係のない特殊な
意味を持つともいえる。しかし、裁判所が認定し
ているように、その地位を基礎として様々な社会
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的・経済的な利益が生じているのであり、その所
属する組織が大きければそれだけ、その地位を
失った場合の不利益も大きくなる。これまで類似
の例で法律上の争訟性を否定した判例と比較する
と、花柳流という日本舞踊の最大流派であり、2
万人の門弟を有している非常に大きな組織であ
り、社会的な認知度も高いこと、その名取の地位
にあることは、財産的利益の基盤のみならず、日
本舞踊家としての技能、作法等に関しても一定の
社会的評価につながること、さらには、花柳流の
組織の中核を成す花柳会という事業上の重要な影
響力を有する団体において議決権等を有し、当該
組織の運営にも参画しうることからすると、法的
保護に値するその地位を失うことは、単なる師弟
関係の解消にとどまらず、生活の基盤となってい
る事業活動自体を継続することができなくなるこ
とを意味するものであり、Ｘに与える影響は重大
であるといえる。
　ついで、団体の内部処分について司法審査をど
こまで認めるかについて、本判決は、花柳流に属
する者が遵守すべきものとされる花柳流規則に基
づいて行われていることから、団体の自治を尊
重すべきであるという立場も認めつつ、最判平
成 18 年ルールに従い、裁量処分の適否を判断し、
結果として本件処分を無効と判断した。この点に
ついては、Ｘの被る不利益が無視し得ないほどに
重大であるという理由で、一般市民法秩序との直
接的関係性を認めている以上は、手続的事項にと
どまらず、実体的事項についても審査の対象とす
ることは、いわば当然であるといえる 11）。しか
しこのように考えると、本来形式的であるはずの
法律上の争訟該当性の判断の段階で、処分の適否
という本案の中身に立ち入ることになり、団体の
自律権の尊重とのバランスが微妙になってくるこ
とは否めない。本件では、処分対象事実の評価（重
大な非行行為に該当しないこと）、処分による不利
益の程度等（除名による不利益が甚大であること）、
処分に際しての手続（被処分者の事情の十分な把握
と考慮を経ていないこと）、処分がされるに至った
背景等（組織内の対立を背景に被処分者を排除する
意図の介在が推認されること）の諸点を総合考慮し
たうえで判断している。かなり踏み込んだ審理で
あるが、信教の自由が問題となる宗教団体に比べ
て踏み込みやすかったことに加えて、家元という

ある種絶対的な存在である処分権者の一存（恣意
的な判断）で利害対立のある者が排除される可能
性もあり、処分によって著しい不利益を被る可能
性のある者を救済する必要性が極めて高い事例で
あったと思われる。

●――注
１）Ｙ１らは最高裁に上告及び上告受理の申立てをしたが、
最高裁は上告棄却、不受理決定をし（最決平 29・5・
9LEX/DB25545898）、本判決が確定した。

２）竹下守夫「団体の自律的処分と裁判所の審判権」書研
所報 36 号（書研創立 40 周年記念論文集）（1990 年）1
頁以下、特に 12 頁以下。

３）新堂幸司『民事訴訟法学の基礎』（有斐閣、1998 年）
281 頁、伊藤眞「法律上の争訟」高橋宏志ほか編『民事
訴訟法判例百選〔第 5版〕』（有斐閣、2015 年）4頁以下
参照。

４）これまでの判例・学説の整理については、伊藤・前掲
注３）5頁以下、高橋宏志「審判権の限界」伊藤眞ほか
編『民事訴訟法の争点』（有斐閣、2009 年）18 頁以下、
安西明子『民事訴訟における争点形成』（有斐閣、2016 年）
22 頁以下、山本和彦『民事訴訟法の基本問題』（判例タ
イムズ社、2002 年）33 頁以下他参照。

５）松村和徳「宗教団体の内部紛争と民事裁判権の限界」
中村英郎編『民事訴訟法演習』（成文堂、1994 年）24 頁、
高橋・前掲注４）19 頁、伊藤・前掲注３）5頁。

６）竹下・前掲注２）36 頁は、その処分によって国民の権
利保護を本来の使命とする裁判所が、無視し得ないほど
の重大な権利・利益の侵害が行われているか否かが決め
手となるとする。

７）大阪地判平 19・1・30 判時 1978 号 32 頁、判タ 1249
号 285 頁は司法書士会の注意勧告処分について肯定、大
阪高判平 26・2・27 金判 1470 号 30 頁は公認会計士協
会の戒告処分について否定。

８）東京地判平 17・11・16（LLI/DB 判例秘書 L06034331）
（小唄）、東京地判平 21・1・13（LLI/DB 判例秘書
L06430050）（華道）。

９）安西・前掲注４）書 100 頁。
10）例えば、最判平 24・1・16 判タ 1370 号 80 頁（官公
庁の職員の懲戒処分について裁量の範囲を超えて重過ぎ
るとして無効）、最判平 13・4・26 判時 1750 号 94 頁（個
人タクシー事業者を組合員とする事業協同組合がした
除名決議が除名事由の明示を欠くとして無効）、最判平
18・10・6 判タ 1228 号 128 頁（法人の従業員に対する
懲戒処分を懲戒権の濫用として無効）など。

11）竹下・前掲注２）39 頁。

名古屋大学教授　村上正子
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LLI/DB 判例秘書

【判例番号】 Ｌ０７２１００３５

　　　　　　
損害賠償等，総会決議不存在確認請求事件

【事件番号】 最高裁判所第３小法廷決定／平成２９年（オ）第４１０号、平成

２９年（受）第５０５号

【判決日付】 平成２９年５月９日

【掲載誌】　 ＬＬＩ／ＤＢ　判例秘書登載

　上記当事者間の東京高等裁判所平成２８年（ネ）第３１０５号損害賠償等，総

会決議不存在確認請求事件について，同裁判所が平成２８年１２月１６日に言い

渡した判決に対し，上告人兼申立人らから上告及び上告受理の申立てがあった。

よって，当裁判所は，次のとおり決定する。

　　　　　　　主　　　文

　本件上告を棄却する。

　本件を上告審として受理しない。

　上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。

　　　　　　　理　　　由

　１　上告について

　民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法３１２条

１項又は２項所定の場合に限られるところ，本件上告の理由は，理由の不備・食

違いをいうが，その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであっ

て，明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

　２　上告受理申立てについて

　本件申立ての理由によれば，本件は，民訴法３１８条１項により受理すべきも

のとは認められない。

　よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり決定する。

　　平成２９年５月９日

　　　　最高裁判所第三小法廷

　　　　　　　　裁判長裁判官　　木内道祥

　　　　　　　　　　　裁判官　　岡部喜代子

　　　　　　　　　　　裁判官　　山崎敏充
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四
八
八

n

参
議
院
(
比
例
代
表
選
出
)
議
員
の
選
挙
後
に
名
簿
届
出
政
党
等
か
ら
当
選
人
と
な
ら
な
か
っ
た
次
順

位
の
名
簿
登
載
者
の
除
名
届
が
さ
れ
た
後
欠
員
が
生
じ
後
順
位
の
名
簿
登
載
者
が
繰
上
補
充
に
よ
る
当
選

人
と
決
定
さ
れ
た
場
合
に
右
除
名
が
不
存
在
文
は
無
効
で
あ
る
こ
と
と
後
順
位
の
名
簿
登
載
者
の
当
選
無

効
の
原
因

\
平
成
七
年
間
第
一
九
号
同
年
五
月
二
五
日
第
一
小
法
廷
判
決

/
第
一
審
東
京
高
裁
民
集
四
九
巻
五
号
一
二
七
九
頁

〔
判
決
要
旨
〕

参
議
院
(
比
例
代
表
選
出
)
議
員
の
選
挙
後
に
名
簿
届
出
政
党
等
か
ら
選
挙
長
に
対
し
当
選
人
と
な
ら
な
か
っ
た
次
順
位
の
名
簿
登
載

者
甲
の
除
名
届
が
さ
れ
、
そ
の
後
欠
員
が
生
じ
た
た
め
甲
よ
り
後
順
位
の
名
簿
登
載
者
乙
が
繰
上
補
充
に
よ
る
当
選
人
と
決
定
さ
れ
た

場
合
、
甲
の
除
名
が
不
存
在
又
は
無
効
で
あ
る
こ
と
は
、
右
除
名
届
が
適
法
に
さ
れ
て
い
る
限
り
、
己
の
当
選
無
効
の
原
因
と
な
ら
な

し、

〔
参
照
条
文
〕

公
職
選
挙
法
(
平
成
六
年
法
律
第
二
号
に
よ
る
改
正
前
の
も
の
一
二
条
二
項
、
四
項
、
九
八
条
二
項
ラ
三
項
、
八
六
条
の
二
第
五
項
、

六
項
、
二
O
八
条
、
憲
法
二
一
条
一
項

解

説

事
案
の
概
要
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1 

は
じ
め
に

本
件
は
、
参
議
院
(
比
例
代
表
選
出
)
議
員
の
選
挙
後
に
欠
員
が
生
じ
た
場
合
の
繰
上
補
充
に
よ
る
当
選
人
の
決
定
を
争
う
当
選
訴
訟

で
あ
り
(
注
二
、
本
来
で
あ
れ
ば
繰
上
に
よ
り
当
選
人
と
な
る
べ
き
名
簿
登
載
者X
に
つ
い
て
、
当
該
名
簿
を
届
け
出
た
日
本
新
党
か
ら

除
名
届
が
提
出
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
選
挙
会
が
後
順
位
の
名
簿
登
載
者
A

を
当
選
人
と
定
め
た
と
こ
ろ
、
X
が
、
自
己
の
除
名
は
無

効
で
あ
る
か
ら

A

の
当
選
は
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。

以
下
の
記
述
に
お
い
て
は
、
平
成
六
年
法
律
第
二
号
に
よ
る
改
正
前
の
公
職
選
挙
法
を
「
法
」
と
い
う
。
右
改
正
法
は
、
い
わ
ゆ
る

政
治
改
革
法
案
の
一
つ
で
あ
り
、
衆
議
院
に
も
比
例
代
表
選
挙
を
導
入
す
る
な
ど
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
現
在
は
参
議
院
(
比
例
代
表
選

出
)
議
員
選
挙
に
関
す
る
条
文
の
位
置
が
ず
れ
る
な
ど
し
て
い
る
。

2 

事
実
関
係

原
審
の
適
法
に
確
定
し
た
事
実
関
係
の
概
要
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
四
年
七
月
二
六
日
に
行
わ
れ
た
参
議
院
(
比
例
代
表
選
出
)
議
員
の
選
挙
(
以
下
「
本
件
選
挙
」
と
い
う
。
)
に
当
た
り
、

日
本

新
党
は
、
法
八
六
条
の
二
第
一
項
に
基
づ
き
、一
六
人
の
候
補
者
の
氏
名
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
を
記
載
し
た
名
簿
を
選
挙
長

に
届
け
出
た

(
以
下
、
右
名
簿
を
「
本
件
届
出
名
簿
」
と
い
う
。
)
。
本
件
届
出
名
簿
の
登
載
順
位
は
、
第
一
位
が
細
川
護
照
、
第
二
位

が
小
池
百
合
子
、
第
三
位
が
寺
津
芳
男
、
第
四
位
が
武
田
邦
太
郎
、
第
五
位
が
X
、
第
六
位
が
小
島
慶
二
一
、
第
七
位
がA
で
あ
っ
た
(
第

八
位
以
下
は
省
略
)
。
本
件
選
挙
の
結
果
、
日
本
新
党
の
候
補
者
は
第
四
順
位
ま
で
が
当
選
と
な
り
、
第
五
順
位
の
X
は
次
点
と
な
っ
た
。

(斗

日
本
新
党
は
、
平
成
五
年
六
月
二
三
日
、
選
挙
長
に
対
し
、
文
書
で
、
X
が
除
名
に
よ
り
日
本
新
党
に
所
属
す
る
者
で
な
く
な

っ
た
旨
の
届
出
(
以
下
「
本
件
除
名
届
」
と
い
う
。
)
を
し
た
。
こ
の
届
出
書
に
は
、
法
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
当
該
除
名
の
手
続

を
記
載
し
た
文
書
及
び
当
該
除
名
が
適
正
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
日
本
新
党
の
代
表
者
細
川
護
黙
が
誓
う
旨
の
宣
誓
書
が
添
え
ら
れ
て
い

[22) 

参
議
院
(
比
例
代
表
選
出
)
議
員
の
選
挙
後
に
名
簿
届
出
政
党
等
か
ら
当
選
人
と
な
ら
な
か
っ

た
次
順
位
の
名
簿
登
載
者
の
除
名
屈
が
さ
れ
た
後
欠
員
が
生
じ
後
順
位
の
名
簿
登
載
者
が
繰
上

補
充
に
よ
る
当
選
人
と
決
定
さ
れ
た
場
合
に
右
除
名
が
不
存
在
又
は
無
効
で
あ
る
こ
と
と
後
順

位
の
名
簿
登
載
者
の
当
選
無
効
の
原
因

四
八
九
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四
九
O

-r-o 

J
ム

同

細
川
護
照
及
び
小
池
百
合
子
が
同
年
七
月
五
日
公
示
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
立
候
補
す
る
旨
の
届
出
を
し
た
の
で
、
参
議
院

議
長
は
、
同
日
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
参
議
院
議
員
の
欠
員
が
生
じ
た
旨
の
通
知
を
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
選
挙
長
は
、
同
月

一
五
日
に
選
挙
会
を
聞
き
、
選
挙
会
は
、
本
件
届
出
名
簿
の
う
ち
か
ら
、
第
六
順
位
の
小
島
慶
三
及
び
第
七
順
位
のA
の
両
名
を
当
選

人
と
定
め
(
以
下
、A
に
つ
い
て
の
決
定
を
「
本
件
当
選
人
決
定
」
と
い
う
。
)
、
Y
(
中
央
選
挙
管
理
会
)
は
、
同
月
一
六
日
に
そ
の
告
示
を

し
た
。

3 

原
審
の
判
断
(
注
二
)

原
審
は
、
右
事
実
関
係
の
下
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
判
示
し
て
、
本
件
当
選
人
決
定
を
無
効
と
し
た
。

ト)

本
件
除
名
届
に
つ
い
て
は
、

日
本
新
党
か
ら
法
定
の
文
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
本
件
除
名
屈
の
受
理
に
当
た
っ
て
選
挙

長
の
し
た
審
査
に
義
務
違
反
が
あ
っ
た
と
は
い
え
ず
、
ま
た
、
選
挙
会
の
し
た
本
件
当
選
人
決
定
に
係
る
判
断
そ
れ
自
体
に
過
誤
が
あ

っ
た
と
は
い
え
な
い
。

(斗

し
か
し
、
当
選
訴
訟
の
趣
旨
、
目
的
が
、
選
挙
会
の
審
査
と
罰
則
の
み
に
よ
っ
て
は
必
ず
し
も
達
成
さ
れ
な
い
選
挙
秩
序
の
実

質
的
な
維
持
、
実
現
を
図
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
選
挙
会
の
判
断
そ
れ
自
体
に
は
過
誤
が
な
く
て
も
、
そ
の
判
断
の
前

提
な
い
し
は
基
礎
を
成
し
、
か
っ
、
当
該
選
挙
の
基
本
的
秩
序
を
構
成
し
て
い
る
事
項
が
法
律
上
欠
如
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
、
し
た

が
っ
て
、
選
挙
会
の
当
選
人
の
決
定
の
効
力
が
そ
の
存
立
の
基
礎
を
失
い
、
無
効
と
認
め
る
べ
き
場
合
に
は
、
当
選
訴
訟
に
お
い
て
当

該
当
選
を
無
効
と
す
べ
き
で
あ
る
。

日

参
議
院
(
比
例
代
表
選
出
)
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
政
党
等
に
よ
る
名
簿
登
載
者
の
選
定
は
、い
わ
ゆ
る
拘
束
名
簿
式
比
例
代
表

制
に
よ
る
選
挙
機
構
の
必
要
不
可
欠
で
最
も
重
要
な
一
部
を
構
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
選
人
決
定
の
実
質
的
な
要
件
を
成
し
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て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
党
等
に
よ
る
名
簿
登
載
者
の
除
名
が
不
存
在
又
は
無
効
で
あ
る
場
合
に
は
、
有
効
な
除
名
が
存
在
す
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
さ
れ
た
繰
上
補
充
に
よ
る
当
選
人
の
決
定
は
、
そ
の
存
立
の
基
礎
を
失
い
、
無
効
に
帰
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ

る
個)

政
党
に
よ
る
そ
の
所
属
員
の
除
名
に
つ
い
て
、
そ
の
政
党
の
規
則
、
綱
領
等
の
自
治
規
範
に
お
い
て
、
除
名
要
件
に
該
当
す
る

事
実
の
事
前
告
知
、
除
名
対
象
者
か
ら
の
意
見
聴
取
、
反
論
又
は
反
対
証
拠
を
提
出
す
る
機
会
の
付
与
等
の
民
主
的
か
つ
公
正
な
適
正

手
続
が
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
か
っ
、
除
名
が
こ
の
よ
う
な
手
続
に
従
わ
な
い
で
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
除
名
は
公
序
良
俗
に
反
し

無
効
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
前
記
の
日
本
新
党
に
よ
る
X

の
除
名
は
、
日
本
新
党
の
自
治
規
範
で
あ
る
党
則
の
規
定
に
除
名
に

つ
い
て
民
主
的
か
つ
公
正
な
適
正
手
続
が
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、

か
っ
、
民
主
的
か
つ
公
正
な
適
正
手
続
に
従
っ
て
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
無
効
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

」
れ
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
き
れ
た
本
件
当
選
人
決
定
は

そ
の
存
立
の
基
礎
を
失
い
、
無
効
に
帰
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

4 

上
告
及
ぴ
参
加

Y
(
中
央
選
挙
管
理
会
)
が
上
告
。
な
お
、
原
判
決
言
渡
し
後
の
平
成
六
年
二
一
月
八
日
に
、日
本
新
党
及
び
A

が
行
政
事
件
訴
訟
法

二
二
条
の
参
加
の
申
立
て
を
し
、
原
審
は
、
参
加
さ
せ
る
旨
の
決
定
を
し
た
(
注
一
二
)
。

上
告
理
由
と
上
告
審
判
決

1 

上
告
理
由

ト)

Y

の
上
告
理
由
の
要
旨

(1) 

第
一
点

名
簿
届
出
政
党
が
名
簿
登
載
者
に
つ
い
て
し
た
除
名
が
不
存
在
又
は
無
効
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て

き
れ
た
繰
上
補
充
に
よ
る
当
選
人
の
決
定
も
無
効
に
帰
す
る
旨
の
原
審
の
判
断
に
は
、
法
一一
二
条
二
項
、
四
項
、
九
八
条
二
項
前
段
、

(22) 

参
議
院
(
比
例
代
表
選
出
)
議
員
の
選
挙
後
に
名
簿
届
出
政
党
等
か
ら
当
選
人
と
な
ら
な
か
っ

た
次
順
位
の
名
簿
登
載
者
の
除
名
届
が
さ
れ
た
後
欠
員
が
生
じ
後
順
位
の
名
簿
登
載
者
が
繰
上

補
充
に
よ
る
当
選
人
と
決
定
さ
れ
た
場
合
に
右
除
名
が
不
存
在
又
は
無
効
で
あ
る
こ
と
と
後
順

位
の
名
簿
登
載
者
の
当
選
無
効
の
原
因

四
九
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四
九

(2) 

第
二
点

八
六
条
の
二
第
六
項
、
二
O
八
条
一
項
の
解
釈
適
用
の
誤
り
が
あ
る
。

本
件
除
名
が
公
序
良
俗
に
反
し
無
効
で
あ
る
旨
の
原
審
の
判
断
に
は
、
民
法
九
O
条
の
解
釈
適
用
を
誤
っ
た
違
法
が

三
項
、

ふ
め
フQ。

第
一
点

参
加
入
ら
(
日
本
新
党
及
びA
)

原
判
決
に
は
、
政
党
の
結
社
の
自
由
に
つ
い
て
憲
法
二
一
条
一
項
の
解
釈
を
誤
っ
た
違
法
が
あ
る
。

仁)(4) (3) (2) (1) 

第
二
点

第

占

第
四
点

の
上
告
理
由
の
要
旨

原
判
決
に
は
、
繰
上
補
充
に
よ
る
当
選
を
無
効
と
す
べ
き
事
由
に
つ
い
て
法
の
解
釈
を
誤
っ
た
違
法
が
あ
る
。

原
判
決
に
は
、
法
二
O
八
条
の
解
釈
適
用
の
誤
り
が
あ
る
。

原
判
決
に
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
二
二
条
一
項
の
解
釈
適
用
を
誤
っ
た
違
法
が
あ
る
。

原
判
決
に
は
、
本
件
除
名
の
効
力
に
つ
い
て
民
法
九
O
条
の
解
釈
を
誤
っ
た
違
法
が
あ
る
。

原
判
決
に
は
、
審
理
不
尽
の
結
果
、
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
事
実
誤
認
が
あ
る
。

の
よ
う
に
判
示
し
た
上
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
そ
の
余
の
論
旨
に
つ
い
て
判
断
す
る
ま
で
も
な
く
原
判
決
は
破
棄
を
免
れ
な
い
と
し
、
白
判

Y

の
上
告
理
由
第
一
点
並
び
に
参
加
入
日
本
新
党
及
ぴ
同
A
の
上
告
理
由
第
一
点
な
い
し
第
三
点
に
つ
い
て
、
大
要
次

(6) (5) 

第
五
点

第
六
点

し
て

X

の
請
求
を
棄
却
し
た
。

2 

上
告
審
判
決

「
こ
の
よ
う
に
、
法
は
、
選
挙
会
が
名
簿
届
出
政
党
等
に
よ
る
除
名
を
理
由
と
し
て
名
簿
登
載
者
を
当
選
人
と
な
り
得
る
も
の
か
ら

本
判
決
は
、

除
外
す
る
た
め
の
要
件
と
し
て
、
前
記
の
除
名
届
出
書
、
除
名
手
続
書
及
ぴ
宣
誓
書
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
だ
け
を
要
求
し
て
お
り
、そ

れ
以
外
に
は
何
ら
の
要
件
を
も
設
け
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
選
挙
会
が
当
選
人
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
当
該
除
名
の
存
否
な
い
し

た
と
い
客
観
的
に
は
当
該
除
名
が
不
存
在
又
は
無
効
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

効
力
を
審
査
す
る
こ
と
は
予
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
法
は
、
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名
簿
届
出
政
党
等
に
よ
る
除
名
届
に
従
っ
て
当
選
人
を
定
め
る
べ
き
こ
と
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

「
法
が
名
簿
届
出
政
党
等
に
よ
る
名
簿
登
載
者
の
除
名
に
つ
い
て
選
挙
長
な
い
し
選
挙
会
の
審
査
の
対
象
を
形
式
的
な
事
項
に
と
ど

め
て
い
る
の
は
、
政
党
等
の
政
治
結
社
の
内
部
的
自
律
権
を
で
き
る
だ
け
尊
重
す
べ
き
も
の
と
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
解
き

れ
る
。-

:
政
党
等
か
ら
名
簿
登
載
者
の
除
名
届
が
提
出
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

選
挙
長
な
い
し
選
挙
会
が
当
該
除
名
が
有
効
に

存
在
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
べ
き
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
必
然
的
に
、
政
党
等
に
よ
る
組
織
内
の
自
律
的
運
営
に
属
す
る
事
項

に
つ
い
て
、

そ
の
政
党
等
の
意
思
に
反
し
て
行
政
権
が
介
入
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
政
党
等
に
対
し
高
度
の

自
主
性
と
自
律
性
を
与
え
て
自
主
的
に
組
織
運
営
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
自
由
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
前
記
の
要
請
に

反
す
る
事
態
を
招
来
す
る
こ
と
に
な
り
、
相
当
で
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

「
参
議
院
議
員
等
の
選
挙
の
当
選
の
効
力
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
当
選
訴
訟
(
法
二O
八
条
)
は
、
選
挙
会
等
に
よ
る
当
選
人
決
定
の
適

否
を
審
理
し
、
こ
れ
が
違
法
で
あ
る
場
合
に
当
該
当
選
人
決
定
を
無
効
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
選
人
に
当
選
人
と
な
る
資
格
が

な
か
っ
た
と
し
て
そ
の
当
選
が
無
効
と
さ
れ
る
の
は
、
選
挙
会
等
の
当
選
人
決
定
の
判
断
に
法
の
諸
規
定
に
照
ら
し
て
誤
り
が
あ
っ
た

場
合
に
限
ら
れ
る
。
選
挙
会
等
の
判
断
に
誤
り
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
選
訴
訟
に
お
い
て
裁
判
所
が
そ
の
他
の
事
由
を
原
因
と

し
て
当
選
を
無
効
と
す
る
こ
と
は
、
実
定
法
上
の
根
拠
が
な
い
の
に
裁
判
所
が
独
自
の
当
選
無
効
事
由
を
設
定
す
る
こ
と
に
は
か
な
ら

ず
、
法
の
予
定
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
:
:
:
政
党
等
の
内
部
的
自
律
権
を
で
き
る
だ
け
尊
重
す
べ
き
も

の
と
し
た
立
法
の
趣
旨
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
当
選
訴
訟
に
お
い
て
、
名
簿
届
出
政
党
等
か
ら
名
簿
登
載
者
の
除
名
届
が
提
出
さ
れ
て
い

る
の
に
、

そ
の
除
名
の
存
否
な
い
し
効
力
と
い
う
政
党
等
の
内
部
的
自
律
権
に
属
す
る
事
項
を
審
理
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
か
、
え
っ

て
、
右
立
法
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

(22) 

参
議
院
(
比
例
代
表
選
出
)
議
員
の
選
挙
後
に
名
簿
届
山
山
政
党
等
か
ら
当
選
人
ど
な
ら
な
か
っ

た
次
順
位
の
名
簿
登
載
者
の
徐
名
届
が
き
れ
た
後
欠
員
が
生
じ
後
順
位
の
名
簿
登
載
者
が
繰
上

補
充
に
よ
る
当
選
人
と
決
定
さ
れ
た
場
合
に
右
除
名
が
不
存
在
又
は
無
効
で
あ
る
こ
と
と
後
順

位
の
名
簿
登
載
者
の
当
選
無
効
の
原
因

四
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し
た
が
っ
て
、
名
簿
届
出
政
党
等
に
よ
る
名
簿
登
載
者
の
除
名
が
不
存
在
又
は
無
効
で
あ
る
こ
と
は
、
除
名
届
が
適
法
に
さ
れ
て
い

る
限
り
、
当
選
訴
訟
に
お
け
る
当
選
無
効
の
原
因
と
は
な
ら
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」

「
前
記
の
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
日
本
新
党
に
よ
る
本
件
除
名
届
は
法
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る

か
ら
、
日
本
新
党
に
よ
る
被
上
告
人
の
除
名
が
無
効
で
あ
る
か
ど
う
か
を
論
ず
る
ま
で
も
な
く
、
本
件
当
選
人
決
定
を
無
効
と
す
る
余

地
は
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」

説

明

1 

参
議
院
(
比
例
代
表
選
出
)
議
員
選
挙
及
び
そ
の
繰
上
補
充
の
仕
組
み

本
判
決
も
簡
潔
に
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
参
議
院
(
比
例
代
表
選
出
)
議
員
選
挙
及
ぴ
そ
の
繰
上
補
充
の
仕
組
み
に
つ
い
て
、

法
の
規
定
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
や
や
詳
し
く
説
明
し
て
お
く
。

(ー)

参
議
院
(
比
例
代
表
選
出
)
議
員
選
挙
の
仕
組
み

(1) 

参
議
院
議
員
の
定
数
二
五
二
人
の
う
ち
一
O
O

人
を
比
例
代
表
選
出
議
員
と
す
る
(
法
四
条
二
項
)
(
注
四
)
。

そ
の
選
挙
に
関
す
る

事
務
は
中
央
選
挙
管
理
会
が
管
理
し
(
法
五
条
一
項
)
(
注
五
)
、

ワ
臼

そ
の
議
員
は
全
都
道
府
県
の
区
域
を
通
じ
て
選
挙
す
る
(
法
一
二
条
二
項
)
。

参
議
院
(
比
例
代
表
選
出
)
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
選
挙
人
は
、
投
票
用
紙
に
一
の
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
又
は
略
称
を

白
書
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
法
四
六
条
二
項
)
。

(3) 

参
議
院
(
比
例
代
表
選
出
)
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
所
属
国
会
議
員
を
五
人
以
上
有
す
る
こ
と
そ
の
他
の
要
件
に
該
当
す
る

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
は
、
そ
の
名
称
(
一
の
略
称
を
含
む
。
)
並
び
に
所
属
す
る
者
の
氏
名
及
び
そ
れ
ら
の
者
の
間
に
お
け
る
当
選
人

と
な
る
べ
き
順
位
を
記
載
し
た
文
書
(
名
簿
)
を
選
挙
長
(
法
七
五
条
)
に
届
け
出
る
こ
と
に
よ
り
、そ
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者

(
名
簿
登
載
者
)
を
候
補
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
法
八
六
条
の
二
第
一
項
)
。
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(4) 

参
議
院
(
比
例
代
表
選
出
)
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
各
名
簿
届
出
政
党
等
の
得
票
数
に
よ
り
、い
わ
ゆ
る
ド
ン
ト
式
の
比
例

計
算
で
当
選
人
の
数
を
定
め
(
法
九
五
条
の
二
第
一
項
、
二
項
)
、
名
簿
の
順
位
に
従
い
、
そ
の
数
に
相
当
す
る
数
の
名
簿
登
載
者
を
当
選

人
と
す
る
(
同
条
三
項
)
。
な
お
、

こ
の
よ
う
に
名
簿
登
載
順
位
に
よ
っ
て
当
選
人
を
決
定
す
る
方
式
は
、一
般
に
「
拘
束
名
簿
式
比
例

代
表
制
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

(5) 

当
選
人
が
定
ま
っ
た
と
き
は
、

選
挙
長
は
当
選
人
の
氏
名
そ
の
他
選
挙
の
次
第
を
中
央
選
挙
管
理
会
に
報
告
し
(
法
一
O

一
条
の

一
一
第
一
項
)
、
中
央
選
挙
管
理
会
は
こ
れ
を
告
示
す
る
(
同
条
二
項
)
。

(二)

繰
上
補
充
の
仕
組
み

(1) 

参
議
院
(
比
例
代
表
選
出
)
議
員
の
欠
員
が
生
じ
た
場
合
に
、
当
該
議
員
の
名
簿
に
係
る
登
載
者
で
当
選
人
と
な
ら
な
か
っ
た
者

が
あ
る
と
き
は
、

選
挙
会
(
法
八
一
条
二
項
参
照
)
を
聞
き
、そ
の
者
の
中
か
ら
、
名
簿
の
順
位
に
従
い
、
当
選
人
を
定
め
る
(
法
一

条
二
項
)
。

(2) 

参
議
院
議
員
が
衆
議
院
議
員
等
の
公
職
に
立
候
補
の
届
出
を
す
る
と
、そ
の
日
に
参
議
院
議
員
た
る
こ
と
を
辞
し
た
も
の
と
み

な
さ
れ
(
法
九
O
条
)
、
そ
の
旨
が
参
議
院
議
長
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
に
通
知
さ
れ
(
国
会
法
一一
O
条
)

さ
ら
に
、
内
閣
総
理
大
臣
↓
自

治
大
臣
↓
中
央
選
挙
管
理
会
↓
選
挙
長
と
い
う
経
路
で
順
次
通
知
が
さ
れ
る
(
法
一
二
条
一
項
二
号
、
二
項
)
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
右
ω

グ〉

(3) 繰

上
補
充
カf

き
れ
る

繰
上
補
充
に
際
し
て
は
、
名
簿
登
載
者
で
当
選
人
と
な
ら
な
か
っ
た
者
に
つ
き
除
名
に
よ
り
当
該
名
簿
届
出
政
党
等
に
所
属
す

る
者
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
、

文
書
で
、
欠
員
が
生
じ
た
日
の
前
日
ま
で
に
選
挙
長
に
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
を
当
選
人
と

定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

法

一
二
条
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
九
八
条
二
項
前
段
)
。
右
の
文
書
(
除
名
届
出
書
)
に
は
、
当
該
除
名
の

手
続
を
記
載
し
た
文
書
及
び
当
該
除
名
が
適
正
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
代
表
者
が
誓
苧
フ
旨
の
宣
誓
書
(
除
名
手
続
書
及
ぴ
宣
誓
書
)
を
添
え

(22) 

参
議
院
(
比
例
代
表
選
出
)
議
員
の
選
挙
後
に
名
簿
届
出
政
党
等
か
ら
当
選
人
と
な
ら
な
か
っ

た
次
順
位
の
名
簿
登
載
者
の
除
名
届
が
さ
れ
た
後
欠
員
が
生
じ
後
順
位
の
名
簿
登
載
者
が
繰
上

補
充
に
よ
る
当
選
人
と
決
定
さ
れ
た
場
合
に
右
除
名
が
不
存
在
又
は
無
効
で
あ
る
こ
と
と
後
順

位
の
名
簿
登
載
者
の
当
選
無
効
の
原
因

四
九
五
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
法

一
二
条
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
九
八
条
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
八
六
条
の
二
第
六
項
)
。
除
名
届
出
書
、
除
名

手
続
書
及
ぴ
宣
誓
書
の
様
式
も
定
め
ら
れ
て
い
る
(
平
成
六
年
自
治
省
令
第
四
一
号
に
よ
る
改
正
前
の
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
一
二
条
の
三
第

二
項
、
別
記
二
三
五
ワ
様
式
の
一
、
二
三
号
様
式
の
二
一
(
注
六
)
)
。

(4) 

除
名
が
適
正
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
代
表
者
が
誓
う
旨
の
右
宣
誓
書
に
お
い
て
虚
偽
の
誓
い
を
し
た
者
は
、
中
央
選
挙
管
理
会
の

告
発
を
待
っ
て
、

一
O
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
(
法
二
三
八
条
の
二
)
。
当
選
人
が
そ
の
選
挙
に
関
し
て
右
虚
偽
宣
誓
罪
に
よ
り

刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
当
選
人
の
当
選
は
、
無
効
と
な
る
(
法
二
五
一
条
)
。

2 

除
名
が
不
存
在
又
は
無
効
で
あ
る
場
合
の
当
選
人
決
定
の
効
力

ト)

選
挙
会
に
お
け
る
審
査
事
項

ま
ず
、
仮
に
本
件
除
名
が
無
効
で
あ
る
と
し
た
場
合
に
、
選
挙
長
が
本
件
除
名
届
出
の
受
理
に
当
た
っ
て
し
た
審
査
に
義
務
違
反
が

あ
っ
た
か
、

ま
た
、
選
挙
会
の
し
た
本
件
当
選
人
決
定
の
判
断
自
体
に
過
誤
が
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

(1) 

既
に
見
た
よ
う
に
、
参
議
院
(
比
例
代
表
選
出
)
議
員
の
名
簿
登
載
者
の
除
名
に
つ
い
て
選
挙
長
に
提
出
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ

て
い
る
の
は
、
除
名
届
出
書
、
除
名
手
続
書
及
ぴ
宣
誓
書
の
み
で
あ
る
(
法
一
一
二
条
四
項
、
九
八
条
三
項
、
八
六
条
の
二
第
六
項
)
。
選
挙

長
と
し
て
は
、

こ
れ
ら
の
文
書
が
真
正
に
作
成
さ
れ
、そ
の
記
載
事
項
が
満
た
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
以
上
に
除
名
の
存
否
や
効
力
に

つ
い
て
審
査
す
る
こ
と
な
く
、
除
名
の
届
出
を
受
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
除
名
届
が
受
理
さ
れ
れ
ば
、
選
挙
会
は
、
「
除
名
:
:
:
の
届

出
が
:
:
:
さ
れ
て
い
る
」
も
の
を
当
選
人
と
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
(
法
一一二
条
四
項
、
九
八
条
二
項
前
段
)
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ

ち
、
選
挙
長
及
び
選
挙
会
の
審
査
は
、
形
式
的
な
事
項
に
と
ど
ま
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
形
式
的
な
事
項
の
審
査

に
誤
り
が
な
い
限
り
、
選
挙
長
の
審
査
に
義
務
違
反
が
あ
っ
た
と
は
い
え
ず
、
ま
た
、
選
挙
会
の
し
た
当
選
人
決
定
の
判
断
に
過
誤
が

あ
っ
た
と
も
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
右
の
よ
う
な
法
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
「
選
挙
会
が
当
選
人
を
定
め
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る
に
当
た
っ
て
当
該
除
名
の
存
否
な
い
し
効
力
を
審
査
す
る
こ
と
は
予
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
法
は
、

た
と
い
客
観
的
に
は
当
該
除
名
が

不
存
在
又
は
無
効
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
名
簿
届
出
政
党
等
に
よ
る
除
名
届
に
従
っ
て
当
選
人
を
定
め
る
べ
き
こ
と
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
」
と
す
る
。
こ
の
限
り
で
は
、
原
判
決
の
判
断
も
こ
れ
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
(
注
七
)
。

(2) 

も
っ
と
も
、
右
の
宣
誓
書
は
、
「
当
該
除
名
が
適
正
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
代
表
者
が
誓
う
旨
の
宣
誓
書
」
で
あ
る
(
法
八
六
条
の

二
第
六
項
)
か
ら
、
選
挙
長
は
、
除
名
が
「
適
正
に
」
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問

を
生
じ
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し

こ
の
宣
誓
書
の
提
出
は
、
除
名
が
適
正
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
具
体
的
に
証
明
さ
せ
る
こ
と
ま
で
は

せ
ず
、
代
表
者
に
宣
誓
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
代
替
す
る
と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
、
宣
誓
の
内

容
が
真
実
で
あ
る
こ
と
の
担
保
は
、
虚
偽
宣
誓
に
対
し
て
刑
罰
が
課
さ
れ
(
法
二
三
八
条
の
二
)
、
こ
れ
に
よ
っ
て
有
罪
と
な
っ
た
代
表
者

の
当
選
を
無
効
と
す
る
(
法
二
五
一
条
)
こ
と
に
よ
っ
て
図
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
点
を
根
拠
と
し
て
選
挙
長
に
実
質
的
審

査
の
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
は
、
到
底
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
比
例
代
表
制
度
の
導
入
時
に
お
け
る
国
会

で
の
議
論
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
(
注
八
)
。

(二)

そ
の
立
法
趣
旨

右
の
よ
う
に
、
法
が
名
簿
届
出
政
党
等
に
よ
る
名
簿
登
載
者
の
除
名
に
つ
い
て
選
挙
長
な
い
し
選
挙
会
の
審
査
の
対
象
を
形
式
的
な

事
項
に
と
ど
め
て
い
る
こ
と
の
立
法
趣
旨
に
つ
い
て
、
本
判
決
は
、
「
政
党
等
の
政
治
結
社
の
内
部
的
自
律
権
を
で
き
る
だ
け
尊
重
す
べ

き
も
の
と
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
」
と
す
る
。

最
大
判
昭
和
四
五
・
六
・
二
四
民
集
二
四
巻
六
号
六
二
五
頁
(
い
わ
ゆ
る
八
幡
製
鉄
政
治
献
金
事
件
)

政
党
と
そ
の
内
部
的
自
律
権

が
判
示
す
る
よ
う
に
、
「
憲
法
は

政
党
に
つ
い
て
規
定
す
る
と
こ
ろ
が
な
く

こ
れ
に
特
別
の
地
位
を
与
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
憲
法
の
定
め
る
議
会
制
民
主
主
義

(22) 

参
議
院
(
比
例
代
表
選
出
)
議
員
の
選
挙
後
に
名
簿
届
出
政
党
等
か
ら
当
選
人
と
な
ら
な
か
っ

た
次
順
位
の
名
簿
登
載
者
の
除
名
届
が
さ
れ
た
後
欠
員
が
生
じ
後
順
位
の
名
簿
登
載
者
が
繰
上

補
充
に
よ
る
当
選
人
と
決
定
さ
れ
た
場
合
に
右
除
名
が
不
存
在
又
は
無
効
で
あ
る
こ
と
と
後
順

位
の
名
簿
登
載
者
の
当
選
無
効
の
原
因

四
九
七
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四
九
八

は
政
党
を
無
視
し
て
は
到
底
そ
の
円
滑
な
運
用
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
は
、
政
党
の
存
在
を
当
然
に
予

定
し
て
い
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
政
党
は
議
会
制
民
主
主
義
を
支
え
る
不
可
欠
の
要
素
な
の
で
あ
る
」
。
参
議
院
(
比
例
代
表
選

出
)
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
議
会
制
民
主
主
義
の
下
に
お
け
る
政
党
の
役
割
の
重
要
性
を
踏
ま
え
て
、
政
党
本
位
の
選

挙
制
度
で
あ
る
拘
束
名
簿
式
比
例
代
表
制
が
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
(
注
九
)
。
本
判
決
は
、
こ
の
点
を
指
摘
し
た

上
で
、
政
党
等
の
内
部
的
自
律
権
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
政
党
等
の
政
治
結
社
は
、
政
治
上
の
信
条
、
意
見
等
を
共
通
に
す
る
者
が
任
意
に
結
成
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、そ
の
成
員
で
あ
る

党
員
等
に
対
し
て
政
治
的
忠
誠
を
要
求
し
た
り
、

一
定
の
統
制
を
施
す
な
ど
の
自
治
権
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
各
人
に
対
し

て
、
政
党
等
を
結
成
し
、
又
は
政
党
等
に
加
入
し
、
若
し
く
は
そ
れ
か
ら
脱
退
す
る
自
由
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、
政
党
等
に
対
し
て

は
、
高
度
の
自
主
性
と
自
律
性
を
与
え
て
自
主
的
に
組
織
運
営
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
自
由
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
政
党
等
の
結
社
と
し
て
の
自
主
性
に
か
ん
が
み
る
と
、
政
党
等
が
組
織
内
の
自
律
的
運
営
と
し
て
党
員
等
に
対
し
て

し
た
除
名
そ
の
他
の
処
分
の
当
否
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
政
党
等
に
よ
る
自
律
的
な
解
決
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ

る
。
」

こ
の
説
示
は
、
本
判
決
の
引
用
す
る
最
三
小
判
昭
和
六
三
年
一
二
月
二
O
日
(
裁
判
集
民
事
一
五
五
号
四
O
五
頁
、
判
時
三
二
O
七
号
一

一
三
頁
、
判
タ
六
九
四
号
九
二
頁
。
い
わ
ゆ
る
共
産
党
袴
田
事
件
)
(
注
一O
)
と
ほ
ぼ
同
趣
旨
で
あ
る
。

(2) 

除
名
に
つ
い
て
の
審
査
と
政
党
の
内
部
的
自
律
権

本
判
決
は
、
政
党
等
の
内
部
的
自
律
権
に
つ
い
て
以
上
の
よ
う
に
考
察
を
加
え
た
上
で
、
「
そ
う
で
あ
る
の
に
、
政
党
等
か
ら
名
簿
登

載
者
の
除
名
届
が
提
出
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
選
挙
長
な
い
し
選
挙
会
が
当
該
除
名
が
有
効
に
存
在
し
て
い
る
か
ど
う
か
を

審
査
す
べ
き
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
必
然
的
に
、
政
党
等
に
よ
る
組
織
内
の
自
律
的
運
営
に
属
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
の
政
党
等
の
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意
思
に
反
し
て
行
政
権
が
介
入
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
政
党
等
に
対
し
高
度
の
自
主
性
と
自
律
性
を
与
え
て

自
主
的
に
組
織
運
営
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
自
由
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
前
記
の
要
請
に
反
す
る
事
態
を
招
来
す
る
こ

と
に
な
り
、
相
当
で
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
名
簿
登
載
者
の
除
名
届
に
関
す
る
法
の
規
定
は
、
」
の
よ
う
な
趣
旨
に
よ

る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
判
示
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
選
挙
長
な
い
し
選
挙
会
に
、
形
式
的
審
査
だ
け
で
な
く
、
実
質
的
審
査
の
義
務
を
課
す
る
こ
と
が
、

立
法
論
と
し
て

は
採
り
得
る
選
択
肢
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
も
あ
る
(
注
一
二
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
立
法
に
対
し
て
は
、
政
党
等
の
内
部
的
自
律
権
を

軽
視
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
加
え
ら
れ
よ
う
。
本
判
決
は
、
単
に
法
の
解
釈
と
し
て
、
除
名
に
つ
い
て
の
選
挙
長
な
い
し
選

挙
会
の
審
査
の
対
象
が
形
式
的
な
事
項
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
だ
け
で
な
く
、
更
に
考
察
を
加
え
、
そ
れ
が
妥
当
な
立

法
趣
旨
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

3 

除
名
の
不
存
在
又
は
無
効
と
当
選
無
効
の
原
因

原
判
決
は
、
前
記
の
よ
う
に
、
本
件
除
名
届
の
受
理
に
当
た
っ
て
選
挙
長
の
し
た
審
査
に
義
務
違
反
が
あ
っ
た
と
は
い
え
ず
、
ま
た
、

選
挙
会
の
し
た
本
件
当
選
人
決
定
に
係
る
判
断
自
体
に
過
誤
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
と
し
な
が
ら
、
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
選
挙
会
の

判
断
の
前
提
な
い
し
は
基
礎
を
成
し
、
か
っ
、
当
該
選
挙
の
基
本
的
秩
序
を
構
成
し
て
い
る
事
項
が
法
律
上
欠
如
し
て
い
る
と
認
め
ら

れ
、
し
た
が
っ
て
、
選
挙
会
の
当
選
人
の
決
定
の
効
力
が
そ
の
存
立
の
基
礎
を
失
い
、
無
効
と
認
め
る
べ
き
場
合
に
は
、
当
選
訴
訟
に

お
い
て
当
該
当
選
を
無
効
と
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
(
注
一
二
)
O

(• 
当
選
訴
訟
と
当
選
無
効
の
原
因

衆
議
院
議
員
及
び
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
当
選
を
し
な
か
っ
た
者
(
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
っ
て
は
、
名

簿
届
出
政
党
等
を
含
む
。
)
で
当
選
の
効
力
に
関
し
不
服
が
あ
る
者
は
い
わ
ゆ
る
当
選
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
法
二O
八
条

[22J 

参
議
院
(
比
例
代
表
選
出
)
議
員
の
選
挙
後
に
名
簿
届
山
山
政
党
等
か
ら
当
選
人
と
な
ら
な
か
っ

た
次
順
位
の
名
簿
登
載
者
の
除
名
届
が
さ
れ
た
後
欠
員
が
生
じ
後
順
位
の
名
簿
登
載
者
が
繰
上

補
充
に
よ
る
当
選
人
と
決
定
さ
れ
た
場
合
に
右
除
名
が
不
存
在
又
は
無
効
で
あ
る
こ
と
と
後
順

位
の
名
簿
登
載
者
の
当
選
無
効
の
原
因

四
九
九
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五
O
O

一
項
)
。

当
選
訴
訟
と
は
、
選
挙
が
有
効
で
あ
る
こ
と
は
前
提
と
し
た
上
で
、
選
挙
会
に
お
け
る
個
々
の
当
選
人
の
決
定
を
違
法
と
し
て
、
そ

の
効
力
を
争
う
訴
訟
で
あ
り
(
注
二
三
、
当
選
人
決
定
の
違
法
を
匡
正
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
民
衆
訴
訟
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
解

さ
れ
て
い
る
(
注
一
四
)
。
当
選
無
効
の
原
因
に
つ
い
て
は一
般
的
規
定
は
な
く
、
参
議
院
(
比
例
代
表
選
出
)
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
「
名

簿
届
出
政
党
等
に
係
る
当
選
人
の
数
の
決
定
に
過
誤
が
あ
る
と
き
」
が
明
記
さ
れ
て
い
る
(
法
二O
八
条
二
項
)
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
当
選
人
決
定
の
手
続
全
般
に
つ
い
て
そ
の
違
法
の
重
大
性
に
つ
い
て
評
価
す
る
以
外
は
な
い
と
さ
れ
(
注
一
五
)
、
あ
る
い
は
、
当
選

無
効
の
原
因
は
、
当
選
人
決
定
に
関
す
る
諸
規
定
に
つ
い
て
の
選
挙
執
行
機
関
の
判
断
の
誤
り
で
あ
り
(
注
二
ハ
)
、
選
挙
会
の
決
定
の
適
不

適
を
争
う
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
在
一
七
)
。
従
前
の
判
例
も
、
明
言
し
て
は
い
な
い
が
、
そ
れ
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
も
の
と

解
さ
れ
る
(
注
一
八)O

当
選
訴
訟
に
つ
い
て
の
右
の
よ
う
な
一
般
的
理
解
に
よ
れ
ば
、
当
選
訴
訟
は
、
当
選
人
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
選
挙
長
な
い
し
選

挙
会
が
し
た
審
査
、
判
断
に
法
令
違
背
が
あ
っ
た
場
合
に
、
こ
れ
を
原
因
と
し
て
当
選
を
無
効
と
す
る
形
成
訴
訟
で
あ
り
(
注
一
九
)
、
選
挙

長
な
い
し
選
挙
会
が
し
た
審
査
、
判
断
に
暇
庇
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
選
を
無
効
と
す
る
こ
と
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
る

の
が
、
素
直
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。

仮
に
、
原
判
決
の
よ
う
に
選
挙
長
な
い
し
選
挙
会
の
審
理
、
判
断
に
過
誤
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
選
訴
訟
に
よ
っ
て
当
選
を
無

効
と
す
べ
き
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
、
選
挙
会
と
し
て
は
法
令
に
従
っ
て
甲
候
補
者
を
当
選
A
と
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
に
、
後
に
当
選
訴
訟
に
よ
っ
て
甲
の
当
選
が
無
効
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
、
選
挙
会
は
、
そ
の
こ
と
を
予
想

し
得
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
み
す
み
す
甲
を
当
選
人
と
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
に
つ
い
て
は
、

行
政
(
選
挙
)
実
体
法
に
よ
る
当
選
の
有
効
・
無
効
と
い
う
法
律
効
果
に
つ
い
て
、
選
挙
を
管
理
す
る
行
政
機
関
に
第
一
次
的
判
断
権
を
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与
え
ず
、

こ
れ
に
代
え
て
裁
判
所
に
選
挙
に
つ
い
て
の
行
政
的
権
能
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
原
判
決
は
、
当
選
訴
訟
が
設
け
ら
れ
て
い
る
趣
旨
に
つ
い
て
、
法
一
条
に
規
定
す
る
法
の
目
的
を
実
現
し
、
法
の
定

め
る
選
挙
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
、
当
選
訴
訟
を
通
じ
て
、
選
挙
長
な
い
し
選
挙
会
に
よ
る
審
査
及
び
罰
則
の
み
に
よ
っ
て
は
必
ず
し

も
達
成
さ
れ
な
い
選
挙
秩
序
の
実
質
的
な
維
持
・
実
現
を
図
る
こ
と
に
あ
る
と
説
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
実
定
法
の

規
定
か
ら
当
然
に
導
き
得
る
も
の
で
は
な
い
し
、
さ
ら
に
、
選
挙
長
な
い
し
選
挙
会
の
判
断
自
体
に
は
過
誤
が
な
く
て
も
、
当
該
選
挙

の
基
本
的
秩
序
を
構
成
し
て
い
る
事
項
が
法
律
上
欠
如
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
選
訴
訟
に
よ
っ
て
当
選
を
無
効
と
す

べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
実
定
法
の
根
拠
な
し
に
裁
判
所
が
独
自
の
当
選
無
効
事
由
を
設
定
す
る
も
の
と
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

(二3

前
提
と
な
る
私
人
の
行
為
が
不
存
在
又
は
無
効
で
あ
る
場
合
の
行
政
行
為
の
効
力

原
判
決
は

こ
の
点
に
関
す
る
論
拠
の
一
っ
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
私
人
の
行
為
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
公
的
性
質
を
有
す

る
と
認
め
ら
れ
る
ほ
ど
に
行
政
行
為
と
深
い
関
連
性
を
有
し
、
当
該
行
政
過
程
に
お
い
て
占
め
る
位
置
が
重
要
な
も
の
で
あ
っ
て
行
政

行
為
の
実
質
的
要
件
を
構
成
し
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、私
人
の
行
為
が
不
存
在
又
は
無
効
で
あ
る
と
き
は
、
行

政
行
為
そ
れ
自
体
に
行
政
庁
の
判
断
過
誤
等
の
暇
庇
が
な
く
て
も
、
行
政
行
為
は
無
効
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
、
と

確
か
に
、
私
人
の
公
法
行
為
が
行
政
行
為
の
前
提
で
あ
る
場
合
に
、私
人
の
公
法
行
為
が
不
存
在
又
は
無
効
で
あ
る
と
き
は
、
当
該

行
政
行
為
は
、
前
提
を
欠
き
、
原
則
と
し
て
無
効
と
な
る
と
い
う
見
解
が
有
力
で
あ
る
(
注
二
O
)
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
私
人
の

行
為
と
は
、
申
請
、
公
務
員
の
退
職
願
い
、
道
路
位
置
指
定
処
分
に
つ
い
て
の
承
諾
等
の
「
公
法
行
為
」であ
っ
て
、
純
然
た
る
私
法

上
の
行
為
を
い
う
も
の
で
は
な
い
。
行
政
行
為
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
私
人
の
私
法
上
の
行
為
が
不
存
在
又
は
無
効
で
あ
る
場
合
に
は
、

私
人
の
有
効
な
行
為
が
存
在
す
る
こ
と
が
そ
の
行
政
行
為
の
要
件
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
要
件
を
欠
く
行
政
行
為
と
し
て
違
法

(22) 

参
議
院
(
比
例
代
表
選
出
)
議
員
の
選
挙
後
に
名
簿
届
出
政
党
等
か
ら
当
選
人
と
な
ら
な
か
っ

た
次
順
位
の
名
簿
登
載
者
の
除
名
届
が
さ
れ
た
後
欠
員
が
生
じ
後
順
位
の
名
簿
登
載
者
が
繰
上

補
充
に
よ
る
当
選
人
と
決
定
さ
れ
た
場
合
に
右
除
名
が
不
存
在
又
は
無
効
で
あ
る
こ
と
と
後
順

位
の
名
簿
登
載
者
の
当
選
無
効
の
原
因

五
O
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に
な
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
り

い
わ
ゆ
る
先
行
行
為
の
不
存
在
・
無
効
の
問
題
と
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
。

本
件
除
名
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
「
私
人
の
公
法
行
為
」
と
み
ら
れ
る
の
は
「
除
名
の
届
出
」
で
あ
る
が
、
本
件
に
お
い
て
届
出
自
体

が
不
存
在
又
は
無
効
で
あ
る
と
み
る
余
地
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
原
判
決
の
い
う
よ
う
な
先
行
行
為
の
不
存
在
・
無
効
の
問
題
で
は

な
く
、
除
名
の
届
出
が
有
効
に
存
在
し
て
い
て
も
除
名
自
体
は
不
存
在
又
は
無
効
で
あ
る
場
合
に
、
選
挙
会
の
し
た
本
件
当
選
人
決
定

が
違
法
と
な
る
か
と
い
う
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
既
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
選
挙
会
の
す
る
本
件
の
よ
う
な
当
選
人
決
定
に
つ
い

て
、
選
挙
会
に
は
名
簿
届
出
政
党
か
ら
届
け
出
ら
れ
た
名
簿
登
載
者
の
除
名
が
有
効
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
審
査
権
は
な
い
の
で
あ

る
か
ら
、
行
政
機
関
が
審
査
権
を
有
し
な
い
そ
の
よ
う
な
事
由
が
当
選
人
の
決
定
と
い
う
行
政
行
為
の
効
力
要
件
で
あ
る
と
は
、
到
底

解
き
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

(=1 

名
簿
登
載
者
の
選
定
と
当
選
人
決
定
の
実
質
的
要
件

原
判
決
は
、
さ
ら
に
、
参
議
院
(
比
例
代
表
選
出
)
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
政
党
等
に
よ
る
名
簿
登
載
者
の
選
定
は
、い
わ
ゆ
る
拘
束

名
簿
式
比
例
代
表
制
に
よ
る
選
挙
機
構
の
必
要
不
可
欠
で
最
も
重
要
な
一
部
を
構
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
選
人
決
定
の
実
質

的
な
要
件
を
成
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
政
党
等
に
よ
る
名
簿
登
載
者
の
除
名
が
不
存
在
又
は
無
効
で
あ
る
場
合
に
は
、
有
効
な
除

名
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
さ
れ
た
繰
上
補
充
に
よ
る
当
選
人
の
決
定
は
、
そ
の
存
立
の
基
礎
を
失
い
、
無
効
に
帰
す
る
も
の

と
解
す
べ
き
で
あ
る
、
と
判
示
す
る
。

有
し (1)

参
議
院
(
比
例
代
表
選
出
)
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
政
党
に
よ
る
名
簿
登
載
者
の
選
定
及
び
除
名
が
極
め
て
重
要
な
意
味
を

そ
の
適
正
が
担
保
き
れ
る
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
名
簿
登
載
者
の
除
名
が
不
存
在
又

は
無
効
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
除
名
者
を
当
選
人
と
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
こ
と
が
、
好
ま
し
い
事
態
と
は
い
え
な

い
こ
と
ま
で
は
、
肯
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
有
効
な
除
名
が
存
在
す
る
こ
と
が
当
然
に
当
選
人
決
定
の
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法
的
な
要
件
に
な
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
要
件
で
あ
る
か
ど
う
か
は
実
定
法
が
ど
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
か
で
決
ま
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。

(2) 

原
判
決
は
、
虚
偽
宣
誓
に
対
す
る
罰
則
が
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
名
簿
登
載
者
の
選
定
に
関
し
て
受
託
収
賄
罪
が
設
け
ら
れ
て

い
る
(
法
二
二
四
条
の
コ
一
)
こ
と
か
ら
も
、
名
簿
登
載
者
の
選
定
が
当
選
人
決
定
の
実
質
的
な
要
件
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
と
吾
一
日
ノ
。
し
か
し
、
虚
偽
宣
誓
に
対
す
る
罰
則
は
、
宣
誓
の
内
容
が
真
実
で
あ
る
こ
と
を
担
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
σ3 

反
面
、
宣
誓
が
適
式
に
行
わ
れ
れ
ば
そ
れ
以
上
は
国
家
権
力
が
政
党
の
内
部
問
題
に
介
入
し
な
い
と
い
う
立
法
政
策
を
示
す
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
受
託
収
賄
罪
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
名
簿
登
載
者
の
選
定
が
賄
賂
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
な
い

よ
う
に
罰
則
を
も
っ
て
担
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
(
さ
ら
に
、
法
二
五
一
条
に
よ
り
、
収
賄
罪
で
有
罪
と
な
っ
た
者
が
当
選
人
で
あ
る

と
き
は
、

そ
の
当
選
は
無
効
と
な
る
。
)
が
、そ
の
担
保
が
あ
る
こ
と
を
支
え
と
し
て
、
選
定
機
関
の
代
表
者
が
名
簿
登
載
者
の
選
定
が
適

正
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
宣
誓
す
れ
ば
(
法
八
六
条
の
二
第
二
項
六
号
)
、
そ
れ
以
上
は
国
家
権
力
が
介
入
し
な
い
こ
と
と
す
る
と
い
う
趣
旨

に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
、
法
は
、
名
簿
登
載
者
の
選
定
手
続
及
び
除
名
手
続
以
外
に
つ
い
て
も
各
種
の
宣
誓
書
の
提
出

を
要
求
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
宣
誓
が
真
実
に
反
す
る
場
合
に
は
、
選
挙
長
が
こ
れ
を
知
っ
た
と
き
に
名
簿
の
登
載
の
抹
消
等
の
措
置

を
講
ず
べ
き
こ
と
(
法
八
六
条
の
二
第
五
項
前
段
、
九
項
)
、
違
反
し
た
政
党
に
対
す
る
投
票
が
無
効
と
さ
れ
る
こ
と
な
ど
を
規
定
し
て
い

る
(
法
六
八
条
二
項
三
号
、
九
五
条
の
二
第
一
項
)
が
、
名
簿
登
載
者
の
選
定
手
続
及
び
除
名
手
続
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
な
規
定
が
な
い
。

こ
れ
も
、
名
簿
登
載
者
の
選
定
と
除
名
に
つ
い
て
は
国
家
権
力
が
介
入
し
な
い
と
い
う
立
法
政
策
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ

ろ
、
っ
。

句
、υ

票
後
に
さ
れ
る
除
名
は
選
挙
人
の
意
思
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
と
言
う
。
投
票
後
に
き
れ
る
除
名
に
そ
の
よ
う
な
側
面
が
あ
る
こ
と

原
判
決
は
、
さ
ら
に
、
選
挙
人
の
政
党
の
選
択
は
名
簿
登
載
者
及
び
そ
の
順
位
を
も
考
慮
し
て
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
投

(22J 

参
議
院
(
比
例
代
表
選
出
)
議
員
の
選
挙
後
に
名
簿
届
出
政
党
等
か
ら
当
選
人
と
な
ら
な
か
っ

た
次
順
位
の
名
簿
登
載
者
の
除
名
届
が
さ
れ
た
後
欠
員
が
生
じ
後
順
位
の
名
簿
登
載
者
が
繰
上

補
充
に
よ
る
当
選
人
と
決
定
さ
れ
た
場
合
に
右
除
名
が
不
存
在
又
は
無
効
で
あ
る
こ
と
と
後
順

位
の
名
簿
登
載
者
の
当
選
無
効
の
原
因

五
O
三
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は
、
原
判
決
の
い
う
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
五
来
、
拘
束
名
簿
式
比
例
代
表
制
の
選
挙
制
度
は
、
個
々
の
候
補
者
で
は
な
く
、
政

党
を
選
択
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
、

そ
の
政
党
か
ら
除
名
さ
れ
た
者
が
名
簿
に
と
ど
ま
っ
て
、
そ
の
政
党
に
対
す
る
投

票
に
よ
っ
て
繰
上
補
充
の
当
選
人
と
さ
れ
る
方
が
、
選
挙
人
の
通
常
の
意
思
に
反
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
、
名
簿
登
載
者
を

考
慮
し
て
の
投
票
と
い
う
要
素
を
強
調
し
す
ぎ
る
と
、
除
名
が
無
効
で
あ
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
除
名
が
有
効
で
あ
っ
て
も
、
投
票
後

の
除
名
に
よ
っ
て
名
簿
か
ら
外
す
の
は
選
挙
人
の
意
思
に
反
す
る
と
い
う
議
論
に
ま
で
発
展
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

A
T
 

ま
た
、
原
判
決
は
、
拘
束
名
簿
式
比
例
代
表
制
が
立
法
化
き
れ
た
際
の
国
会
の
論
議
を
み
る
と
、
法
は
、
政
党
が
そ
の
規
則
等

に
お
い
て
除
名
要
件
並
ぴ
に
民
主
的
か
つ
公
正
な
除
名
手
続
を
具
体
的
に
定
め
、
そ
れ
に
従
っ
て
除
名
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
当
然
の
前

提
と
し
て
い
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
し
、
国
会
の
会
議
録
を
引
用
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
会
議
録
に
よ
る
と
、
発
議
者
の
答
弁

は
、
各
政
党
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
除
名
の
手
続
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
が
適
正
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
原
判
決
の

い
う
よ
う
な
厳
格
な
手
続
を
要
求
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
(
注
二
二
。むし
ろ
、

そ
の
政
党
で
定
め
た
除
名
の
手
続
に
従
っ
て
い
れ
ば

「
除
名
が
適
正
に
行
わ
れ
た
」
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
が
、立
法
者
の
意
思
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
在
二
二
)
。

(四)

本
判
決
の
見
解

本
判
決
は
、
以
上
の
論
点
の
す
べ
て
に
触
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
選
挙
会
等
の
判
断
に
誤
り
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
裁
判

所
が
そ
の
他
の
事
由
を
原
因
と
し
て
当
選
を
無
効
と
す
る
こ
と
は
、
「
法
の
予
定
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
」
く
、
「
こ
の
こ
と
は
、
名
簿
届

出
政
党
等
か
ら
名
簿
登
載
者
の
除
名
届
が
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
繰
上
補
充
に
よ
る
当
選
人
の
決
定
に
つ
い
て
も
、
別
異
に

解
す
べ
き
理
由
は
な
い
」
と
し
、
名
簿
登
載
者
の
除
名
に
関
す
る
前
記
立
法
の
趣
旨
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
「
当
選
訴
訟
に
お
い
て
、
名
簿

届
出
政
党
等
か
ら
名
簿
登
載
者
の
除
名
届
が
提
出
さ
れ
て
い
る
の
に
、

そ
の
除
名
の
存
否
な
い
し
効
力
と
い
う
政
党
等
の
内
部
的
自
律

権
に
属
す
る
事
項
を
審
理
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
、
右
立
法
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
」
と
し
た
。
し
た
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が
っ
て
、
「
名
簿
登
載
者
の
除
名
が
不
存
在
又
は
無
効
で
あ
る
こ
と
は
、
除
名
届
が
適
法
に
さ
れ
て
い
る
限
り
、
当
選
訴
訟
に
お
け
る
当

選
無
効
の
原
因
と
は
な
ら
な
い
」
こ
と
に
な
る
。

4 

そ
の
余
の
論
点
に
つ
い
て

日
本
新
党
に
よ
る
X

の
除
名
届
が
法
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
原
審
の
適
法
に
確
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
か
ら
、
本
判
決
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
X

の
除
名
が
無
効
で
あ
る
か
ど
う
か
を
論
ず
る
ま
で
も
な
く
、
A
を
当
選
人
と
す
る
決
定
を
無

効
と
す
る
余
地
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
本
判
決
は
、
日
本
新
党
に
よ
る
X

の
除
名
が
無
効
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
論
点
に

立
ち
入
る
こ
と
な
く
、
原
判
決
を
破
棄
し
、
白
判
し
て
X

の
請
求
を
棄
却
し
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

そ
の
余
の
論
点
は
本
判
決
の
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
解
説
者
と
し
て
、
若
干
付
言
し
て
お
き
た
い
。

(一)

除
名
の
有
効
要
件
と
司
法
判
断

原
判
決
は
、
政
党
が
し
た
党
員
の
除
名
を
無
効
と
す
る
事
由
と
し
て
、
①
除
名
の
決
定
に
至
る
意
思
形
成
過
程
の
重
大
な
暇
抗
、
②

除
名
の
手
続
を
定
め
る
自
治
規
範
違
背
、
③
民
主
的
か
つ
公
正
な
適
正
手
続
の
不
制
定
及
び
不
遵
守
の
三
点
を
挙
げ
る
。

こ
の
う
ち
本

件
で
問
題
に
な
っ
た
の
は
③
で
あ
る
が

こ
の
よ
う
な
無
効
事
由
が
、
実
定
法
の
定
め
に
よ
る
こ
と
な
し
に
、
一
般
的
な
団
体
理
論
か

ら
導
き
出
せ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。

原
判
決
は
、
③
の
点
を
無
効
事
由
と
す
る
理
由
と
し
て
、
第
一
に
、
名
簿
登
載
者
に
対
す
る
除
名
が
民
主
的
か
つ
公
正
な
手
続
に
従

っ
て
き
れ
る
こ
と
が
選
挙
秩
序
の
一
部
を
な
し
て
お
り
、
当
選
訴
訟
に
お
い
て
こ
れ
に
照
ら
し
て
除
名
の
効
力
を
判
断
す
る
こ
と
が
法

の
趣
旨
・
目
的
に
合
致
す
る
と
判
示
す
る
が

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
記
3

で
こ
れ
と
は
異
な
る
本
判
決
の
見
解
を
解
説
し
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。

原
判
決
は
、
次
に
第
二
の
理
由
と
し
て
、
名
簿
登
載
者
に
つ
い
て
す
る
除
名
は
、
国
会
議
員
の
選
定
過
程
の
最
も
重
要
な
一
部
に
か

(22) 

参
議
院
(
比
例
代
表
選
出
)
議
員
の
選
挙
後
に
名
簿
届
出
政
党
等
か
ら
当
選
人
と
な
ら
な
か
っ

た
次
順
位
の
名
簿
登
載
者
の
除
名
届
が
さ
れ
た
後
欠
員
が
生
じ
後
順
位
の
名
簿
登
載
者
が
繰
上

補
充
に
よ
る
当
選
人
と
決
定
さ
れ
た
場
合
に
右
除
名
が
不
存
在
又
は
無
効
で
あ
る
こ
と
と
後
順

位
の
名
簿
登
載
者
の
当
選
無
効
の
原
因

五
O
五
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五
O
六

か
わ
る
公
的
な
い
し
は
国
家
的
性
質
を
有
し
、
単
に
政
党
の
内
部
事
項
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
民
主
的
か
つ
公
正
な
適
正

手
続
に
よ
っ
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
は
、
政
党
の
遵
守
す
べ
き
公
序
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
不
遵
守
は
、
政
治
的
批
判
の
対
象
な
い

し
政
治
責
任
の
問
題
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
と
し
て
、
前
掲
最
三
小
判
昭
和
六
一
二
・二了
二

O
を
引
用
す
る
。
し
か
し
、
政
党
が

名
簿
登
載
者
を
除
名
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
繰
上
補
充
の
対
象
者
に
異
同
を
生
ず
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
公
的
な
い
し
国
家
的
秩
序
と
か

か
わ
り
が
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
あ
く
士
で
も
、
政
党
が
組
織
内
の
事
項
に
つ
い
て
自
律
権
を
行
使
し
た
こ
と
か

ら
派
生
す
る
結
果
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

な
お
、
原
判
決
の
引
用
す
る
前
掲
最
三
小
判
昭
和
六
二
了
一
一
了
二
O
(
注
二
二
一
)
は
、
「
し
た
が
っ
て
、
政
党
が
党
員
に
対
し
て
し
た
処

分
が
一
般
市
民
法
秩
序
と
直
接
の
関
係
を
有
し
な
い
内
部
的
な
問
題
に
と
ど
ま
る
限
り
、
裁
判
所
の
審
判
権
は
及
ば
な
い
と
い
う
べ
き

で
あ
」
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
判
決
は
、
政
党
が
被
除
名
者
に
対
し
て
党
施
設
で
あ
る
建
物
の
明
渡
し
を
求
め
た
事
件
に
関
す
る
も
の

な
の
で
、
本
件
で
原
判
決
が
問
題
と
す
る
「
公
的
な
い
し
国
家
的
秩
序
」
に
つ
い
て
触
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
訴
訟
物
が
一
般
市
民
法

秩
序
と
直
接
の
関
係
を
有
し
な
い
と
き
は
「
法
律
上
の
争
訟
」
と
は
い
え
ず
、
裁
判
所
の
審
判
権
が
及
ば
な
い
と
し
た
も
の
で
あ
る
と

解
さ
れ
る
(
注
二
四)O
し
た
が
っ
て
、
こ
の
判
旨
を
本
件
に
直
ち
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
右
判
決
と
整
合
さ
せ
る
と
、
党
員

の
除
名
が
当
選
訴
訟
の
訴
訟
物
と
直
接
の
関
係
を
有
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
に
つ
い
て
裁
判
所
の
審
判
権
が
及
ぶ
も
の
と
解
す
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
う
で
あ
っ
て
も
、
既
に
検
討
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
有
効
な
除
名
の
存
否
は
当
選
訴
訟
の
訴
訟
物
と
直

接
の
関
係
を
有
し
な
い
(
直
接
の
関
係
を
有
す
る
の
は
、
有
効
な
除
名
届
の
存
否
)
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
本
件
除
名
の

効
力
い
か
ん
は
、
当
選
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
所
の
審
理
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。

右
判
決
は
、
さ
ら
に
、
前
記
の
引
用
部
分
に
続
い
て
、
「
(
政
党
の
)
処
分
が
一
般
市
民
と
し
て
の
権
利
利
益
を
侵
害
す
る
場
合
で
あ
っ

て
も
、
右
処
分
の
当
否
は
、
当
該
政
党
の
自
律
的
に
定
め
た
規
範
が
公
序
良
俗
に
反
す
る
な
ど
の
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
右
規
範
に
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照
ら
し
、
右
規
範
を
有
し
な
い
と
き
は
条
理
に
基
づ
き
、
適
正
な
手
続
に
従
っ
て
さ
れ
た
か
否
か
に
よ
っ
て
決
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
σ〉

審
理
も
右
の
点
に
限
ら
れ
る
」
と
説
示
す
る
(
注
二
五
)
。
し
か
し
、
こ
の
説
示
は
、
除
名
が
訴
訟
物
と
直
接
の
関
係
を
有
す
る
こ
と
を
前
提

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
前
提
を
採
り
得
な
い
こ
と
、
前
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
政
党
と
被
除
名
者
と
の
聞
で
除
名
の
効
力
を
争
う
(
そ
し
て
、
法
律
上
の
争
訟
性
の
あ
る
)
訴
訟
に
お
い
て
は
、
最
三
小

判
昭
和
六
三
・
一
一
了
二
O

の
右
説
示
が
妥
当
す
る
が
、
当
選
訴
訟
で
あ
る
本
件
訴
訟
に
つ
い
て
こ
の
説
示
す
る
と
こ
ろ
を
適
用
す
る

余
地
は
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

仁)

本
件
除
名
の
効
力
、
二
二
条
参
加
の
問
題
等

日
本
新
党
及
び
A

の
上
告
理
由
は
、
更
に
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
①
日
本
新
党
は
、
本
件
除
名
の
手
続
に
お
い
て
、
X
に
あ
ら
か

じ
め
除
名
の
具
体
的
事
由
を
告
知
し
、
弁
明
等
の
機
会
も
十
分
与
え
た
か
ら
、
原
判
決
が
除
名
の
無
効
事
由
に
つ
い
て
判
一
不
す
る
と
こ

ろ
に
従
っ
て
も
、
本
件
除
名
が
公
序
良
俗
に
反
す
る
と
は
い
え
な
い
。
②
原
判
決
が
こ
れ
と
異
な
る
判
断
を
し
た
の
は
、
原
審
が
職
権

で
日
本
新
党
を
本
件
訴
訟
に
参
加
さ
せ
な
か
っ
た
審
理
不
尽
の
た
め
で
あ
っ
て
、

」
の
措
置
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
二
二
条
に
も
違
背

す
る
。

本
判
決
が
否
定
し
た
原
判
決
の
前
提
理
論
を
肯
定
す
る
場
合
に
は
、

」
れ
ら
の
点
は
、
本
件
の
結
論
を
左
右
す
る
重
要
な
論
点
と
な

る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
解
説
の
対
象
外
の
問
題
で
あ
る
。

5 

本
判
決
の
意
義

本
判
決
は
、
拘
束
名
簿
式
比
例
代
表
制
の
選
挙
に
お
け
る
繰
上
当
選
と
名
簿
登
載
者
の
除
名
の
効
力
と
の
関
係
に
関
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
後
、
衆
議
院
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
も
拘
束
名
簿
式
比
例
代
表
制
が
導
入
さ
れ
た
と
は
い
え
、
同
種
事
案
が
頻
発
す
る
性
質

の
も
の
で
は
な
い
が
、
政
党
の
内
部
的
自
律
権
と
当
選
訴
訟
の
関
係
を
論
じ
た
点
で
、
政
党
の
内
部
問
題
に
関
す
る
訴
訟
一
般
に
つ
い

[22) 

参
議
院
(
比
例
代
表
選
出
)
議
員
の
選
挙
後
に
名
簿
届
出
政
党
等
か
ら
当
選
人
と
な
ら
な
か
っ

た
次
順
位
の
名
簿
登
載
者
の
除
名
届
が
さ
れ
た
後
欠
員
が
生
じ
後
順
位
の
名
簿
登
載
者
が
繰
上

補
充
に
よ
る
当
選
人
と
決
定
さ
れ
た
場
合
に
右
除
名
が
不
存
在
又
は
無
効
で
あ
る
こ
と
と
後
順

位
の
名
簿
登
載
者
の
当
選
無
効
の
原
因

五
O
七
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て
重
要
な
先
例
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
(
注
ニ
六
)
。

(
注

本
件
の
事
件
名
は
「
選
挙
無
効
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
件
は
、
選
挙
無
効
訴
訟
(
公
職
選
挙
法
二O
四
条
)
で
は
な
く
、
当
選
無

効
訴
訟
(
同
法
二
O
八
条
)
で
あ
る
。
訴
状
の
事
件
名
の
記
載
は
「
当
選
無
効
」
と
な
っ
て
お
り
、
「
選
挙
無
効
」
は
原
審
が
記
録
の
表
紙
に

付
け
た
事
件
名
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
。

(
注
二
)
原
判
決
の
評
釈
等
と
し
て
、
回
島
優
子
・
法
律
の
ひ
ろ
ば
四
八
巻
四
号
四
八
頁
、
常
本
照
樹
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
九
五
年
五
月
号

(
四
八
五
号
)
七
七
頁
、
高
橋
和
之
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
平
成
六
年
度
重
要
判
例
解
説
一
九
頁
、
滝
沢
正
・
判
例
評
論
四
三
七
号
三
五

田
島
優
子
氏
は
、
参
加
入
日
本
新
党
及
び
A

の
訴
訟
代
理
人
で
あ
る
。
ま
た
、

原
判
決
を
掲
載
す
る
判
時
一
五
一
三
号
六
O
頁
及
び
判
タ
八
七
一
号
八
四
頁
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
(
特
に
後
者
)
詳
細
な
匿
名
コ
メ
ン
ト
が
付

頁
(
判
例
時
報
一
五
二
七
号
一
九
七
頁
)
が
あ
る
。
た
だ
し
、

さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
(
補
注
)
の
末
尾
を
参
照
。

(
注
一
二
)周
知
の
よ
う
に
、
新
進
党
の
結
党
に
伴
い
、
日
本
新
党
は
参
加
の
申
立
て
を
し
た
日
の
翌
日
で
あ
る
平
成
六
年
二
一
月
九
日
に
解
党

し
た
の
で
、
日
本
新
党
に
当
事
者
能
力
(
参
加
能
力
)
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。X
は
、
日
本
新
党
の
参
加
申
立
て
に
対
す

る
意
見
書
で
日
本
新
党
に
は
当
事
者
能
力
が
な
い
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
日
本
新
党
は
、
参
加
申
立
理
由
補
充
書
に
お
い
て
、
常
任

幹
事
会
が
細
川
護
照
を
代
表
清
算
人
に
選
任
し
て
日
本
新
党
を
当
事
者
と
す
る
訴
訟
等
に
関
す
る
事
項
を
委
任
し
て
お
り
、
本
件
参
加
は
清

算
事
務
の
一
つ
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
常
任
幹
事
会
議
事
録
の
抄
本
を
提
出
し
た
。
民
法
七
三
条
、
七
八
条
、
民
訴
法
四
五
条
、
四
六
条
に

よ
れ
ば
、
右
参
加
も
清
算
事
務
の
一
つ
で
あ
る
と
し
て
、
日
本
新
党
の
当
事
者
能
力
(
参
加
能
力
)
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
注
四
)
参
議
院
の
比
例
代
表
選
挙
は
、
昭
和
五
八
年
の
参
議
院
通
常
選
挙
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
全
国
区
に
代
え
て
導
入
さ
れ
た
。

し
た
が
っ
て
、
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
の
選
挙
訴
訟
、
当
選
訴
訟
等
は
、
東
京
高
等
裁
判
所
の
専
属
管
轄
と

(
注
五

さ
れ
て
い
る
(
法
一
二
七
条
)
。
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(
注
六

こ
の
う
ち
別
記
二
三
号
様
式
の
一
二
に
定
め
る
宣
誓
書
の
様
式
は
、
「
平
成
何
年
何
月
何
日
上
記
の
機
関
及
び
手
続
に
よ
り
、
平
成
何

年
何
月
何
日
執
行
の
何
選
挙
に
お
け
る
下
記
の
名
簿
登
載
者
に
係
る
除
名
が
適
正
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
誓
い
ま
す
。
」
と
し
て
、
政
党
そ
の
他

の
政
治
団
体
の
代
表
者
が
記
名
押
印
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
様
式
に
準
じ
て
宣
誓
一
書
を
作
成
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

(
注
七

滝
沢
・
前
掲
評
釈
三
八
頁
も
こ
れ
を
支
持
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
高
橋
・
前
掲
評
釈
二
一
頁
は
、
こ
の
点
に
も
反
対
す
る
も
の

で
あ
ろ
、
っ
か
。

(
注
入

例
え
ば
、
法
案
の
発
議
者
の
一
人
で
あ
る
松
浦
功
参
議
院
議
員
は
、
「
出
さ
れ
ま
し
た
宣
誓
書
に
つ
い
て
一
つ
一
つ
本
当
で
あ
る
か
ど

う
か
政
党
の
内
部
に
立
ち
入
っ
て
調
べ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
中
央
選
挙
管
理
会
に
権
限
が
あ
る
と
は
存
じ
て
お
り
ま
せ
ん
。
」
と
答
弁
し
、

大
林
勝
臣
政
府
委
員
(
自
治
省
行
政
局
選
挙
部
長
)
は
、
「
宣
誓
書
を
要
求
し
て
お
り
ま
す
の
は
、
:
:
:
要
件
が
充
足
し
て
お
る
か
ど
う
か
選

挙
管
理
機
関
に
お
い
て
は
実
際
問
題
と
し
て
わ
か
ら
な
い
、

わ
か
ら
な
い
か
ら
や
む
を
得
ず
宣
誓
書
を
つ
け
て
い
た
だ
く
と
い
う
シ
ス
テ
ム

に
な
っ
て
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
:
:
:
罰
則
を
設
け
て
お
り
ま
し
て
も
、
選
挙
管
理
会
当
局
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
事
実
上
は
そ
の
宣
誓

書
が
う
そ
で
あ
っ
た
か
本
当
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
社
会
に
明
る
み
に
出
て
か
ら
で
な
い
と
実
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
の
が
こ
れ
ま
で

の
実
情
で
も
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
(
第
九
六
回
国
会
参
議
院
公
職
選
挙
法
改
正
に
関
す
る
特
別
委
員
会
会
議
録
一
五
号
一
二
頁

以
下
)
。

な
お
、
選
挙
法
制
研
究
会
・
問
答
式
参
議
院
比
例
代
表
選
挙
制
度
の
解
説
五
五
頁
は
、
「
党
員
資
格
の
得
喪
は
政
党
の
内
部
問
題
で
あ
り
、

選
挙
長
の
職
権
に
よ
っ
て
そ
の
実
態
を
客
観
的
に
把
握
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
:
:
:
政
党
等
の
届
出
に
ま
つ
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ

う
。
」
と
す
る
。

(
注
九

現
代
選
挙
法
研
究
会
・
改
正
公
職
選
挙
法
の
解
説
一
頁
、
五
一
頁
等

(
注
一O
)

原
告
日
本
共
産
党
が
、
党
の
元
役
員
で
あ
っ
た
被
告
袴
田
里
見
を
除
名
処
分
に
し
、
そ
れ
を
理
由
と
し
て
被
告
に
そ
の
居
住
す
る

権
に
属
す
る
事
項
と
し
て
、

党
所
有
の
建
物
の
明
渡
し
を
求
め
た
事
件
。
被
告
が
除
名
処
分
の
効
力
を
争
っ
た
の
に
対
し
、
原
告
は
、
そ
の
点
は
、
政
党
の
内
部
的
自
律

司
法
審
査
の
対
象
と
な
り
得
な
い
と
主
張
し
た
。
最
高
裁
第
三
小
法
廷
は
、
本
判
決
と
同
趣
旨
の
説
示
を
し
た

(22) 

参
議
院
(
比
例
代
表
選
出
)
議
員
の
選
挙
後
に
名
簿
届
出
政
党
等
か
ら
当
選
人
と
な
ら
な
か
っ

た
次
順
位
の
名
簿
登
載
者
の
除
名
届
が
き
れ
た
後
欠
貝
が
生
じ
後
順
位
の
名
簿
登
載
者
が
繰
上

補
充
に
よ
る
当
選
人
と
決
定
き
れ
た
場
合
に
右
除
名
が
不
存
在
又
は
無
効
で
あ
る
こ
と
と
後
順

位
の
名
簿
登
載
者
の
当
選
無
効
の
原
因

五
O
九
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五

0 

上
、
「
し
た
が
っ
て
、
政
党
が
党
員
に
対
し
て
し
た
処
分
が
一
般
市
民
法
秩
序
と
直
接
の
関
係
を
有
し
な
い
内
部
的
な
問
題
に
と
ど
ま
る
限
り
、

裁
判
所
の
審
判
権
は
及
ば
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
他
方
、
右
処
分
が
一
般
市
民
と
し
て
の
権
利
利
益
を
侵
害
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

右
処
分
の
当
否
は
、
当
該
政
党
の
自
律
的
に
定
め
た
規
範
が
公
序
良
俗
に
反
す
る
な
ど
の
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
右
規
範
に
照
ら
し
、
右

規
範
を
有
し
な
い
と
き
は
条
理
に
基
づ
き
、
適
正
な
手
続
に
則
っ
て
き
れ
た
か
否
か
に
よ
っ
て
決
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
審
理
も
右
の
点
に

限
ら
れ
る
」
と
し
、
そ
の
観
点
に
よ
れ
ば
右
除
名
処
分
は
有
効
で
あ
る
と
し
て
、
原
告
の
請
求
を
認
容
す
る
原
判
決
を
維
持
し
た
。

(
注

滝
沢
・
前
掲
評
釈
三
八
頁

(
注
一
二
)
高
橋
・
前
掲
評
釈
二
一
頁
、
滝
沢
・
前
掲
評
釈
三
八
頁
は
、
基
本
的
に
原
判
決
の
見
解
を
支
持
し
て
い
る
。

(
注
一
三
)
林
田
和
博
・
選
挙
法
一
四
八
頁

(
注
一
四
)
自
治
省
選
挙
部
・
逐
条
解
説
公
職
選
挙
法
(
改
訂
新
版
〕

部
〕
等
。
も
っ
と
も
、
地
方
公
共
団
体
の
議
員
及
び
長
に
つ
い
て
の
当
選
訴
訟
に
つ
い
て
は
広
く
選
挙
人
に
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
(
法
二
O
六
条
、
二
O
七
条
)
と
対
比
す
る
と
、
国
会
議
員
に
つ
い
て
の
当
選
訴
訟
は
、
民
衆
訴
訟
で
は
な
い
と
い
う
見
解
も
あ
り
得

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
最
三
小
判
昭
和
二
三
・
六
・
一
五
民
集
二
巻
七
号
一
三
四
頁
を
そ
の
よ
う
に
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
た
だ
、
法
二

一
三
頁
、
園
部
逸
夫
編
・
注
解
行
政
事
件
訴
訟
法
五
三
二
頁
〔
園

一
九
条
一
項
は
、
当
選
訴
訟
等
の
選
挙
関
係
訴
訟
に
つ
い
て
、
民
衆
訴
訟
に
関
す
る
行
政
事
件
訴
訟
法
四
三
条
の
適
用
が
あ
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
、
そ
の
特
則
を
定
め
て
い
る
(
園
部
編
・
前
掲
書
五
三
五
頁
以
下
〔
園
部
〕
を
参
照
)
。

林
田
・
前
掲
書
一
五
六
頁
。
同
書
は
、
当
選
無
効
の
原
因
と
し
て
、
①
当
選
人
決
定
の
方
法
に
関
す
る
暇
班
、
②
得
票
数
算
定
の

(
注
一
五
)

違
法
、
③
当
選
人
の
一
身
上
の
資
格
の
認
定
に
関
す
る
暇
庇
を
挙
げ
る
。

(
注
一
六

田
中
真
次
・
選
挙
関
係
争
訟
の
研
究
一
四
五
頁
以
下
。
同
書
は
、
大
き
く
分
け
て
、
候
補
者
の
得
票
数
の
問
題
と
当
選
人
た
り
得

る
資
格
に
関
す
る
問
題
と
が
あ
る
と
す
る
。
江
見
弘
武
「
選
挙
関
係
訴
訟
の
諸
問
題
」
新
実
務
民
訴
講
座
叩
二
一一頁
も
同
旨
。
同
論
文
は
、

当
選
人
決
定
の
手
続
に
関
す
る
違
法
は
選
挙
無
効
事
由
で
あ
り
、
当
選
無
効
事
由
と
な
り
得
る
の
は
当
選
人
決
定
の
内
容
上
の
誤
り
に
限
ら

れ
る
と
す
る
。
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(
注
一
七
)

(
注
一
八
)
自
治
省
選
挙
部
・
前
掲
書
一
O
九
三
頁

例
え
ば
、
最
ニ
小
判
昭
和
二
三
・
九
・
二
五
民
集
二
巻
一
O
号
三
四
九
頁
、
最
三
小
判
昭
和
二
五
・
五
・
九
民
集
四
巻
五
号
一
七

二
頁
。
な
お
、
最
高
裁
事
務
総
局
・
主
要
行
政
事
件
裁
判
例
概
観6
四
一
一
頁
以
下
を
参
照
。

(
注
一
九
)
当
選
訴
訟
が
形
成
訴
訟
で
あ
る
こ
と
(
実
体
的
に
無
効
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
訴
訟
で
は
な
い
こ
と
)
は
、
最
二
小
判
昭
和
二

(
注
二O
)

四
・
コ
一
・
一
九
民
集
三
巻
三
号
七
四
頁
の
説
一
不
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

田
中
二
郎
・
行
政
行
為
論
三
三
二
頁
、
同
・
行
政
法
総
論
二
四
九
頁
。
こ
れ
ま
で
の
下
級
審
裁
判
例
も
、
こ
の
見
解
に
従
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
(
最
高
裁
事
務
総
局
・
続
々
行
政
事
件
訴
訟
十
年
史
上
巻
二
八
二
頁
以
下
を
参
照
)
。

(
注
二
こ
法
案
の
発
議
者
の
一
人
で
あ
る
松
浦
功
参
議
院
議
員
は
、
「
各
政
党
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
除
名
の
手
続
と
い
う
も
の
は
決
め
て
お
ら

れ
る
は
ず
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
手
続
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
が
適
正
で
あ
る
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
」
、
「
あ
る
政
党
が

除
名
の
手
続
規
定
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
手
続
を
踏
ま
な
い
で
特
定
の
方
が
除
名
と
い
う
行
為
を
と
っ
た
よ
う
な
決
定
を
し
た
、
そ

う
い
う
こ
と
が
外
部
に
わ
か
っ
た
場
合
に
は
正
当
な
除
名
と
は
認
め
ら
れ
な
い
、
そ
う
い
う
場
合
に
告
発
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
の
じ
ゃ

な
い
か
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
(
第
九
六
回
国
会
参
議
院
公
職
選
挙
法
改
正
に
関
す
る

(
注
二
二
)

特
別
委
員
会
会
議
録
一
五
号
二
一
頁
)

秦
豊
(
当
時
参
議
院
議
員
)
「
拘
束
名
簿
式
比
例
代
表
制
に
関
す
る
一
考
察
(
下
)
」
法
と
政
策
七
号
七
七
頁
は
、
政
党
法
を
制
定

し
な
い
で
比
例
代
表
制
を
導
入
す
る
こ
と
を
非
難
す
る
論
旨
で
あ
る
が
、
「
除
名
の
場
合
、
『
除
名
が
適
正
に
行
わ
れ
た
』
と
は
そ
の
政
党
等

の
除
名
手
続
の
記
載
ど
お
り
の
手
続
に
よ
り
除
名
が
な
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
除
名
手
続
自
体
が
い
か
に
非
民
主
的

そ
れ
は
改
正
法
案
で
は
問
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
。

(
注
三
二
)

で
不
条
理
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、

(
注
一O
)
を
参
照
。

(
注
二
四
)
新
堂
幸
司
「
審
判
権
の
限
界
」
講
座
民
事
訴
訟
2

一
O
頁
以
下
、

審
判
権
」
書
研
所
報
三
六
号
コ
一O
頁
以
下
、
四
八
頁
以
下
を
参
照
。

一
五
頁
以
下
、
竹
下
守
夫
「
団
体
の
自
律
的
処
分
と
裁
判
所
の

(22] 

参
議
院
(
比
例
代
表
選
出
)
議
員
の
選
挙
後
に
名
簿
届
出
政
党
等
か
ら
当
選
人
と
な
ら
な
か
っ

た
次
順
位
の
名
簿
登
載
者
の
除
名
届
が
さ
れ
た
後
欠
員
が
生
じ
後
順
位
の
名
簿
登
載
者
が
繰
上

補
充
に
よ
る
当
選
人
と
決
定
さ
れ
た
場
合
に
右
除
名
が
不
存
在
又
は
無
効
で
あ
る
こ
と
と
後
順

位
の
名
簿
登
載
者
の
当
選
無
効
の
原
因

五
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五

(
注
二
五
)
佐
藤
幸
治
「
司
法
権
と
団
体
内
部
の
紛
争
ω
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
八
一
年
一

一
月
号
一
二
七
頁
は
、
次
の
よ
う
に
、
こ
の
判
旨

に
近
い
こ
と
を
述
べ
て
い
た
。
「
『
結
社
の
自
由
』
の
保
障
中
に
含
ま
れ
る
内
部
的
規
律
に
関
す
る
措
置
権
は
、
公
正
な
手
続
に
よ
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
条
件
付
き
の
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
場
合
で
も
、
自
律
権
尊
重
の
趣
旨
か
ら
、
裁

判
所
は
ま
ず
当
該
措
置
が
結
社
自
体
の
定
め
る
手
続
的
規
定
に
従
つ
て
な
さ
れ
た
か
否
か
に
原
則
と
し
て
そ
の
審
査
を
限
定
す
べ
き
も
の
と

解
さ
れ
る
。
そ
の
手
続
規
定
が
著
し
く
公
正
さ
を
欠
く
と
か
、
手
続
規
定
が
不
存
在
の
場
合
に
限
っ
て
、
裁
判
所
は
一
定
の
公
正
な
手
続
を

課
し
う
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
が
、
た
だ
、
そ
の
場
合
も
、
具
体
的
に
何
を
も
っ
て
公
正
な
手
続
と
み
る
べ
き
か
は
、
結
社
の
目
的
・
性
格
・

(
注
二
六
)

機
能
に
よ
っ
て
異
な
り
う
る
こ
と
が
注
意
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

判
例
集
に
本
判
決
の
参
照
条
文
と
し
て
憲
法
二
一
条
一
項
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
本
判
決
が
「
政
党
」
に
つ
い
て
判
示
し
て

い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

(
補
注
)
本
解
説
の
初
出
(
平
成
七
年
一
O
月
発
行
の
法
曹
時
報
四
七
巻
一
O
号
二
三
九
頁
)
後
に
現
わ
れ
た
本
判
決
の
評
釈
等
と
し
て
、
中

谷
実
・
法
学
教
室
一
九
九
五
年
一

一
月
号
(
一
八
二
号
)
八
二
頁
、
苗
村
辰
弥
・
法
政
研
究
六
二
巻
二
号
三
四
一
頁
、
小
林
武
・
南
山
法
学

一
九
巻
三
号
一
四
一
頁
、
山
元
一
-
判
例
セ
レ
ク
ト
町
(
法
学
教
室
一
八
六
号
別
冊
付
録
)
一
五
頁
、
植
村
勝
慶
・
平
成
七
年
度
重
要
判
例

一
八
夏
、
高
橋
和
之
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
O
九
二
号
五
二
頁
、
折
目
斎
・
訟
務
月
報
四
二
巻
七
号
一
七O

解
説
(
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
O
九
一
号
)

三
頁
、
毛
利
透
・
法
学
協
会
雑
誌
一
一
三
巻
八
号
二
一
四
七
頁
、
金
子
順
一
・
平
成
7

年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
(
判
例
タ
イ
ム
ズ
九
一
三

号
)
三
二
八
頁
、
松
田
聴
子
・
帝
塚
山
学
院
大
学
研
究
論
集
コ
二
集
六
O
頁
が
あ
り
、
原
判
決
の
評
釈
等
と
し
て
、
座
談
会
・
訟
務
月
報
四

一
巻
一
号
別
冊
一
八
七
頁
が
あ
る
。

(
近
藤

崇
晴
)

甲15　調査官解説（最高裁判所判例解説民事篇平成７年度（上））
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党⼤会代議員予定候補者が結集!?

2023年07⽉10⽇

テーマ︓⽇本共産党

 
 本⽇から、「『⾚旗』をどう改⾰するのか」の結論編、4回連載の開始予定でした
が、明⽇からにします。いえ、書く内容に困っているのではなく、本⽇、どうしても
書いておきたいことがあるので。
 
 昨⽇、お知らせしていましたように、神⼾で「松⽵伸幸さんとの対話集会──なぜ
それほど共産党を愛しているのか!?」が開かれました。「対話集会」と銘打ちながら
対話にならなかった集会のことも話題になっていたので、「真の」対話集会にすべく
関係者が努⼒してくださいました。
 
 うれしかったのは、終了後、何⼈もが私のところにやってきて、「僕は来年1⽉の党
⼤会代議員になりたいと思っています」「私もです。除名の再審査をくつがえしまし
ょう」と⾔ってくださったことです。びっくりです。
 

このブログを検索する 

「⾚旗」をどう改⾰… 志位⽒の政権共闘論…
2023年2⽉、その2週間ほど前に出版した『シ
ン・⽇本共産党宣⾔』が綱領や規約に違反する
として共産党から除名され、24年1⽉の党⼤会
で求めていた再審査も却下されました。そこで
3⽉7⽇、除名撤回を訴えて東京地⽅裁判所に⽇
本共産党を提訴しました。
最⾼裁の判例変更を求めるため、5年ほどの期
間がかかると想定されます。憲法学者も含め多
数の⽅に意⾒書を書いていただかなければなり
ません。相当の裁判費⽤がかかると思われま
す。私の裁判を⽀援するため、「松⽵伸幸応援
隊」（松⽵伸幸さんの除名撤回裁判勝利を願う
応援隊）がつくられました。
１、すでに提出した訴状をはじめ、裁判関係資
料は公式ＨＰにアップします。
２、裁判で何を争うか、イベントの案内など
は、応援隊ブログをご覧ください。
３、裁判関係の戦略その他の情報は、最⾼裁で
結審するまで、週に⼀度のメルマガで書いてい
きます（⽉700円）。ここからお申し込み下さ
い。
４、応援隊（顧問＝内⽥樹）はカンパを呼びか
けています。⼝座は以下です。よろしくお願い
します。
三井住友銀⾏(0009) 三⽥（サンダ）⽀店
(391)
普通 4673245 松⽵伸幸応援隊 代表 ⼤⻄誠司
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 ⼀⽅、その問題を党内でつよく主張すると、反発されて代議員に選ばれないかもし
れない。そんな不安な気持ちもお伺いしました。そうでしょうね。そこがいちばん難
しいところです。
 
 でも、まず、私の再審査にどういう態度をとるかは、⼤会の場で決めればいいと思
うのです。党⼤会で、私の弁明を聞いたり、再審査請求書を読んだり、同時にそれに
対する党指導部の反論を聞いたりして、その上で代議員⼀⼈ひとりが判断すべき問題
です。代議員をえらぶ時点で踏み絵にしていい問題ではない。そんなやり⽅は規約上
の最⾼機関である⼤会での議論を軽視することであり、規約を貶めることです。
 
 それに、50年問題の際の宮本顕治⽒の態度は参考になります。あの時、コミンフォ
ルムの論評をめぐって、党は徳⽥球⼀らの主流派（所感派）と宮本顕治らの国際派に
分裂し、宮本は九州地⽅委員会に左遷されます。そして主流派が4全協（51年2⽉）で
軍事⽅針を決めるわけです。
 
 しかしその後、コミンフォルムが主流派の軍事⽅針を⽀持し、国際派を「分派」と
して批判します（51年8⽉）。それを受けて、宮本⽒を中⼼とする国際派は総崩れに
なり、⾃⼰批判して主流派に結集する状況がつくりだされます。
 
 そして、5全協（51年10⽉）で、武装闘争⽅針を明確にした51年綱領が採択される
ことになります。宮本⽒は、復帰したとはいえもう指導者ではなく、⼼の中で51年綱
領をどう評価していたかはうかがい知れませんが、少なくとも51年綱領に反対したと
いう事実は証拠として残されていません。
 
 けれども、55年になって主流派の中⼼にいた徳⽥球⼀の死亡が公表され、旧所感派
の志⽥重男と旧国際派の宮本⽒が中⼼になって党の団結を固める道に踏みだしてい
く。最終的に51年綱領を否定し、61年綱領をつくりあげていくわけです。
 
 つまり、現在の党指導部の⽅針に反対していたとしても、当時の宮本⽒のように、
必ずしも明確に反対すると⾔わないやり⽅もある。そして、必要な時と場所で、堂々
と態度を明確にすればいいということです。宮本⽒のやり⽅に倣って。
 
 兵庫県で数名ということは、全国で100名は超えるかも。いまから楽しみです。

#宮本顕治 #共産党 #松⽵伸幸 #除名
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松⽵伸幸（まつたけ・のぶゆき）さんをフォロー
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伊藤真さんのお話興味深く拝聴しました。
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そして、⼈間は不完全なもので間違いも犯す…
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共産党の場合、幹部を変えれば案外あとはみ…

どんな状況でも希望を失わずに頑張ってくだ…

＞パトラとソクラさん。東京⼟建除名事件の…

伊藤真さんって、LECから独⽴して、司法試…
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